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第 3 章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

対象事業実施区域及びその周囲における自然的状況及び社会的状況について、原則として既存資

料等により把握した。対象範囲は原則として対象事業実施区域が位置する福井県敦賀市と南越前町

及び滋賀県長浜市とし、項目ごとに適切な範囲を設定した。また、情報の収集期間は、原則として令

和 2年 10月までとした。 

 

3.1 自然的状況 

3.1.1 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況 

(1) 気象の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の気象観測所は、敦賀特別地域気象観測所及び今庄地域気象観

測所があり、その観測状況を表 3.1-1、位置を図 3.1-1に示す。 

敦賀特別地域気象観測所における 1981～2010(最多風向は 1990～2010)年(平年値)については、

表 3.1-2(1)に示すとおりであり、年平均気温は 15.3℃、年平均風速は 4.1m/s、最多風向は南南

東、年日照時間は 1,560.1時間、年降水量は 2,136.4mm、最深積雪は 50㎝となっている。2019年

の地上気象観測結果は、表 3.1-2(2)に示すとおりであり、年平均気温は 16.3℃、年平均風速は

4.2m/s、最多風向は南南東、年日照時間は 1,732.2 時間、年降水量は 1,793.5mm、最深積雪は 3㎝

となっている。 

今庄地域気象観測所における 1981～2010(日照時間は 1986～2010)年の地上気象観測結果(平年

値)は、表 3.1-3(1)に示すとおりであり、年平均気温は 12.9℃、年平均風速は 1.5m/s、最多風向

は南、年日照時間は 1,267.6 時間、年降水量は 2,569.2mm、最深積雪は 93 ㎝となっている。2019

年の地上気象観測結果は、表 3.1-3(2)に示すとおりであり、年平均気温は 13.9℃、年平均風速は

2.0m/s、最多風向は南南西、年日照時間は 1,356.6 時間、年降水量は 2,023.0mm、最深積雪は 20

㎝となっている。 

また、対象事業実施区域及びその周囲における地上高 70m の風況を図 3.1-2 に、風配図を図 

3.1-3に示す。対象事業実施区域内の年平均風速は、地上高 70mでは 6.0～7.1m/s、平均 6.6m/sと

なっている。 

 

表 3.1-1 地域気象観測所の観測状況 

種

類※ 
名 称 所在地 経緯度 標高 

風速計 

の高さ 

官 敦賀特別地域気象観測所 敦賀市松栄町  
北緯 35°39.2′ 

東経 136°3.7′ 
2m 27.6m 

四 今庄地域気象観測所 南条郡南越前町今庄 
北緯 35°46.0′ 

東経 136°12.0′ 
128m 10m 

※観測所で使用している観測装置の種類 

官：地上気象観測装置(観測種目：降水量、気温、風向、風速、日照時間(一部の観測所を除く)、 

積雪の深さ(一部の観測所に限る)) 

四：有線ロボット気象計(観測種目：降水量、気温、風向、風速、日照時間) 

出典：「地域気象観測所一覧」(令和 2 年 10月 8 日現在、気象庁ホームページ 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/amedas/kaisetsu.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧)   
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図 3.1-1 地域気象観測所の位置 

出典：「地域気象観測所一覧」(令和 2 年 10 月 8 日現在、気象庁ホームページ 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/amedas/kaisetsu.html  

令和 2 年 10 月 9 日閲覧)より作成 

地域気象観測所 
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表 3.1-2(1) 敦賀特別地域気象観測所における地上気象観測結果(平年値) 

要素名 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

平均気温(℃) 15.3 4.5 4.7 7.8 13.2 17.8 21.7 25.8 27.4 23.4 17.6 12.3 7.4 

日最高気温の平均(℃) 19.1 7.5 8.0 11.6 17.6 22.0 25.3 29.4 31.5 27.3 21.7 16.2 10.7 

日最低気温の平均(℃) 11.8 1.6 1.5 3.9 8.9 13.7 18.3 22.7 24.2 20.0 13.7 8.5 4.1 

平均風速(m/s) 4.1 4.4 4.7 4.6 4.4 4.1 3.6 3.6 3.7 3.6 3.6 4.0 4.3 

最多風向(16 方位) 南南東 南南東 北 南南東 南南東 南南東 南南東 南南東 南南東 南南東 南南東 南南東 南南東 

日照時間(時間) 1560.1 62.3 76.2 124.4 167.1 176.6 136.4 146.5 201.6 139.5 145.8 106.5 77.3 

降水量の合計(mm) 2136.4 269.5 166.9 150.2 118.7 142.2 165.7 195.8 125.5 188.2 135.2 185.0 282.4 

最深積雪(㎝) 50 36 33 13 0 - - - - - - 0 14 

出典：「過去の気象データ検索」(気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

 

表 3.1-2(2)  敦賀特別地域気象観測所における地上気象観測結果(2019年) 

要素名 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

平均気温(℃) 16.3 5.3 6.7 9.2 12.7 19.2 22.2 25.7 28.5 25.5 19.3 12.9 8.9 

日最高気温の平均(℃) 20.3 8.5 10.2 13.5 17.0 24.6 26.1 28.8 32.7 29.5 23.0 17.1 12.5 

日最低気温の平均(℃) 12.8 2.1 3.5 4.8 8.5 14.1 19.1 23.1 25.3 22.4 16.0 8.9 5.2 

平均風速(m/s) 4.2 4.8 4.9 4.4 4.4 4.5 3.9 3.4 3.6 3.9 3.9 4.4 4.4 

最多風向(16 方位) 南南東) 北 北 南南東 南南東 南南東 南南東 南南東 南南東 南南東 南南東) 北 南南東 

日照時間(時間) 1732.2 61.4 80.2 121.4 169.5 280.0 158.0 115.2 219.7 181.6 118.1) 146.3 80.8 

降水量の合計(mm) 1793.5 195.5 75.5 142.5 145.5 122.5 224.5 181.5 181.0 37.0 203.0 57.0 228.0 

最深積雪(㎝) 3 3 - - - - - - - - - - - 

注) 表中の「 ) 」は統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値(資料が欠けて

いない)と同等に扱う(準正常値)。必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なるが、全体数の 80％を基準とする。 

出典：「過去の気象データ検索」(気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

 

表 3.1-3(1) 今庄地域気象観測所における地上気象観測結果(平年値) 

要素名 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

平均気温(℃) 12.9 1.6 1.7 5.0 11.2 16.2 20.2 24.0 25.3 21.1 14.8 9.3 4.2 

日最高気温の平均(℃) 18.2 5.3 5.9 10.4 17.5 22.4 25.6 29.2 31.1 26.5 20.7 14.9 8.8 

日最低気温の平均(℃) 8.5 -1.3 -1.7 0.4 5.3 10.5 15.5 20.0 20.9 16.9 10.3 4.8 0.8 

平均風速(m/s) 1.5 1.5 1.6 1.8 1.9 1.7 1.4 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 

最多風向(16 方位) 南 南 南 南 南 南 南 南 南 南 南 南 南 

日照時間(時間) 1267.6 51.7 65.5 95.9 138.2 147.7 117.6 118.2 154.9 110.7 113.4 89.8 66.6 

降水量の合計(mm) 2569.2 317.3 195.2 177.4 134.0 157.9 191.0 240.9 164.5 223.2 169.5 248.6 350.7 

最深積雪(㎝) 93 79 85 49 5 0 0 0 0 0 0 1 34 

出典：「過去の気象データ検索」(気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

 

表 3.1-3(2) 今庄地域気象観測所における地上気象観測結果(2019 年) 

要素名 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

平均気温(℃) 13.9 2.2 4.0 6.9 10.5 17.2 20.2 23.9 26.1 22.9 16.9 9.6 5.8 

日最高気温の平均(℃) 19.2 6.0 8.9 12.6 16.0 24.6 25.4 28.1 31.9 28.3 21.5 15.6 10.9 

日最低気温の平均(℃) 9.5 -0.5 0.1 2.0 5.0 10.4 16.1 20.9 22.0 18.8 13.3 4.6 1.8 

平均風速(m/s) 2.0 2.0) 2.2 2.3) 2.4 2.4 1.8 1.5 1.8 1.9 2.1 2.0 1.8 

最多風向(16 方位) 南南西) 南南西) 北 南) 南南西 南南西) 南南西 南南西 南南西 南南西 北北東 南南西 南) 

日照時間(時間) 1356.6 59.1 66.1 99.3 129.8 217.8) 122.7 79.9 163.7 133.8 91.6 126.5 66.3) 

降水量の合計(mm) 2023.0 143.0 55.0 151.0) 152.0 103.0 253.0 202.0 187.5 52.5 312.0 89.5 322.5 

最深積雪(㎝) 20 20 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

注) 表中の「 ) 」は統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値(資料が欠けて

いない)と同等に扱う(準正常値)。必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なるが、全体数の 80％を基準とする。 

出典：「過去の気象データ検索」(気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 
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図 3.1-2(1) 風況 

出典：「局所風況マップ」(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 

   http://app8.infoc.nedo.go.jp/nedo/ 令和 2 年 10 月 9 日閲覧)より作成 

 

平均風速(m/s) 
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図 3.1-2(2) 風況(詳細) 

出典：「局所風況マップ」国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 

http://app8.infoc.nedo.go.jp/nedo/ 令和 2 年 10 月 9 日閲覧)より作成 
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図 3.1-3(1) 風況（風配図、風況曲線） 

 

 

図 3.1-3(2) 風況（風配図、風況曲線） 
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図 3.1-3(3) 風況（風配図、風況曲線） 

 

 

図 3.1-3(4) 風況（風配図、風況曲線） 

 

  

3 

4 



3-8 

(28) 

 

 

図 3.1-3(5) 風況（風配図、風況曲線） 

 

 

図 3.1-3(6) 風況（風配図、風況曲線） 
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(2) 大気質の状況 

1) 大気質の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の大気汚染常時監視測定局等の測定項目を表 3.1-4、位置を図 

3.1-4に示す。 

平成 30年度に測定された結果は、表 3.1-5に示すとおりであり、二酸化硫黄、二酸化窒素、一

酸化炭素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質で環境基準を達成しているが、光化学オキシダントの

み環境基準を達成していない。平成 30年度の有害大気汚染物質モニタリングの結果は表 3.1-6に

示すとおり、環境基準を達成している。平成 30 年度のダイオキシン類（大気）の測定結果は表 

3.1-7に示すとおり、環境基準を達成している。 

 

表 3.1-4 大気汚染常時監視測定局等の測定項目 

No. 局区分 
測定局名 

(測定地点名) 
所在地 

設置 

主体 

測定項目 

SO2 NOx CO  Ox SPM PM2.5 有害 DXN 

1 一般局 敦賀 敦賀市松栄町 7-28 県 ○ ○  ○ ○ ○   

2 一般局 和久野 敦賀市新和町 2-33-1 県 ○ ○  ○ ○  〇 〇 

3 一般局 武生西 越前市丸岡町 31-37-5 市 ○    ○    

4 自排局 自排敦賀 敦賀市古田刈 66-1303 県  ○ ○  ○    

5 - 越前市大塩町 越前市大塩町 20-1-1 県        〇 

注)1. 大気測定局の区分を以下に示す。 

一般局：一般環境大気測定局 

自排局：自動車排出ガス測定局 

注)2. 測定項目 

SO2：二酸化硫黄、NOx：窒素酸化物、CO：一酸化炭素、Ox：光化学オキシダント、 

SPM：浮遊粒子状物質、PM2.5：微小粒子状物質、有害：有害大気汚染物質、DXN：ダイオキシン類 

出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

「平成 30 年度ダイオキシン類調査結果について（大気、水質・底質、地下水、土壌）」(福井県ホームページ 

http://www.erc.pref.fukui.jp/chem/dioxin/data_jouji.htm 令和 2年 10月 9 日閲覧) 

 

表 3.1-5(1) 二酸化硫黄(SO2)の測定結果(平成 30年度) 

市町村 局名 
年平均値 

1 時間値が

0.1ppmを超

えた時間数 

日平均値が 

0.04ppm を

超えた日数 

1 時間値の 

最高値 

日平均値の

2％除外値 

日平均値が

0.04ppm を超

えた日が 2 日

以上連続した

ことの有無 

環境基準 

の適否 

ppm 時間 日 ppm ppm 短期 長期 

敦賀市 敦賀 0.002 0 0 0.038 0.006 無 ○ ○ 

 和久野 0.000 0 0 0.012 0.002 無 ○ ○ 

越前市 武生西 0.000 0 0 0.006 0.001 無 ○ ○ 

注)1．表中の「環境基準達成状況」の欄は、○:達成、×:非達成を示す。 

注)2．環境基準の達成状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

環境基準：1 時間値の 1日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ 1 時間値が 0.1ppm 以下であること。 

短期的評価：1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ 1時間値が 0.1ppm 以下であること。 

長期的評価：1 日平均値の 2％除外値が 0.04ppm以下であること。 

ただし、1日平均値につき環境基準を超える日が 2 日以上連続した場合は環境基準に適合しないこととする。 

出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 
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表 3.1-5(2) 二酸化窒素(NO2)の測定結果(平成 30年度) 

市町村 局名 
年平均値 

1 時間値 

の 

最高値 

1 時間値が

0.2ppmを 

超えた時間数 

1 時間値が

0.1ppm以上

0.2ppm以下

の時間数 

日平均値が

0.06ppm を 

超えた日数 

日平均値が

0.04ppm 以

上 0.06ppm

以下の日数 

日平均値の 

年間 98％

値 

環境 

基準 

の 

適否 
ppm ppm 時間 時間 日 日 ppm 

敦賀市 敦賀 0.007 0.033 0 0 0 0 0.015 ○ 

 和久野 0.004 0.029 0 0 0 0 0.010 ○ 

 自排敦賀 0.011 0.049 0 0 0 0 0.020 ○ 

注)1．表中の「環境基準達成状況」の欄は、○:達成、×:非達成を示す。 

注)2．環境基準の達成状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

環境基準：1 時間値の 1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。 

長期的評価：1 日平均値の 98％値が 0.06ppm 以下であること。 

出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

 

表 3.1-5(3) 一酸化炭素(CO)の測定結果(平成 30年度) 

市町村 局名 
年平均値 

8 時間値

が 

20ppm を 

超えた 

回数と 

その割合 

日平均値

が 10ppm 

を超えた 

日数と 

その割合 

1 時間値

の 

最高値 

日平均 

値の 2% 

除外値 

日平均値が

10ppm を 

超えた日数

が 2 日以上

連続したこ

との有無 

環境基準の

長期的評価

による日平

均値が 

10ppm を 

超えた日数 

環境基準 

の適否 

ppm 回 ％ 日 ％ ppm Ppm 有×・無○ 日 短期 長期 

敦賀市 自排敦賀 0.2 0 0 0 0 0.7 0.4 ○ 0 ○ ○ 

注)1. 表中の「環境基準による評価」の欄で、○：適 ×：不適 を示す。 

注)2. 環境基準：  

・短期的評価：1時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm以下であること。 

・長期的評価：1年間の 1 日平均値の 2%除外値が 10ppm 以下であること。 

ただし、1日平均値が 10ppm を超えた日が 2 日以上連続しないこと。 

出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

 

表 3.1-5(4) 光化学オキシダント(Ox)の測定結果(平成 30年度) 

市町村 局名 

昼間の 

1 時間値

の 

年平均値 

昼間の 1時間値が 

0.06ppm を超えた 

日数と時間数 

昼間の 1時間値が 

0.12ppm 以上と 

なった日数と時間数 

昼間の 

1 時間値

の 

最高値 

昼間の 

日最高 

1 時間値

の 

年平均値 

環境 

基準 

の 

適否 

ppm 日 時間 日 時間 ppm ppm 

敦賀市 敦賀 0.037 56 299 0 0 0.103 0.048 × 

 和久野 0.038 59 343 0 0 0.110 0.049 × 

注) 1．昼間とは 5時～20 時を示す。 

注) 2．表中の「環境基準達成状況」の欄は、○:達成、×:非達成を示す。 

注) 3．環境基準の達成状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

環境基準：1 時間値が 0.06ppm以下であること。 

短期的評価：昼間の時間帯において、1 時間値が 0.06ppm以下であること。 

出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 
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表 3.1-5(5) 浮遊粒子状物質(SPM)の測定結果(平成 30年度) 

市町村 局名 
年平均値 

1 時間値が 

0.20mg/m3 

を超えた 

時間数 

日平均値が

0.10mg/m3 

を超えた日数 

1 時間値

の 

最高値 

日平均値の

2％除外値 

日平均値が

0.10mg/m3を

超えた日数

が 2 日以上 

連続した 

ことの有無 

環境基準 

の適否 

mg/m3 時間 日 mg/m3 mg/m3 短期 長期 

敦賀市 敦賀 0.014 0 0 0.126 0.037 無 ○ ○ 

 和久野 0.013 0 0 0.125 0.038 無 ○ ○ 

 自排敦賀 0.015 0 0 0.161 0.049 無 ○ ○ 

越前市 武生西 0.017 0 0 0.119 0.043 無 ○ ○ 

注)1．表中の「環境基準達成状況」の欄は、○:達成、×:非達成を示す。 

注)2．環境基準の達成状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

環境基準：1 時間値の 1日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ 1時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

短期的評価：1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ 1 時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

長期的評価：1 日平均値の 2％除外値が 0.10mg/m3以下であること。 

ただし、1日平均値につき環境基準を超える日が 2 日以上連続した場合は環境基準に適合しないこととする。 

出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

  

表 3.1-5(6) 微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果(平成 30年度) 

市町村 局名 
年平均値 

日平均値 

の 98％値 

日平均値が 

35.0μg/m3 

を超えた日数 

環境基準 

の適否 

(長期的評価) 

μg/m3 μg/m3 日 短期 長期 

敦賀市 敦賀 12.3 34.0 6 ○ ○ 

注)1．表中の「環境基準達成状況」の欄は、○:達成、×:非達成を示す。 

注)2．環境基準の達成状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

環境基準：1 年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、1 日平均値が 35μg/m3以下であること。 

短期的評価：1 年平均値が長期基準の 15μg/m3以下であり、かつ、 

1 日平均値の 98％値が短期基準の 35μg/m3以下あること。 

長期的基準：1 年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、1 日平均値のうち年間 98%値が 35μg/m3以下であること。 

出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 
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表 3.1-6 有害大気汚染物質モニタリングの測定結果(平成 30年度) 

局名 区分 物質名 単位 平均 最小 最大 
環境基準 

(環境指針値) 

和
久
野
局 

一
般
環
境 

テトラクロロエチレン μg/㎥ 0.041 <0.040 0.073 200以下 

トリクロロエチレン μg/㎥ 0.074 <0.029 0.17 200以下 

ベンゼン μg/㎥ 0.62 0.28 0.95 3 以下 

ジクロロメタン μg/㎥ 0.77 0.37 1.2 150以下 

アクリロニトリル μg/㎥ 0.022 <0.009 0.055 (指針値 2 以下) 

塩化ビニルモノマー μg/㎥ <0.013 <0.013 <0.013 (指針値 10 以下) 

クロロホルム μg/㎥ 0.15 0.097 0.20 (指針値 18 以下) 

1,2-ジクロロエタン μg/㎥ 0.16 0.069 0.36 (指針値 1.6以下) 

水銀及びその化合物 ng/㎥ 1.4 1.2 1.7 (指針値 40 以下) 

ニッケル化合物 ng/㎥ 0.50 <0.017 1.2 (指針値 25 以下) 

ヒ素及びその化合物 ng/㎥ 0.12 0.069 0.16 (指針値 6 以下) 

1,3-ブタジエン μg/㎥ 0.029 <0.008 0.065 (指針値 2.5以下) 

マンガン及びその化合物 ng/㎥ 2.10 0.70 2.9 (指針値 140以下) 

アセトアルデヒド μg/㎥ 1.6 0.83 2.9 ― 

塩化メチル μg/㎥ 1.2 0.85 1.7 ― 

クロム及びその化合物 ng/㎥ 0.30 0.083 0.45 ― 

酸化エチレン μg/㎥ 0.036 0.024 0.043 ― 

トルエン μg/㎥ 3.4 0.63 16 ― 

ベリリウム及びその化合物 ng/㎥ 0.0034 <0.0023 0.0069 ― 

ベンゾ[ａ]ピレン ng/㎥ 0.050 0.0054 0.10 ― 

ホルムアルデヒド μg/㎥ 1.7 1.0 2.4 ― 

出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 12月 23日閲覧) 

 

表 3.1-7 ダイオキシン類(大気)の測定結果(平成 30年度) 

（単位：pg-TEQ/m3) 

区分 市町村名 調査地点名 
調査結果 

(年平均値) 

環境基準 

の適否 
環境基準 

一般地域 敦賀市 
敦賀市新和町 

(和久野) 
0.012 〇 

0.6pg-TEQ/L 以下 
廃棄物焼却施設

周辺地域 
越前市 越前市大塩町 0.019 〇 

注)1．表中の「環境基準達成状況」の欄は、○:達成、×:非達成を示す。 

出典：「平成 30年度ダイオキシン類調査結果について（大気、水質・底質、地下水、土壌）」(福井県ホームページ 

http://www.erc.pref.fukui.jp/chem/dioxin/data_jouji.htm 令和 2年 10月 9 日閲覧) 
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出典：表 3.1-4 に示す。 

図 3.1-4 

大気汚染常時監視測定局等 

の位置 
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2) 苦情の発生状況 

大気汚染に係る発生源別苦情受理の状況は表 3.1-8に示すとおりである。 

福井県における大気汚染に係る苦情件数は 144 件であり、個人に起因するものが 79 件と最も

多くを占めている。次いで、会社・事業所関係の建設業が 21 件、製造業が 19 件となっている。 

滋賀県における大気汚染に係る苦情件数は 134 件であり、個人に起因するものが 66 件と最も

多くを占めている。次いで、会社・事業所関係の建設業が 18 件、製造業が 15 件となっている。 

また、「令和元年度版環境白書(資料編)(福井県、令和 2年 3月)」及び「平成 29年度長浜市環

境年次報告書(長浜市、平成 30 年 1 月)」によると、大気汚染に係る公害苦情件数は敦賀市で 18

件、南越前町で 0件、滋賀県長浜市で 0件となっている。 

 

表 3.1-8 大気汚染に係る発生源別苦情受理件数 

苦情の件数 

主な発生源 福井県 敦賀市 南越前町 滋賀県 長浜市 

会社・事業所  50   52  

 農業 1   2  

 林業 0   0  

 漁業 0   0  

 鉱業 0   3  

 建設業 21   18  

 製造業 19   15  

 電気・ガス・熱供給・水道業 0   0  

 情報通信業 0   0  

 運輸業 3   0  

 卸売・小売業 1   2  

 金融・保険業 0   0  

 不動産業 0   0  

 飲食店、宿泊業 0   0  

 医療、福祉 1   0  

 教育、学習支援業 0   1  

 複合サービス事業 0   0  

 サービス業（他に分類されないもの） 2   6  

 公務（他に分類されないもの） 0   0  

 分類不能の産業 2   5  

個人  79   66  

その他  3   3  

不明  12   13  

合 計 144 18 0 134 0 
 

注）  ：「令和元年度版 環境白書・資料編」及び「平成 29 年度長浜市環境年次報告書」において、 

市町村別の大気汚染に係る発生源別苦情件数は公表されていない。 

出典：「平成 30年度公害苦情調査(令和元年 12 月)」(総務省ホームページ 

http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/report/main.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

「平成 29 年度長浜市環境年次報告書」(長浜市ホームページ 

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001839.html 令和 2年 10月 9 日閲覧) 
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(3) 騒音の状況 

1) 一般環境騒音の状況 

「つるがの環境-第 2 次敦賀市環境基本計画年次報告書-(平成 30 年度版)(敦賀市、令和 2 年 3

月)」及び「平成 29 年度長浜市環境年次報告書(長浜市、平成 30年 1月)」によると、対象事業実

施区域が位置する敦賀市及び長浜市において、一般環境騒音に係る調査が実施されている。 

敦賀市では、平成 30 年に 2 地点で、長浜市では平成 28 年に 12 地点で測定され、全地点で環

境基準を達成している。 

 

2) 自動車騒音の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における、平成 30 年度の自動車騒音の常時監視測定結果を表 

3.1-9に、位置を図 3.1-5に示す。 

平成 30 年の自動車騒音の常時監視結果において、全評価区間の対象住居で昼間・夜間とも基

準値以下であった。 

 

表 3.1-9 (1) 自動車騒音の測定結果(平成 30年度) 

番号 路線名 測定地点 

環境 

基準 

類型 

車線

数 

測定 

年度 

昼間 

(午前 6 時 

～ 

午後 10 時) 

夜間 

(午後 10時 

～ 

午前 6 時) 

測定値 測定値 

(dB) (dB) 

1673 一般国道 27号 敦賀市若葉町 2丁目 1404 C 4 2018 70 65 

出典：「環境展望台 環境 GIS 自動車騒音の常時監視結果」(国立研究開発法人国立環境研究所ホームページ  

https://tenbou.nies.go.jp/gis/ 令和 2 年 12月 23日閲覧) 

 

表 3.1-9(2) 自動車騒音の環境基準の達成状況(平成 30年度) 

No. 路線名 

評価区間 評価 

区間 

の延長 

(km) 

車
線
数 

評価結果 

始点住所 終点住所 
評価 

対象 

戸数 

昼間・夜間 

とも 

基準値 

以下 

昼間 

のみ 

基準値 

以下 

夜間 

のみ 

基準値 

以下 

昼間・夜間 

とも 

基準値 

超過 

8534 一般国道 8 号 敦賀市白銀町 敦賀市岡山町 1.7 2 146戸 146戸 0 戸 0 戸 0 戸 

8535 一般国道 27号 敦賀市岡山町 敦賀市若葉町 2 4 172戸 172戸 0 戸 0 戸 0 戸 

8536 一般国道 27号 敦賀市若葉町 敦賀市莇生野 0.6 4 54 戸 54 戸 0 戸 0 戸 0 戸 

8537 一般国道 27号 敦賀市莇生野 敦賀市沓見 3.1 4 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸 

8538 松島若葉線 敦賀市木崎 敦賀市若葉町 1.4 4 55 戸 55 戸 0 戸 0 戸 0 戸 

8539 敦賀美浜線 敦賀市津内町 敦賀市野神 2.4 2 317戸 317戸 0 戸 0 戸 0 戸 

8540 敦賀美浜線 敦賀市野神 敦賀市関 4.9 2 483戸 483戸 0 戸 0 戸 0 戸 

出典：「環境展望台 環境 GIS 自動車騒音の常時監視結果」(国立研究開発法人国立環境研究所ホームページ  

https://tenbou.nies.go.jp/gis/ 令和 2 年 12月 23日閲覧) 

 

3) 航空機騒音の状況 

対象事業実施区域及びその周囲においては、飛行場はない。 

 

4) 新幹線鉄道騒音の状況 

対象事業実施区域及びその周囲においては、新幹線鉄道はない。 
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出典：表 3.1-9 に示す。 

図 3.1-5 

自動車騒音の常時監視測定地点 
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5) 苦情の発生状況 

騒音に係る発生源別苦情受理の状況は表 3.1-10に示すとおりである。 

福井県における騒音に係る苦情件数は 59 件であり、会社・事業所関係の建設業に起因するも

のが 15件と最も多くを占めている。次いで、会社・事業所関係の製造業が 14件、サービス業(他

に分類されないもの）が 7件となっている。 

滋賀県における騒音に係る苦情件数は 110件であり、会社・事業所関係の建設業に起因するも

のが 25 件と最も多くを占めている。次いで、会社・事業所関係の製造業が 21 件、個人が 16 件

となっている。 

また、「令和元年度版環境白書(資料編)(福井県、令和 2年 3月)」及び「平成 29年度長浜市環

境年次報告書(長浜市、平成 30 年 1 月)」によると、騒音に係る公害苦情件数は敦賀市で 2 件、

南越前町で 0件、滋賀県長浜市で 3件となっている。 

 

表 3.1-10 騒音に係る発生源別苦情受理件数 

苦情の件数 

主な発生源 福井県 敦賀市 南越前町 滋賀県 長浜市 

会社・事業所  48   78  

 農業 0   1  

 林業 0   1  

 漁業 0   0  

 鉱業 0   0  

 建設業 15   25  

 製造業 14   21  

 電気・ガス・熱供給・水道業 0   1  

 情報通信業 0   0  

 運輸業 3   2  

 卸売・小売業 2   2  

 金融・保険業 0   0  

 不動産業 0   1  

 飲食店、宿泊業 3   5  

 医療、福祉 1   1  

 教育、学習支援業 2   0  

 複合サービス事業 0   0  

 サービス業（他に分類されないもの） 7   13  

 公務（他に分類されないもの） 0   1  

 分類不能の産業 1   4  

個人  5   16  

その他  5   6  

不明  1   10  

合 計 59 2 0 110 3 
 

注）  ：「令和元年度版 環境白書・資料編」及び「平成 29 年度長浜市環境年次報告書」において、 

市町村別の騒音に係る発生源別苦情件数は公表されていない。 

出典：「平成 30年度公害苦情調査(令和元年 12 月)」(総務省ホームページ 

http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/report/main.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

「平成 29 年度長浜市環境年次報告書」(長浜市ホームページ 

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001839.html 令和 2年 10月 9 日閲覧) 
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(4) 振動の状況 

1) 一般環境振動の状況 

対象事業実施区域及びその周囲においては、一般環境振動に係る調査等の公表資料はない。 

 

2) 道路交通振動の状況 

「平成 29年度長浜市環境年次報告書(長浜市、平成 30年 1月)」によると、長浜市で道路交通

振動に係る調査が実施されているが、対象事業実施区域周辺では調査地点はない。 

なお、振動レベルは、いずれの地点も低いレベルであり、問題ないものと記載されている。 

 

3) 新幹線鉄道振動の状況 

対象事業実施区域及びその周囲においては、新幹線鉄道はない。  
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4) 苦情の発生状況 

振動に係る発生源別苦情受理の状況は表 3.1-11に示すとおりである。 

福井県における振動に係る苦情件数は 9件であり、会社・事業所関係の建設業に起因するもの

が 5件と最も多くを占めている。次いで、その他が 2件となっている。 

滋賀県における振動に係る苦情件数は 21 件であり、会社・事業所関係の建設業に起因するも

のが 7 件と最も多くを占めている。次いで、会社・事業所関係の製造業に起因するものが 6 件、

その他が 3件となっている。 

また、「令和元年度版環境白書(資料編)(福井県、令和 2年 3月)」及び「平成 29年度長浜市環

境年次報告書(長浜市、平成 30 年 1 月)」によると、振動に係る公害苦情件数は敦賀市で 0 件、

南越前町で 0件、滋賀県長浜市で 4件となっている。 

 

表 3.1-11 振動に係る発生源別苦情受理件数 

苦情の件数 

主な発生源 福井県 敦賀市 南越前町 滋賀県 長浜市 

会社・事業所  7   16  

 農業 0   0  

 林業 0   0  

 漁業 0   0  

 鉱業 0   0  

 建設業 5   7  

 製造業 0   6  

 電気・ガス・熱供給・水道業 0   0  

 情報通信業 0   0  

 運輸業 1   2  

 卸売・小売業 0   0  

 金融・保険業 0   0  

 不動産業 0   1  

 飲食店、宿泊業 0   0  

 医療、福祉 0   0  

 教育、学習支援業 0   0  

 複合サービス事業 0   0  

 サービス業（他に分類されないもの） 1   0  

 公務（他に分類されないもの） 0   0  

 分類不能の産業 0   0  

個人  0   0  

その他  2   3  

不明  0   2  

合 計 9 0 0 21 4 
 

注）  ：「令和元年度版 環境白書・資料編」及び「平成 29 年度長浜市環境年次報告書」において、 

市町村別の振動に係る発生源別苦情件数は公表されていない。 

出典：「平成 30年度公害苦情調査(令和元年 12 月)」(総務省ホームページ 

http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/report/main.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

「平成 29 年度長浜市環境年次報告書」(長浜市ホームページ 

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001839.html 令和 2年 10月 9 日閲覧) 

 

(5) その他の大気に係る環境の状況 

1) 超低周波音の状況 

対象事業実施区域及びその周囲においては、超低周波音に関する調査等の公表資料はない。 
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3.1.2 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境の状況 

(1) 水象の状況 

1) 河川及び湖沼の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における河川及び湖沼の状況を図 3.1-6に示す。 

対象事業実施区域及びその周囲は、北側に河野川水系河野川(二級河川)、東側に九頭竜川水系

日野川(一級河川)及びその支川、南西側に笙の川水系木の芽川(二級河川)等が流れている。 

また、滋賀県側には高時川(一級河川)等が流れているが、対象事業実施区域は流域に入らない。 

なお、対象事業実施区域及びその周囲において、湖沼はない。 

 

2) 湧水の状況 

対象事業実施区域及びその周囲においては、「昭和の名水百選」（環境省）及び「平成の名水百

選」（環境省）として選定された湧水はない。なお、新保地区には、湧水を水源とした 2か所の上

水道を有する。（敦賀市水道局）また、滋賀県長浜市内において、「平成の名水百選」（環境省）と

して「堂来清水」が選定されている。 

また、対象事業実施区域及びその周囲における「湧水保全ポータルサイト」（環境省）の「福井

県の代表的な湧水」及び「滋賀県の代表的な湧水」に掲載されている湧水は表 3.1-12に示すと

おり、福井県で 8 件、滋賀県で 1 件であった。なお、市町村別の湧水把握件数は敦賀市で 6 件、

南越前町で 2件、長浜市で 1件となっている。 

 

表 3.1-12 代表的な湧水 

市町村 名称 所在地 概要等 

敦賀市 中池見の泉 敦賀市中池見湿地 
中池見湿地の分田と呼ばれる場所で自噴しており飲用

されている。 

 泉のおしょうず 敦賀市金ヶ崎町 

約 600 年前から枯れることなく湧き出ている。飲用と

して利用される他、洗い場や水槽が完備され、野菜の

濯ぎ等に利用されている。 

 樋の水の水 敦賀市樋ノ水町(吉河) 
内科病、皮膚病などに御利益があると言われている。

県内外からも水を汲みに来る人が多く見られる。 

 帰山観音延命大乗水 敦賀市江良 
万病に効果があると言われている。県内外からも水を

汲みに来る人が多く見られる。 

 銀命水 敦賀市常宮 
西方ヶ岳の登山口から約１時間登った位置に湧いてい

る。登山者が喉を潤すのに利用されている。 

 長命水 敦賀市曙町 
気比神宮の大鳥居をくぐって左手にある。無病息災や

延命長寿の神様にあやかって名づけられた。 

南越前町 鶯清水 南越前町西大道 
珪石と粘板岩の間から流れ出る清水は、昔から量も変

わらず冷たくまろやかである。 

 コツラの清水 南越前町南今庄 
安産に効くという清水で石の下から年中冷たい水が湧

き出ている。 

長浜市 堂来清水 
長浜市高山町字堂来 

白龍神社付近 

7km奥地にある｢奥の池(夜叉ヶ池)｣が水源とされ、堂来

地蔵尊とともに信仰されてきた。 

出典：「湧水保全ポータルサイト(代表的な湧水)」(環境省水・大気環境局ホームページ  

https://www.env.go.jp/water/yusui/index.html 令和 2年 10月 9日閲覧) 

 

3) 表流水の状況 

対象事業実施区域及びその周囲では、表流水に係る調査等の公表資料はない。また、関係自治

体への聞き取りにおいて表流水の水道資源としての利用は確認されていない。 
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出典：「国土数値情報 河川(平成 19 年度)」を基に作成。 

(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 

図 3.1-6 水象の状況 
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(2) 水質の状況 

1) 健康項目 

(a) 河川 

対象事業実施区域及びその周囲の公共用水域における平成 30 年度の河川の健康項目の測定結

果を表 3.1-13、測定地点を図 3.1-7に示す。 

いずれの地点も全項目において環境基準を達成している。 

なお、表 3.1-13 に掲載の河川はすべて対象事業実施区域が含まれる流域には含まれない。 

 

表 3.1-13(1) 河川の水質測定結果(健康項目)(平成 30年度) 

(年平均値) 
No. 1 2 3 

環境基準 

水域名 笙の川 笙の川 井の口川上流 

地点名 三島橋 
木の芽川 

(木の芽橋) 
豊橋 

調査年度 2018 2018 2018 

類型指定 A A A 

測定項目 単位 測定値 測定値 測定値 

カドミウム mg/L <0.001 <0.001 － 0.003mg／L 以下 

全シアン(最大値) mg/L 不検出 不検出 － 検出されないこと。 

鉛 mg/L <0.002 <0.002 － 0.01mg／L 以下 

六価クロム mg/L <0.02 <0.02 － 0.05mg／L 以下 

砒素 mg/L <0.005 <0.005 － 0.01mg／L 以下 

総水銀(最大値) mg/L <0.0005 <0.0005 － 0.0005mg／L 以下 

アルキル水銀(最大値) mg/L － － － 検出されないこと。 

PCB mg/L 不検出 － － 検出されないこと。 

ジクロロメタン mg/L <0.002 <0.002 － 0.02mg／L 以下 

四塩化炭素 mg/L <0.0002 <0.0002 － 0.002mg／L 以下 

1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004 <0.0004 － 0.004mg／L 以下 

1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.002 <0.002 － 0.1mg／L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.004 <0.004 － 0.04mg／L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0005 <0.0005 － 1mg／L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0006 <0.0006 － 0.006mg／L 以下 

トリクロロエチレン mg/L <0.001 <0.001 － 0.01mg／L 以下 

テトラクロロエチレン mg/L <0.0005 <0.0005 － 0.01mg／L 以下 

1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002 <0.0002 － 0.002mg／L 以下 

チウラム mg/L <0.0006 <0.0006 － 0.006mg／L 以下 

シマジン mg/L <0.0003 <0.0003 － 0.003mg／L 以下 

チオベンカルブ mg/L <0.002 <0.002 － 0.02mg／L 以下 

ベンゼン mg/L <0.001 <0.001 － 0.01mg／L 以下 

セレン mg/L <0.002 <0.002 － 0.01mg／L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.44 0.46 － 10mg／L 以下 

ふっ素 mg/L 0.2 <0.1 0.1 0.8mg／L 以下 

ほう素 mg/L 0.03 0.06 <0.02 1mg／L 以下 

1,4-ジオキサン mg/L <0.005 <0.005 － 0.05mg／L以下 

出典：「平成 30年度公共用水域および地下水の水質の測定結果報告書」（福井県ホームページ  

http://www.erc.pref.fukui.jp/sogo/d094/ 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 

「水環境総合情報サイト」（環境省ホームページ  

https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/index.asp 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 
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表 3.1-13(2) 河川の水質測定結果(健康項目)(平成 30年度) 

(年平均値) 
No. 4 5 6 

環境基準 

水域名 深川 二夜の川 井の口川下流 

地点名 
深川 

(木の芽橋) 
二夜の川(末端) 穴地蔵橋 

調査年度 2018 2018 2018 

類型指定 B C C 

測定項目 単位 測定値 測定値 測定値 

カドミウム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.003mg／L 以下 

全シアン(最大値) mg/L 不検出 不検出 不検出 検出されないこと。 

鉛 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.01mg／L 以下 

六価クロム mg/L <0.02 <0.02 <0.02 0.05mg／L 以下 

砒素 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 0.01mg／L 以下 

総水銀(最大値) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005mg／L 以下 

アルキル水銀(最大値) mg/L － － － 検出されないこと。 

PCB mg/L － － 不検出 検出されないこと。 

ジクロロメタン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.02mg／L 以下 

四塩化炭素 mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002mg／L 以下 

1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.004mg／L 以下 

1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.1mg／L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.004 <0.004 <0.004 0.04mg／L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 1mg／L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.006mg／L 以下 

トリクロロエチレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.01mg／L 以下 

テトラクロロエチレン mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.01mg／L 以下 

1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002mg／L 以下 

チウラム mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.006mg／L 以下 

シマジン mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.003mg／L 以下 

チオベンカルブ mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.02mg／L 以下 

ベンゼン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.01mg／L 以下 

セレン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.01mg／L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.95 1.2 0.29 10mg／L 以下 

ふっ素 mg/L 0.2 0.2 － 0.8mg／L 以下 

ほう素 mg/L 0.06 0.11 － 1mg／L 以下 

1,4-ジオキサン mg/L <0.005 <0.005 <0.005 0.05mg／L以下 

出典：「平成 30年度公共用水域および地下水の水質の測定結果報告書」（福井県ホームページ  

http://www.erc.pref.fukui.jp/sogo/d094/ 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 

「水環境総合情報サイト」（環境省ホームページ  

https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/index.asp 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 
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(b) 湖沼 

「平成 30年度公共用水域および地下水の水質の測定結果報告書（福井県）」及び「令和元年度

公共用水域水質測定結果の概要について(滋賀県)」によると、対象事業実施区域及びその周囲に

おいて、公共用水域における健康項目について、湖沼の水質測定地点はない。 

なお、対象事業実施区域及びその周囲において、湖沼はない。 

 

(c) 海域 

対象事業実施区域及びその周囲の公共用水域における平成 30 年度の海域の健康項目の測定結

果を表 3.1-14、測定地点を図 3.1-7に示す。 

いずれの地点も、全項目において環境基準を達成している。 

なお、南越前町の測定地点では健康項目の測定は行われていない。 

 

表 3.1-14 海域の水質測定結果(健康項目)(平成 30年度) 

(年平均値) 
No. 1 2 

環境基準 

水域名 敦賀湾海域(甲) 敦賀湾海域(乙） 

地点名 井の口川地先 笙の川地先 

調査年度 2018 2018 

類型指定 AⅡ BⅢ 

測定項目 単位 測定値 測定値 

カドミウム mg/L <0.001 <0.001 0.003mg／L 以下 

全シアン(最大値) mg/L 不検出 不検出 検出されないこと。 

鉛 mg/L <0.002 <0.002 0.01mg／L 以下 

六価クロム mg/L <0.02 <0.02 0.05mg／L 以下 

砒素 mg/L <0.005 <0.005 0.01mg／L 以下 

総水銀(最大値) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005mg／L 以下 

アルキル水銀(最大値) mg/L － － 検出されないこと。 

PCB mg/L 不検出 不検出 検出されないこと。 

ジクロロメタン mg/L <0.002 <0.002 0.02mg／L 以下 

四塩化炭素 mg/L <0.0002 <0.0002 0.002mg／L 以下 

1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004 <0.0004 0.004mg／L 以下 

1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.002 <0.002 0.1mg／L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.004 <0.004 0.04mg／L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0005 <0.0005 1mg／L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0006 <0.0006 0.006mg／L 以下 

トリクロロエチレン mg/L <0.001 <0.001 0.01mg／L 以下 

テトラクロロエチレン mg/L <0.0005 <0.0005 0.01mg／L 以下 

1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002 <0.0002 0.002mg／L 以下 

チウラム mg/L <0.0006 <0.0006 0.006mg／L 以下 

シマジン mg/L <0.0003 <0.0003 0.003mg／L 以下 

チオベンカルブ mg/L <0.002 <0.002 0.02mg／L 以下 

ベンゼン mg/L <0.001 <0.001 0.01mg／L 以下 

セレン mg/L <0.002 <0.002 0.01mg／L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L <0.02 <0.02 10mg／L 以下 

ふっ素 mg/L － － 0.8mg／L 以下 

ほう素 mg/L － － 1mg／L 以下 

1,4-ジオキサン mg/L <0.005 <0.005 0.05mg／L以下 

出典：「平成 30年度公共用水域および地下水の水質の測定結果報告書」（福井県ホームページ  

http://www.erc.pref.fukui.jp/sogo/d094/ 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 

「水環境総合情報サイト」（環境省ホームページ  

https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/index.asp 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 
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2) 生活環境項目 

(a) 河川 

対象事業実施区域及びその周囲の公共用水域における平成 30 年度の河川の生活環境項目の測

定結果を表 3.1-15、測定地点を図 3.1-7に示す。 

いずれの地点も、全項目において環境基準を達成している。なお、南越前町に測定地点はない。 

 

表 3.1-15(1) 河川の水質測定結果(生活環境項目)(平成 30年度) 

 (年平均値) 
No. 1 2 3 

環境基準 

A 

水域名 笙の川 笙の川 井の口川上流 

地点名 三島橋 
木の芽川 

(木の芽橋) 
豊橋 

調査年度 2018 2018 2018 

類型指定 A A A 

測定項目 単位 測定値 測定値 測定値 

水素イオン濃度(pH) - 7.1～7.8 7.0～8.0 6.9～7.5 6.5以上 8.5 以下 

生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.7 0.6 0.9 2mg/L 以下 

浮遊物質量（SS) mg/L 4 10 4 25mg/L以下 

溶存酸素量(DO) mg/L 10 10 9.3 7.5mg/L 以上 

大腸菌群数 MPN/100mL 1,000 690 1,100 1,000MPN/100mL 以下 

全窒素 mg/L 0.83 - - － 

全燐 mg/L 0.040 - - － 

出典：「平成 30年度公共用水域および地下水の水質の測定結果報告書」（福井県ホームページ  

http://www.erc.pref.fukui.jp/sogo/d094/ 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 

「水環境総合情報サイト」（環境省ホームページ  

https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/index.asp 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 

 

  表 3.1-15(2) 河川の水質測定結果(生活環境項目)(平成 30年度) 

 (年平均値) 
No. 4 5 6 

環境基準 

B 

（C） 

水域名 深川 二夜の川 井の口川下流 

地点名 
深川 

(木の芽橋) 
二夜の川(末端) 穴地蔵橋 

調査年度 2018 2018 2018 

類型指定 B C C 

測定項目 単位 測定値 測定値 測定値 

水素イオン濃度(pH) - 6.9～7.6 6.7～7.3 6.6～7.2 
6.5以上 8.5 以下 

(6.5 以上 8.5以下) 

生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 3.3 1.0 0.7 
3mg/L 以下 

(5mg/L以下) 

浮遊物質量（SS) mg/L 3 1 4 
25mg/L以下 

(50mg/L 以下) 

溶存酸素量(DO) mg/L 8.8 7.7 8.3 
5mg/L 以上 

(5mg/L以上) 

大腸菌群数 MPN/100mL 1,400 - - 
5,000MPN/100mL 以下 

(-) 

全窒素 mg/L - 1.8 0.57 － 

全燐 mg/L - 0.084 0.050 － 

出典：「平成 30年度公共用水域および地下水の水質の測定結果報告書」（福井県ホームページ  

http://www.erc.pref.fukui.jp/sogo/d094/ 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 

「水環境総合情報サイト」（環境省ホームページ  

https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/index.asp 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 
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(b) 湖沼 

「平成 30年度公共用水域および地下水の水質の測定結果報告書（福井県）」及び「令和元年度

公共用水域水質測定結果の概要について(滋賀県)」によると、対象事業実施区域及びその周囲に

おいて、公共用水域における生活環境項目について、湖沼の水質測定地点はない。 

なお、対象事業実施区域及びその周囲において、湖沼はない。 

 

(c) 海域 

対象事業実施区域及びその周囲の公共用水域における平成 30 年度の海域の生活環境項目の測

定結果を表 3.1-16、測定地点を図 3.1-7に示す。 

敦賀湾海域(甲)水域の井の口川地先においてのみ、化学的酸素要求量(COD)が環境基準を超過

しているが、それ以外の地点については、全項目で環境基準を達成している。 

 

表 3.1-16(1) 海域の水質測定結果(生活環境項目)(平成 30年度)  

 (年平均値) 
No. 1 2 3 

環境基準 

AⅡ 

(BⅢ) 

水域名 
越前加賀海岸 

地先海域 

越前加賀海岸 

地先海域 
敦賀湾海域(甲) 

地点名 河野川地先 大谷地先 手の浦地先 

調査年度 2018 2018 2018 

類型指定 A A AⅡ 

測定項目 単位 測定値 測定値 測定値 

水素イオン濃度(pH) - 8.2～8.3 8.2～8.3 8.2～8.3 
7.8以上 8.3 以下 

(7.8 以上 8.3以下) 

化学的酸素要求量(COD) mg/L 1.8 1.8 1.8 
2mg/L 以下 

(3mg/L以下) 

浮遊物質量（SS) mg/L - - - － 

溶存酸素量(DO) mg/L 8.1 8.2 8.1 
7.5mg/L 以上 

(5mg/L以上) 

大腸菌群数 MPN/100mL - - - 
1,000MPN/100mL 以下 

(-) 

n-ヘキサン抽出物質 mg/L 不検出 不検出 不検出 
検出されないこと。 

(検出されないこと。) 

全窒素 mg/L - - 0.11 
0.3mg/L 以下 

(0.6mg/L 以下) 

全燐 mg/L - - 0.010 
0.03mg/L 以下 

(0.05mg/L以下) 

全亜鉛 mg/L 0.001 - - － 

ノニルフェノール mg/L <0.00006 - - － 

LAS mg/L <0.0006 - - － 

出典：「平成 30年度公共用水域および地下水の水質の測定結果報告書」（福井県ホームページ  

http://www.erc.pref.fukui.jp/sogo/d094/ 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 

「水環境総合情報サイト」（環境省ホームページ  

https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/index.asp 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 
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表 3.1-16(2) 海域の水質測定結果(生活環境項目)(平成 30年度)  

 (年平均値) 

No. 4 5 6 

環境基準 

AⅡ 

(BⅢ) 

水域名 敦賀湾海域(甲) 敦賀湾海域(甲) 敦賀湾海域(甲) 

地点名 松ケ崎地先 ナスビ鼻地先 白灯台地先 

調査年度 2018 2018 2018 

類型指定 AⅡ AⅡ AⅡ 

測定項目 単位 測定値 測定値 測定値 

水素イオン濃度(pH) - 8.2～8.3 8.2～8.3 8.2～8.3 
7.8以上 8.3 以下 

(7.8 以上 8.3以下) 

化学的酸素要求量(COD) mg/L 1.9 1.9 2 
2mg/L 以下 

(3mg/L以下) 

浮遊物質量（SS) mg/L - - - － 

溶存酸素量(DO) mg/L 8.2 8.1 8.0 
7.5mg/L 以上 

(5mg/L以上) 

大腸菌群数 MPN/100mL - - - 
1,000MPN/100mL 以下 

(-) 

n-ヘキサン抽出物質 mg/L 不検出 不検出 不検出 
検出されないこと。 

(検出されないこと。) 

全窒素 mg/L 0.12 0.12 0.17 
0.3mg/L 以下 

(0.6mg/L 以下) 

全燐 mg/L 0.011 0.011 0.013 
0.03mg/L 以下 

(0.05mg/L以下) 

全亜鉛 mg/L - - - － 

ノニルフェノール mg/L - - - － 

LAS mg/L - - - － 

出典：「平成 30年度公共用水域および地下水の水質の測定結果報告書」（福井県ホームページ  

http://www.erc.pref.fukui.jp/sogo/d094/ 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 

「水環境総合情報サイト」（環境省ホームページ  

https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/index.asp 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 

 

表 3.1-16(3) 海域の水質測定結果(生活環境項目)(平成 30年度)  

 (年平均値) 

No. 7 8 9 10 

環境基準 

AⅡ 

(BⅢ) 

水域名 
敦賀湾 

海域(甲) 

敦賀湾 

海域(甲) 

敦賀湾 

海域(乙） 

若狭湾 

東部海域 

地点名 
井の口川地

先 
敦賀湾中央 笙の川地先 立石岬地先 

調査年度 2018 2018 2018 2018 

類型指定 AⅡ AⅡ BⅢ A 

測定項目 単位 測定値 測定値 測定値 測定値 

水素イオン濃度(pH) - 8.2～8.3 8.2～8.3 8.2～8.3 8.2～8.3 
7.8以上 8.3 以下 

(7.8 以上 8.3以下) 

化学的酸素要求量

(COD) 
mg/L 2.1 1.7 2.1 1.6 

2mg/L 以下 

(3mg/L以下) 

浮遊物質量（SS) mg/L - - - - － 

溶存酸素量(DO) mg/L 8.0 8.1 8.0 7.9 
7.5mg/L 以上 

(5mg/L以上) 

大腸菌群数 MPN/100mL - - - - 
1,000MPN/100mL 以下 

(-) 

n-ヘキサン抽出物質 mg/L 不検出 不検出 不検出 不検出 

検出されないこと。 

(検出されないこ

と。) 

全窒素 mg/L 0.18 0.10 0.17 - 
0.3mg/L 以下 

(0.6mg/L 以下) 

全燐 mg/L 0.016 0.009 0.018 - 
0.03mg/L 以下 

(0.05mg/L以下) 

全亜鉛 mg/L 0.006 - 0.004 - － 

ノニルフェノール mg/L <0.00006 - <0.00006 - － 

LAS mg/L 0.0006 - <0.0006 - － 

出典：「平成 30年度公共用水域および地下水の水質の測定結果報告書」（福井県ホームページ  

http://www.erc.pref.fukui.jp/sogo/d094/ 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 

「水環境総合情報サイト」（環境省ホームページ  

https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/index.asp 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 
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3) ダイオキシン類 

対象事業実施区域及びその周囲における「ダイオキシン類対策特別措置法」(平成 11年 7月 16

日法律第 105 号、最終改正：平成 26 年 6 月 18 日法律第 72 号)に基づく、平成 30 年度のダイオ

キシン類(水質)調査の結果、表 3.1-17に示すとおり、環境基準を達成している。 

 

表 3.1-17 ダイオキシン類(水質)調査結果（平成 30年度） 

（単位：pg-TEQ/m3) 

区分 水域名 地点名 
調査結果 環境基準 

の適否 
環境基準 

年平均値 

河川 笙の川 三島橋 0.066 〇 
1pg-TEQ/L以下 

河川 二夜の川 二夜の川(末端) 0.18 〇 

注)表中の「環境基準による評価」の欄で、○：適 ×：不適 を示す。 

出典：「平成 30年度ダイオキシン類調査結果について（大気、水質・底質、地下水、土壌）」(福井県ホームページ 

http://www.erc.pref.fukui.jp/chem/dioxin/data_jouji.htm 令和 2年 10月 9 日閲覧) 
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図 3.1-7 

公共用水域の水質測定地点 

出典：表 3.1-13～3.1-16 に示す。 
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4) 苦情の発生状況 

水質汚濁に係る発生源別苦情受理の状況は表 3.1-18に示すとおりである。 

福井県における水質汚濁に係る苦情件数は 109 件であり、発生源不明のものが 37 件と最も多

くを占めている。次いで、会社・事業所関係の製造業に起因するものが 22件、個人が 15件とな

っている。 

滋賀県における水質汚濁に係る苦情件数は 246件であり、発生源不明のものが 108件と最も多

くを占めている。次いで、個人が 39件、その他が 25件となっている。 

また、「令和元年度版環境白書(資料編)(福井県、令和 2年 3月)」及び「平成 29年度長浜市環

境年次報告書(長浜市、平成 30 年 1 月)」によると、水質汚濁に係る公害苦情件数は敦賀市で 6

件、南越前町で 0件、滋賀県長浜市で 26件となっている。 

 

表 3.1-18 水質汚濁に係る発生源別苦情受理件数 

苦情の件数 

主な発生源 福井県 敦賀市 南越前町 滋賀県 長浜市 

会社・事業所  51   74  

 農業 1   4  

 林業 0   1  

 漁業 0   1  

 鉱業 0   0  

 建設業 9   11  

 製造業 22   20  

 電気・ガス・熱供給・水道業 0   1  

 情報通信業 0   0  

 運輸業 3   5  

 卸売・小売業 1   5  

 金融・保険業 0   0  

 不動産業 0   0  

 飲食店、宿泊業 3   7  

 医療、福祉 0   1  

 教育、学習支援業 0   0  

 複合サービス事業 0   4  

 サービス業（他に分類されないもの） 8   9  

 公務（他に分類されないもの） 3   0  

 分類不能の産業 1   5  

個人  15   39  

その他  6   25  

不明  37   108  

合 計 109 6 0 246 26 
 

注）  ：「令和元年度版 環境白書・資料編」及び「平成 29 年度長浜市環境年次報告書」において、 

市町村別の水質汚濁に係る発生源別苦情件数は公表されていない。 

出典：「平成 30年度公害苦情調査(令和元年 12 月)」(総務省ホームページ 

http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/report/main.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

「平成 29 年度長浜市環境年次報告書」(長浜市ホームページ 

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001839.html 令和 2年 10月 9 日閲覧) 
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(3) 水底の底質の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における「ダイオキシン類対策特別措置法」(平成 11年 7月 16

日法律第 105 号、最終改正：平成 26 年 6 月 18 日法律第 72 号)に基づく、平成 30 年度のダイオ

キシン類(底質)調査の結果、表 3.1-19に示すとおり、環境基準を達成している。 

 

表 3.1-19 ダイオキシン類(底質)調査結果（平成 30年度） 

（単位：pg-TEQ/m3) 

区分 水域名 地点名 
調査結果 環境基準 

の適否 
環境基準 

年平均値 

河川 笙の川 三島橋 0.21 〇 
150pg-TEQ/L 以下 

河川 二夜の川 二夜の川(末端) 4.0 〇 

注) 表中の「環境基準による評価」の欄で、○：適 ×：不適 を示す。 

出典：「平成 30年度ダイオキシン類調査結果について（大気、水質・底質、地下水、土壌）」(福井県ホームページ 

http://www.erc.pref.fukui.jp/chem/dioxin/data_jouji.htm 令和 2年 10月 9 日閲覧) 

 

(4) その他の水に係る環境の状況 

1) 地下水 

福井県において、地下水の水質の状況を把握するため、平成 30年度に概況調査 30地点、汚染

井戸周辺地区調査 34 地点、継続監視調査 88地点、定点監視調査 2地点で地下水の水質測定が実

施されている。対象事業実施区域及びその周囲における、測定結果は表 3.1-20～表 3.1-22に示

すとおりである。 

滋賀県において、地下水の水質の状況を把握するため、平成 30 年度に概況調査 5 地点、検出

井戸周辺調査 2 地点、継続監視調査 51 地点で地下水の水質測定が実施されている。対象事業実

施区域及びその周囲における、測定結果は表 3.1-23、表 3.1-24に示すとおりである。 

また、対象事業実施区域及びその周囲における「ダイオキシン類対策特別措置法」(平成 11年

7 月 16日法律第 105号、最終改正：平成 26年 6月 18 日法律第 72 号)に基づく、平成 30 年度の

ダイオキシン類(地下水)調査の結果は表 3.1-25に示すとおり、環境基準を達成している。 
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表 3.1-20 地下水の水質調査結果(概況調査)(福井県) 

市区町村名 敦賀市 南越前町 
環境基準 

測定項目 地点数 濃度範囲 地点数 濃度範囲 

カドミウム 3 <0.001 1 <0.001 0.003mg/L 以下 

全シアン 3 <0.1 1 <0.1 検出されないこと｡ 

鉛 3 <0.005 1 <0.005 0.01mg/L 以下 

六価クロム 3 <0.04 1 <0.04 0.05mg/L 以下 

砒素 3 <0.005 1 <0.005 0.01mg/L 以下 

総水銀 3 <0.0005 1 <0.0005 0.0005mg/L 以下 

ＰＣＢ 3 <0.0005 1 <0.0005 検出されないこと｡ 

ジクロロメタン 3 <0.002 1 <0.002 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 3 <0.0002 1 <0.0002 0.002mg/L 以下 

クロロエチレン 3 <0.0002 1 <0.0002 0.002mg/L 以下 

1,2－ジクロロエタン 3 <0.0004 1 <0.0004 0.004mg/L 以下 

1,1－ジクロロエチレン 3 <0.002 1 <0.002 0.1mg/L 以下 

1,2－ジクロロエチレン 3 <0.004 1 <0.004 0.04mg/L 以下 

1,1,1－トリクロロエタン 3 <0.0005 1 <0.0005 1mg/L 以下 

1,1,2－トリクロロエタン 3 <0.0006 1 <0.0006 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 3 <0.001 1 <0.001 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 3 <0.0005 1 <0.0005 0.01mg/L 以下 

1,3－ジクロロプロペン 3 <0.0002 1 <0.0002 0.002mg/L 以下 

チウラム 3 <0.0006 1 <0.0006 0.006mg/L 以下 

シマジン 3 <0.0003 1 <0.0003 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 3 <0.002 1 <0.002 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 3 <0.001 1 <0.001 0.01mg/L 以下 

セレン 3 <0.002 1 <0.002 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 3 0.78～1.5 1 0.51 10mg/L 以下 

ふっ素 3 <0.1～0.1 1 0.9 0.8mg/L 以下 

ほう素 3 <0.002 1 0.26 1mg/L 以下 

1,4－ジオキサン 3 <0.005 1 <0.005 0.05mg/L 以下 
注)環境基準:  

・基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

・「検出されないこと」とは、別に定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

定量限界は、全シアン 0.1mg/L、アルキル水銀及びＰＣＢ0.0005mg/L。 

出典：「平成 30 年度公共用水域および地下水の水質の測定結果報告書」(福井県ホームページ 

http://www.erc.pref.fukui.jp/sogo/d094/ 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 

 

 

表 3.1-21 地下水の水質調査結果(汚染井戸周辺地区調査)(福井県) 

調査実施地区 南越前町東大道地区 

環境基準：0.8mg/L 以下 

汚染判断基準：0.4mg/L 以上 

報告下限値：0.1mg/L 

調査地点数 11 

汚染物質名 ふっ素 

調査結果 

抽出地点数 1 

環境基準超過地点数 0 

濃度範囲(mg/L) <0.1～0.1 

出典：「平成 30 年度公共用水域および地下水の水質の測定結果報告書」(福井県ホームページ 

http://www.erc.pref.fukui.jp/sogo/d094/ 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 
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表 3.1-22 地下水の水質調査結果(継続監視調査)(福井県) 

調査実施地区 
汚染 

発見年 
汚染物質 

調査 

地点数 

測定結果 

環境基準値 年平均

(mg/L) 

基準超過 

地点数 

敦賀市 布田町 H11 テトラクロロエチレン 3 
0.0039 
～ 

0.0055 
0 0.01 

出典：「平成 30 年度公共用水域および地下水の水質の測定結果報告書」(福井県ホームページ 

http://www.erc.pref.fukui.jp/sogo/d094/ 令和 2 年 10月 9 日閲覧） 

 

表 3.1-23 地下水の水質調査結果(概況調査)(滋賀県) 

所管 検出地域 検出項目 検出数 超過数 
最高値 

mg/L 

環境基準値 

mg/L 

湖北 長浜市木之本町地区 テトラクロロエチレン 1 0 0.003 0.01 
出典：「滋賀の環境 2019(令和元年版環境白書)資料編」(滋賀県ホームページ 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/kankyou/310470.html 令和 2年 10 月 9日閲覧) 

 

表 3.1-24 地下水の水質調査結果(継続監視調査)(滋賀県) 

所管 検出地域 検出項目 
地点数 

検出数 超過数 
最高値 

mg/L 

環境基準値 

mg/L 

湖北 長浜市大寺町地区 クロロエチレン 10 0 0 不検出 0.002 

  1,1－ジクロロエチレン 10 0 0 不検出 0.1 

  1,2－ジクロロエチレン 10 0 0 不検出 0.04 

  トリクロロエチレン 10 3 0 0.004 0.01 

  テトラクロロエチレン 10 5 2 0.034 0.01 

 
長浜市・米原市 

湖岸地域 
砒素 3 3 3 0.31 0.01 

 長浜市西浅井町地区 ふっ素 3 3 3 2.4 0.8 

出典：「滋賀の環境 2019(令和元年版環境白書)資料編」(滋賀県ホームページ 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/kankyou/310470.html 令和 2年 10 月 9日閲覧) 

 

表 3.1-25 ダイオキシン類（地下水）調査結果（平成 30年度） 

(pg-TEQ/L) 

市町村 地点名 測定結果 環境基準 

敦賀市 樫曲 0.063 

1pg-TEQ/L以下 敦賀市 櫛川 0.062 

敦賀市 曽々木 0.062 

出典：「平成 30年度ダイオキシン類調査結果について（大気、水質・底質、地下水、土壌）」 

(福井県ホームページ http://www.erc.pref.fukui.jp/chem/dioxin/data_jouji.htm 

 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 
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3.1.3 土壌及び地盤の状況 

(1) 土壌の状況 

1) 土壌 

対象事業実施区域及びその周囲における土壌分類を図 3.1-8に示す。 

対象事業実施区域及びその周囲は、主に褐色森林土で構成されており、対象事業実施区域内も

褐色森林土の褐色森林土壌及び乾性褐色森林土壌で構成されている。 

敦賀市および南越前町における「土壌汚染対策法」(平成 14年 5月 29日法律第 53号、最終改

正：平成 29 年 6月 2日法律第 45 号)の区域指定状況は表 3.1-26に示すとおりである。ただし、

図 3.1-8の範囲にはない。 

 

表 3.1-26 土壌汚染対策法に基づく区域指定状況 

指定区域 
指定 

年月日 
所在地 

面積 

(㎡) 

項目 

特定有害物質の種類 溶出 含有 

形質変更時

要届出区域 
H23.10.21 

福井県敦賀市鉄輪町 1 丁目 6 番 8 および 6 番

63 の各一部 
174.30 鉛及びその化合物 〇 ― 

形質変更時

要届出区域 

(自然由来特

例区域) 

H29.11.17 

一部追加 

H30.11.16 

福井県敦賀市若泉町 22 番の一部､24 番､25 番

の一部､30番､31番､36番､37番の一部､39番の

一部､43番の一部､44番の一部､45番の一部､46

番の一部､47 番の一部､51 番の一部､57 番の一

部､58 番の一部および 59 番の一部 

4,638.14 
鉛及びその化合物 

砒素及びその化合物 
〇 ― 

形質変更時

要届出区域 

(埋立地管理

区域・埋立

地特例区域) 

R2.8.11 

福井県敦賀市泉 165 号唐子崎 6 番 3､敦賀市泉

165 号唐子崎 6 番 2､6 番 5､9 番 3､11 番および

12 番 2の各一部 

4,983.30 

鉛及びその化合物 

砒素及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 

ほう素及びその化合物 

〇 〇 

出典：「土壌汚染対策法に基づく要措置区域等一覧(令和 2年 9月 30 日現在)」(環境省ホームページ 

http://www.env.go.jp/water/dojo/wpcl.html 令和 2年 10月 12 日閲覧) 

 

2) ダイオキシン類 

対象事業実施区域及びその周囲においては、「ダイオキシン類対策特別措置法」(平成 11年 7月

16 日法律第 105号、最終改正：平成 26 年 6 月 18日法律第 72号)に基づく、ダイオキシン類(土

壌)調査地点はない。 

なお、「平成 30年度ダイオキシン類調査結果について（大気、水質・底質、地下水、土壌）（福

井県）」及び「滋賀の環境 2019(令和元年版環境白書)資料編(滋賀県)」によると、福井県では 8

地点、滋賀県では 7地点でダイオキシン類の調査が実施されており、全地点において環境基準を

達成している。 
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出典：「20 万分の 1 土地分類基本調査 土壌図」 

       https://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspect.html 令和 2 年 10 月 12 日閲覧) 

図 3.1-8 土壌分類図 
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3) 苦情の発生状況 

土壌汚染に係る発生源別苦情受理の状況は表 3.1-27に示すとおりである。 

福井県における土壌汚染に係る苦情件数は 1件であり、個人に起因するものが 1件となっている。 

滋賀県における土壌汚染に係る苦情件数は 3 件であり、会社・事業所関係のサービス業(他に

分類されないもの）、その他、不明に起因するものが各 1件となっている。 

また、「令和元年度版環境白書(資料編)(福井県、令和 2年 3月)」及び「平成 29年度長浜市環

境年次報告書(長浜市、平成 30 年 1 月)」によると、土壌汚染に係る公害苦情件数は敦賀市で 0

件、南越前町で 0件、滋賀県長浜市で 2件となっている。 

 

表 3.1-27 土壌汚染に係る発生源別苦情受理件数 

苦情の件数 

主な発生源 福井県 敦賀市 南越前町 滋賀県 長浜市 

会社・事業所  0   1  

 農業 0   0  

 林業 0   0  

 漁業 0   0  

 鉱業 0   0  

 建設業 0   0  

 製造業 0   0  

 電気・ガス・熱供給・水道業 0   0  

 情報通信業 0   0  

 運輸業 0   0  

 卸売・小売業 0   0  

 金融・保険業 0   0  

 不動産業 0   0  

 飲食店、宿泊業 0   0  

 医療、福祉 0   0  

 教育、学習支援業 0   0  

 複合サービス事業 0   0  

 サービス業（他に分類されないもの） 0   1  

 公務（他に分類されないもの） 0   0  

 分類不能の産業 0   0  

個人  1   0  

その他  0   1  

不明  0   1  

合 計 1 0 0 3 2 
 

注）  ：「令和元年度版 環境白書・資料編」及び「平成 29 年度長浜市環境年次報告書」において、 

市町村別の土壌汚染に係る発生源別苦情件数は公表されていない。 

出典：「平成 30年度公害苦情調査(令和元年 12 月)」(総務省ホームページ 

http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/report/main.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

「平成 29 年度長浜市環境年次報告書」(長浜市ホームページ 

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001839.html 令和 2年 10月 9 日閲覧) 
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(2) 地盤の状況 

1) 地盤沈下の状況 

「平成 30年度全国の地盤沈下地域の概況｣(令和 2年 3月、環境省)によると、対象事業実施区

域及びその周囲において地盤沈下は報告されていない。 

 

2) 苦情の発生状況 

地盤沈下に係る発生源別苦情受理の状況は表 3.1-28に示すとおりである。 

福井県における地盤沈下に係る苦情件数は 1件であり、発生源不明が 1件となっている。 

滋賀県における地盤沈下に係る苦情件数は 1件であり、会社・事業所関係の建設業が 1件とな

っている。 

また、「令和元年度版環境白書(資料編)(福井県、令和 2年 3月)」及び「平成 29年度長浜市環

境年次報告書(長浜市、平成 30 年 1 月)」によると、地盤沈下に係る公害苦情件数は敦賀市で 0

件、南越前町で 0件、滋賀県長浜市で 0件となっている。 

 

表 3.1-28 地盤沈下に係る発生源別苦情受理件数（平成 30年度） 

苦情の件数 

主な発生源 福井県 敦賀市 南越前町 滋賀県 長浜市 

会社・事業所  0   1  

 農業 0   0  

 林業 0   0  

 漁業 0   0  

 鉱業 0   0  

 建設業 0   1  

 製造業 0   0  

 電気・ガス・熱供給・水道業 0   0  

 情報通信業 0   0  

 運輸業 0   0  

 卸売・小売業 0   0  

 金融・保険業 0   0  

 不動産業 0   0  

 飲食店、宿泊業 0   0  

 医療、福祉 0   0  

 教育、学習支援業 0   0  

 複合サービス事業 0   0  

 サービス業（他に分類されないもの） 0   0  

 公務（他に分類されないもの） 0   0  

 分類不能の産業 0   0  

個人  0   0  

その他  0   0  

不明  1   0  

合 計 1 0 0 1 0 
 

注）  ：「令和元年度版 環境白書・資料編」及び「平成 29 年度長浜市環境年次報告書」において、 

市町村別の地盤沈下に係る発生源別苦情件数は公表されていない。 

出典：「平成 30年度公害苦情調査(令和元年 12 月)」(総務省ホームページ 

http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/report/main.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 9 日閲覧) 

「平成 29 年度長浜市環境年次報告書」(長浜市ホームページ 

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001839.html 令和 2年 10月 9 日閲覧) 
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3.1.4 地形及び地質の状況 

(1) 地形の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における地形分類図を図 3.1-9に示す。 

対象事業実施区域及びその周囲は、主に山地の中起伏山地、小起伏山地及び低地の扇状地性低地

（氾濫原性低地）で構成されており、対象事業実施区域内は中起伏山地で構成され、一部に小起伏

山地が分布している。 

 

(2) 地質の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における表層地質図を図 3.1-10に示す。 

対象事業実施区域及びその周囲は、主に固結堆積物の砂質粘板岩、砂岩・粘板岩及び砂岩・粘板

岩互層、半深成～深成岩の花崗岩質岩石で構成されており、対象事業実施区域内も、固結堆積物の

砂岩・粘板岩及び半深成～深成岩の花崗岩質岩石で構成され、一部に固結堆積物の砂岩・粘板岩互

層が分布している。なお、対象事業実施区域内には断層及び断層(推定)が含まれている。 
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図 3.1-9 地形分類図 

出典：「20 万分の 1 土地分類基本調査 地形分類図」 

    https://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspect.html 令和 2 年 10 月 12 日閲覧) 
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図 3.1-10 表層地質図 

出典：「20 万分の 1 土地分類基本調査 表層地質図」 

    https://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspect.html 令和 2 年 10 月 12 日閲覧) 



3-41 

(61) 

(3) 重要な地形・地質 

対象事業実施区域及びその周囲における重要な地形・地質を表 3.1-29、表 3.1-30及び図 

3.1-11 に示す。 

「日本の地形レッドデータブック第 1集-危機にある地形-」(平成 12年、小泉・青木(編))、

「日本の地形レッドデータブック第 2集-保存すべき地形-」(平成 14年、小泉・青木(編))、「日

本の典型地形について」(国土地理院ホームページ)によると、対象事業実施区域において該当す

る地形・地質は掲載されていた。 

なお、「福井のすぐれた自然」によると、対象事業実施区域において重要な地形・地質として

「甲楽断層に沿う平坦地形と風窓」、「鉢伏山の花崗岩と元比田礫岩」、「柳ヶ瀬断層・板取の宿」

が存在している。 

 

表 3.1-29 重要な地形・地質(日本の典型地形) 

No. 項目 名称 地形項目 

1 地殻の変動による地形 甲楽城断層崖 活断層崖（横ずれ含む） 

2  柳ヶ瀬断層  

3 火山の活動による地形 元比田の枕状溶岩 枕状溶岩 

4 河川の作用による地形 栃ノ木峠 谷中分水界 

5 海の作用による地形 杉津のトンボロ トンボロ及び陸繋島 

出典：「日本の典型地形について」(国土地理院ホームページ 

http://www.gsi.go.jp/kikaku/tenkei_top.html 令和 2年 10 月 12日閲覧) 

 

表 3.1-30 重要な地形・地質(福井のすぐれた自然) 

No. 名称 選定理由 

1 河野海岸の枕状溶岩と凝灰角礫岩 その他地質学的に貴重な地点 

2 河野村河内の含チャート礫岩脈 特異な地質構造が見られる地点 

3 河野村河内南方のチャート礫岩 希少な鉱物・岩石を産出する地点 

4 河野村菅谷のマンガンノジュール 古生物学的に重要な地点 

5 甲楽城断層 
典型的な構造地形， 

地形形成史から見て典型的な地形 

6 甲楽断層に沿う平坦地形と風窓 
典型的な構造地形， 

地形形成史から見て典型的な地形 

7 今庄町藤倉山の砂岩層における層状珪化 希少な鉱物・岩石を産出する地点 

8 杉津の陸ケイ島・孤立丘陵地 
典型的な構造地形， 

地形形成史から見て典型的な地形 

9 湯尾ジュラ紀放散虫化石 古生物学的に重要な地点 

10 敦賀市元比田の海成段丘 その他地質学的に貴重な地点 

11 敦賀湾東岸の扇状地・扇状地様台地・後背湿地 地形形成史から見て典型的な地形 

12 南条町奥野々の礫岩岩脈 その他地質学的に貴重な地点 

13 鉢伏山の花崗岩と元比田礫岩 
希少な鉱物・岩石を産出する地点， 

その他地質学的に貴重な地点 

14 柳ヶ瀬断層・板取の宿 
典型的な構造地形， 

地形形成史から見て典型的な地形 
出典：「福井のすぐれた自然データベース」(福井県安全環境部自然環境課 

http://www.erc.pref.fukui.jp/gbank/tokusei/index.html 令和 2年 10月 12 日閲覧) 
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図 3.1-11 重要な地形・地質 

出典:表 3.1-29、表 3.1-30 に示す。 
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3.1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 

(1) 動物の生息の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における動物の生息状況を把握するため、表 3.1-31に示す文献

及びその他の資料を収集した。 

 

表 3.1-31 収集した既存資料一覧 

No. 文献名称他 備考 

1 

動物分布図集(哺乳類) 

「いきものログ」(環境省ホームペ

ージ令和 2 年 10 月閲覧) 

対象事業実施区域及び

その周囲の生息情報 

(2 次メッシュ)を抽出 

動物分布図集(両生類) 

動物分布図集(陸生爬虫類) 

動物分布図集(昆虫類) 

動物分布図集(淡水魚類) 

動物分布図集(陸産及び淡水貝類) 

種の多様性調査(アライグマ生息情報) 

いきものみっけ調査 

第 3 回陸生鳥類の部の調査 

第 6 回陸生鳥類の部の調査 

第 21 回～第 30 回ガンカモ類の生息調査 

第 31 回～第 40 回ガンカモ類の生息調査 

第 41 回～第 45 回ガンカモ類の生息調査 

しおかぜ自然環境調査 

森林草原調査：2013-2014 年度陸生鳥類調査 

2 第 49 回,第 50 回ガン・カモ類の生息調査(平成 29,30 年 環境省) 

対象事業実施区域及び

その周囲に生息情報の

あるものを抽出 

3 
環境省報道発表資料 希少猛禽類調査(イヌワシ・クマタカ)の結果について 

(平成 16 年 8 月 環境省) 

4 
環境省報道発表資料 オオタカ保護指針策定調査の結果について 

(平成 17 年 12 月 環境省) 

5 福井県の絶滅のおそれのある野生動植物種 2016(平成 28 年 福井県) 

6 福井の鳥とけものたち(平成 10 年 福井県県民生活部自然保護課) 

7 福井県の両生類・爬虫類・陸産貝類(平成 10 年 福井県県民生活部自然保護課) 

8 福井県の陸水生物(平成 10 年 福井県県民生活部自然保護課) 

9 福井県昆虫目録(昭和 60 年 福井県自然環境保全調査研究会昆虫部会編) 

10 福井県のすぐれた自然動物編(平成 11 年 福井県県民生活部自然保護課) 

11 
滋賀県で大切にすべき野生生物 滋賀県レッドデータブック 2015 年版 

(滋賀県自然環境保全課、平成 28年 3 月) 

12 滋賀県イヌワシ・クマタカ保護指針(滋賀県琵琶湖環境部自然保護課、平成 14 年 7 月) 

13 環境アセスメントデータベース(EADAS)（環境省ホームページ令和 2 年 4 月閲覧） 
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1) 動物相の状況 

対象事業実施区域及びその周囲において表 3.1-31に示す文献及びその他の資料により確認さ

れた動物相の概況を表 3.1-32及び巻末資料編に示す。 

 

表 3.1-32 文献その他の資料による動物相の概況 

分類群 確認種数 主な確認種 

哺乳類 
7 目 16 科 29 種 

(5 目 9 科 17 種) 

ヒミズ、コキクガシラコウモリ、モモジロコウモリ、カヤネズミ、

ツキノワグマ、タヌキ、キツネ、イノシシ、ニホンジカ 等 

鳥類 
26 目 62 科 211 種 

(19 目 46 科 124 種) 

キジ、カイツブリ、カワウ、コサギ、ハイタカ、ヤマガラ、センダ

イムシクイ、ムクドリ、クロツグミ、アオジ、カワラヒワ 等 

爬虫類 
2 目 9 科 16 種 

(2 目 7 科 10 種) 

ニホンイシガメ、ニホンスッポン、ニホントカゲ、ニホンカナヘビ、

タカチホヘビ、アオダイショウ、シロマダラ、ヤマカガシ 等 

両生類 
2 目 6 科 16 種 

(2 目 5 科 14 種) 

クロサンショウウオ、アカハライモリ、アズマヒキガエル、ニホン

アマガエル、ニホンアカガエル、シュレーゲルアオガエル等 

魚類 
10 目 17 科 50 種 

(7 目 11 科 25 種) 

スナヤツメ類、ギンブナ、オイカワ、ドジョウ、アユ、サクラマス

(ヤマメ)、カジカ、ドンコ、シマヨシノボリ 等 

昆虫類 
24 目 270 科 2284 種 

(9 目 62 科 138 種) 

モートンイトトンボ、エンマコオロギ、アブラゼミ、モンキアゲハ、

ハイイロゲンゴロウ、ミヤマクワガタ、コガタアシナガバチ 等 

底生動物 
10 目 35 科 130 種 

(7 目 21 科 70 種) 

オオタニシ、カワニナ、モノアラガイ、サカマキガイ、ヒラマキミ

ズマイマイ、オオコウラナメクジ、フネドブガイ、マシジミ等 

注) ( )内は重要な種の数を示す 
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2) 動物の重要な種及び注目すべき生息地 

動物の重要な種及び注目すべき生息地は、表 3.1-33に示す法令や規制等の選定基準に基づき

選定した。 

 

表 3.1-33 動物の重要な種及び注目すべき生息地の選定基準 

選定基準 カテゴリー 

1 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214号) 
・特別天然記念物(特天) 

・天然記念物(天) 

2 

「福井県文化財保護条例」（昭和 34 年  条例第 39 号） 

「滋賀県文化財保護条例」（昭和 31 年 条例第 57 号） 

「敦賀市文化財保護条例」(昭和 45 年 条例第 27 号) 

「南越前町文化財保護条例」（平成 17年 条例第 104 号） 

「長浜市文化財保護条例」（平成 18 年 条例 205 号）  

・福井県指定天然記念物(福天) 

・滋賀県指定天然記念物(滋天) 

・敦賀市指定天然記念物(敦天) 

・南越前町指定天然記念物(南天) 

・長浜市指定天然記念物(長天) 

3 
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 

（平成 4年 法律第 75 号) 

・国内希少野生動植物種(国内) 

・緊急指定種(緊急) 

・生息地等保護区(生息) 

4 「環境省レッドリスト 2020」(環境省、令和 2年 3 月) 

・絶滅(EX) 

・野生絶滅(EW) 

・絶滅危惧 I 類(CR+EN) 

・絶滅危惧 IA 類(CR)  

・絶滅危惧 IB 類(EN) 

・絶滅危惧 II 類(VU) 

・準絶滅危惧(NT) 

・情報不足(DD) 

・絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 

5 
「福井県の絶滅のおそれのある野生動植物 2016」 

(福井県安全環境部自然環境課、平成 28 年 3月) 

・絶滅(EX) 

・絶滅危機Ⅰ類(CR+EN) 

・絶滅危惧 II 類(VU) 

・準絶滅危惧(NT) 

・要注目(DD) 

・絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 

6 
「滋賀県で大切にすべき野生生物 滋賀県レッドデータブック 2015年版」 

（滋賀県自然環境保全課、平成 28年 3 月） 

・絶滅種(EX) 

・絶滅危惧種(CE) 

・絶滅危機増大種(VU) 

・希少種(NT) 

・要注目種(DD) 

・分布上重要種(BI) 

・その他重要種(OI) 

7 「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」（平成 18年 3月） ・指定希少野生動植物種(指定) 

8 
「福井県のすぐれた自然（動物編）」 

（福井県県民生活部自然保護課、平成 11 年) 

・全国レベルで重要、または県レベル

で特に重要なもの(A) 

・県レベルで重要なもの(B) 

・鳥獣の重要な生息地 

9 「日本のラムサール条約湿地」(環境省、平成 27 年) ・ラムサール条約登録湿地 

10 「鳥獣保護区」 
・鳥獣保護区 

・特別保護地区 

11 「重要野鳥生息地(IBA)」 ・重要野鳥生息地 

12 「生物多様性重要地域(KBA)」 ・生物多様性重要地域 

13 
「植物群落レッドデータブック」(我が国における保護上重要な植物種及び群

落研究委員会、平成 8年) 
動物では該当しない。 

14 

「第 2 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」 

(環境庁、昭和 54 年) 

「第 3 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」 

(環境庁、昭和 63 年) 

「第 5 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」 

(環境庁、平成 12 年) 

動物では該当しない。 

15 

「第 4 回自然環境保全基礎調査 日本の巨樹・巨木林 

(甲信越・北陸版、近畿版)」(環境庁、平成 3 年) 

「第 6 回自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林フォローアップ調査報告書」 

(環境省、平成 13 年 3月) 

動物では該当しない。 

注)選定基準は、動物と植物で統一した。ただし、網掛けにした選定基準は動物では該当しないため対象としないこととした。 
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(a) 動物の重要な種 

文献その他の資料調査において、福井県の敦賀市と南越前町、滋賀県の長浜市（旧余呉町）で

確認された動物種のうち、表 3.1-33の選定基準に該当する種を分類群ごとに重要な種として選

定し、表 3.1-34 に示した。 

その結果、動物の重要な種は哺乳類 17種、鳥類 124 種、爬虫類 10 種、両生類 14 種、魚類 25

種、昆虫類 138種、底生動物が 70種であった。 

 

表 3.1-34(1) 哺乳類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井 滋賀 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 モグラ目 トガリネズミ科 カワネズミ 
 

○ 
    

NT CE 
  

2  モグラ科 ミズラモグラ 
 

○ 
   

NT 
 

CE 
  

3 コウモリ目 キクガシラコウモリ科 コキクガシラコウモリ 
 

○ 
     

CE 
  

4 
  

キクガシラコウモリ 
 

○ 
     

CE 
  

5 
 

ヒナコウモリ科 カグヤコウモリ 
 

○ 
     

CE 
  

6 
  

モモジロコウモリ ○ ○ 
    

NT CE 
  

7 
  

モリアブラコウモリ 
 

○ 
   

VU 
 

CE 
  

8 
  

ヒナコウモリ ○ ○ 
    

VU CE 指定 A 

9 
  

ユビナガコウモリ ○ ○ 
    

NT CE 
  

10 
  

コテングコウモリ ○ 
     

VU 
   

11 
  

テングコウモリ 
 

○ 
    

VU CE 指定 A 

12 ネズミ目 リス科 ホンドモモンガ ○ ○ 
    

NT CE 
 

B 

13 
  

ムササビ ○ ○ 
    

注目 NT 
  

14 
 

ヤマネ科 ヤマネ ○ ○ 天 
   

NT VU 
 

A 

15 
 

ネズミ科 カヤネズミ ○ 
     

NT 
   

16 ネコ目 クマ科 ツキノワグマ 
 

○ 
     

NT 
 

B 

17 ウシ目 ウシ科 カモシカ ○ ○ 特天 
    

CE 
 

A 

計 5 目 9 科 17 種 9 種 15 種 2 種 0 種 0 種 2 種 10 種 15 種 2 種 6 種 

注)1.選定基準は、表 3.1-33 に対応する。 

2.種名及び種の配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和元年度版」（令和元年、国土交通省）に準拠した。 
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表 3.1-34(2) 鳥類の重要な種(1/3) 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井 滋賀 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 キジ目 キジ科 ヤマドリ   ○           CI     

2 カモ目 カモ科 ヒシクイ※1 ○   天     VU※2 注目※3       

3     マガン   ○ 天     NT VU VU   A 

4     コクガン ○   天     VU VU       

5     コハクチョウ   ○         NT NT   B 

6     オオハクチョウ   ○         NT NT   B 

7     ツクシガモ ○         VU 注目       

8     オシドリ ○ ○       DD VU NT   B 

9     ヨシガモ ○           NT       

10     シマアジ ○           NT       

11     トモエガモ ○ ○       VU VU NT   A 

12     シノリガモ ○         LP*1 NT       

13     ビロードキンクロ ○           注目       

14     クロガモ ○           注目       

15     ホオジロガモ ○           注目       

16     カワアイサ ○           注目       

17     ウミアイサ ○           NT       

18 カイツブリ目 カイツブリ科 カイツブリ   ○           NT     

19     カンムリカイツブリ ○           注目       

20 ハト目 ハト科 カラスバト ○   天     NT 注目       

21     アオバト   ○           NT     

22 ミズナギドリ目 ミズナギドリ科 シロハラミズナギドリ ○         DD         

23   ウミツバメ科 ヒメクロウミツバメ ○         VU 注目       

24 コウノトリ目 コウノトリ科 コウノトリ ○   特天   国内 CR CR+EN       

25 カツオドリ目 ウ科 ヒメウ ○         EN 注目       

26 ペリカン目 サギ科 サンカノゴイ ○         EN CR+EN       

27     ヨシゴイ ○         NT CR+EN       

28     ミゾゴイ ○ ○       VU CR+EN VU   A 

29     ササゴイ ○           VU       

30     チュウサギ ○         NT NT       

31     コサギ ○           VU       

32     クロサギ ○           NT       

33 ツル目 ツル科 マナヅル ○         VU         

34     ナベヅル ○         VU         

35   クイナ科 クイナ ○           注目       

36     ヒクイナ ○         NT CR+EN       

37 カッコウ目 カッコウ科 ホトトギス   ○           NT     

38     ツツドリ   ○           NT     

39     カッコウ   ○           NT     

40 ヨタカ目 ヨタカ科 ヨタカ ○         NT VU       

41 アマツバメ目 アマツバメ科 ハリオアマツバメ ○           注目       

42 チドリ目 チドリ科 タゲリ ○           NT       

43     ダイゼン ○           注目       

44     イカルチドリ ○           NT       

45     コチドリ ○           注目       
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表 3.1-34(2) 鳥類の重要な種(2/3) 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井 滋賀 1 2 3 4 5 6 7 8 

46  (チドリ目) セイタカシギ科 セイタカシギ ○         VU NT       

47   シギ科 ヤマシギ ○ ○         NT NT     

48     アオシギ ○ ○         NT NT     

49     オグロシギ ○           NT       

50     ツルシギ ○         VU NT       

51     アカアシシギ ○         VU VU       

52     コアオアシシギ ○           NT       

53     アオアシシギ ○           注目       

54     タカブシギ ○         VU 注目       

55     ソリハシシギ ○           注目       

56     イソシギ ○           注目       

57     キョウジョシギ ○           注目       

58     オバシギ ○           注目       

59     ハマシギ ○         NT 注目       

60   タマシギ科 タマシギ ○         VU CR+EN       

61   カモメ科 ウミネコ ○           LP*2       

62     オオセグロカモメ ○         NT         

63     コアジサシ ○         VU CR+EN       

64   ウミスズメ科 ウミスズメ ○         CR 注目       

65 タカ目 ミサゴ科 ミサゴ ○ ○       NT NT NT   A 

66   タカ科 ハチクマ ○ ○       NT VU VU   A 

67     オジロワシ ○ ○ 天   国内 VU CR+EN VU   A 

68     オオワシ ○ ○ 天   国内 VU CR+EN VU   A 

69     チュウヒ ○       国内 EN VU       

70     ツミ ○ ○         NT NT     

71     ハイタカ ○ ○       NT LP*2 NT   A 

72     オオタカ ○ ○       NT CR+EN NT   A 

73     サシバ ○ ○       VU NT NT     

74     ノスリ ○ ○         LP*2 NT     

75     イヌワシ ○ 〇※5 

  

天   国内 EN CR+EN       

76     クマタカ ○ 〇※5     国内 EN CR+EN       

77 フクロウ目 フクロウ科 オオコノハズク ○           NT       

78     コノハズク ○           NT       

79     フクロウ   ○           NT     

80     アオバズク ○ ○         VU NT     

81 ブッポウソウ目 カワセミ科 アカショウビン ○           NT       

82     カワセミ   ○           NT     

83     ヤマセミ ○ ○         CR+EN CE 指定   

84   ブッポウソウ科 ブッポウソウ ○ ○       EN CR+EN CE 指定 A 

85 キツツキ目 キツツキ科 アリスイ ○ ○         NT NT     

86     オオアカゲラ   ○         NT NT     

87     オオアカゲラ ○           NT NT     

88 ハヤブサ目 ハヤブサ科 チョウゲンボウ ○ ○         注目 NT   A 

89     ハヤブサ ○ ○     国内 VU VU NT   A 

90 スズメ目 ヤイロチョウ科 ヤイロチョウ ○ ○     国内 EN CR+EN DD   A 
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表 3.1-34(2) 鳥類の重要な種(3/3) 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井 滋賀 1 2 3 4 5 6 7 8 

91  (スズメ目) サンショウクイ科 サンショウクイ ○ ○       VU 注目 NT   A 

92   カササギヒタキ科 サンコウチョウ ○ ○         注目 NT     

93   モズ科 アカモズ ○       国内  EN CR+EN       

94   カラス科 オナガ ○           注目       

95     カササギ ○           注目       

96     ホシガラス ○           注目       

97   キクイタダキ科 キクイタダキ   ○           NT     

98   ツバメ科 コシアカツバメ ○ ○         NT CI   生息 

99   ウグイス科 ヤブサメ ○ ○         注目 NT     

100   ムシクイ科 メボソムシクイ   ○           NT     

101     センダイムシクイ   ○           NT     

102   センニュウ科 マキノセンニュウ ○         NT 注目       

103   セッカ科 セッカ ○ ○         注目 NT     

104   レンジャク科 キレンジャク   ○           NT     

105     ヒレンジャク   ○           NT     

106   キバシリ科 キバシリ   ○         NT NT     

107   ミソサザイ科 ミソサザイ   ○           NT     

108   ムクドリ科 コムクドリ ○ ○         NT NT   B 

109   ヒタキ科 トラツグミ   ○           NT     

110     クロツグミ   ○           NT     

111     ルリビタキ ○ ○         LP*2 NT     

112     コサメビタキ ○ ○         NT NT     

113     キビタキ   ○           NT     

114     オオルリ   ○           NT     

115   スズメ科 ニュウナイスズメ ○           NT       

116   アトリ科 ハギマシコ   ○           NT     

117     ベニマシコ   ○           NT     

118     オオマシコ   ○           NT     

119     イスカ   ○           NT     

120     ウソ   ○           NT   B 

121   ホオジロ科 ホオアカ ○           注目       

122     ノジコ ○         NT VU       

123     クロジ ○ ○         LP*2 NT   B 

124     コジュリン ○         VU VU       

計  19 目 46 科 124 種 96 種 60 種 8 種 0 種 8 種 47 種 97 種 59 種 2 種 21 種 

注)1. 選定基準は、表 3.1-33に対応する。 

2. 種名及び種の配列は、「日本産鳥類目録第 7 版」（2012、日本鳥学会）に準拠した。 

3. *1 東北地方以北のシノリガモ繁殖個体群が指定種 

*2 繁殖が指定種 

4.※1.ヒシクイには、亜種ヒシクイと亜種オオヒシクイの可能性がある。 

※2.亜種ヒシクイは VU、亜種オオヒシクイは NT に選定されている。 

※3.亜種ヒシクイは注目、亜種オオヒシクイは VU に選定されている。 

5.※4.イヌワシ、クマタカは「滋賀県イヌワシ・クマタカ保護指針（滋賀県琵琶湖環境部生前保護課,平成 14 年）」及び「環境アセ

スメントデータベース(EADAS)」において、長浜市（旧余呉町）が分布想定域とされている 
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表 3.1-34(3) 爬虫類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井 滋賀 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 カメ目 ウミガメ科 アカウミガメ ○         EN VU       

2   イシガメ科 ニホンイシガメ ○ ○       NT NT DD     

3   スッポン科 ニホンスッポン ○ ○       DD NT DD     

4 有鱗目 トカゲ科 ヒガシニホントカゲ   ○           DD     

5   タカチホヘビ科 タカチホヘビ ○ ○         注目 DD     

6   ナミヘビ科 ジムグリ   ○           DD     

7     シロマダラ ○ ○         注目 DD     

8     ヒバカリ ○ ○         注目 DD     

9     ヤマカガシ   ○           DD     

10   クサリヘビ科 ニホンマムシ   ○           DD     

計 2 目 7 科 10 種 6 種 9 種 0 種 0 種 0 種 3 種 6 種 9 種 0 種 0 種 

注)1.選定基準は、表 3.1-33 に対応する。 

2.種名及び種の配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和元年度版」（令和元年、国土交通省）に準拠した。 

 

 

 

表 3.1-34(4) 両生類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井 滋賀 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 有尾目 サンショウウオ科 クロサンショウウオ ○         NT NT       

2     ヒダサンショウウオ ○ ○       NT NT NT     

3   イモリ科 アカハライモリ ○ ○       NT 注目 DD     

4 無尾目 ヒキガエル科 アズマヒキガエル ○ ○         注目 NT     

5     ナガレヒキガエル ○ ○         NT NT     

6   アカガエル科 タゴガエル   ○           DD     

7     ナガレタゴガエル ○           NT       

8     ニホンアカガエル   ○           DD     

9     ヤマアカガエル   ○           NT     

10     トノサマガエル ○ ○       NT 注目 DD     

11     ツチガエル   ○           DD     

12   アオガエル科 シュレーゲルアオガエル   ○           DD     

13     モリアオガエル   ○           DD     

14     カジカガエル   ○           DD     

計 2 目 5 科 14 種 7 種 12 種 0 種 0 種 0 種 4 種 7 種 12 種 0 種 0 種 

注)1.選定基準は、表 3.1-33 に対応する。 

2.種名及び種の配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和元年度版」（令和元年、国土交通省）に準拠した。 
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表 3.1-34(5) 魚類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井 滋賀 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ヤツメウナギ目 ヤツメウナギ科 スナヤツメ類*1 ○         VU*2 VU*2       

2 ウナギ目 ウナギ科 ニホンウナギ ○         EN CR+EN       

3 コイ目 コイ科 ギンブナ ○         CR         

4     ヤリタナゴ ○         NT 注目       

5     アブラボテ ○         NT VU       

6     アブラハヤ   ○           DD     

7     タカハヤ   ○           DD     

8   ドジョウ科 ドジョウ ○         NT 注目       

9     アジメドジョウ ○         VU VU       

10   フクドジョウ科 ホトケドジョウ ○ ○       EN VU VU     

11 ナマズ目 アカザ科 アカザ ○ ○       VU VU NT     

12 サケ目 アユ科 アユ   ○           BI     

13   サケ科 イワナ類*3 ○ ○       DD*4 VU*5 VU     

14     サケ ○           NT       

15     サクラマス(ヤマメ) ○         NT VU       

16     サツキマス(アマゴ) ○         NT         

17     ビワマス   ○       NT   DD     

18 ダツ目 メダカ科 メダカ類*6 ○         VU*7 VU*8       

19 スズキ目 カジカ科 カマキリ ○         VU VU       

20     カジカ ○ ○       NT NT NT     

21     カジカ中卵型 ○         EN VU       

22   ハゼ科 シロウオ ○         VU VU       

23     カワヨシノボリ   ○         VU DD     

24     クロヨシノボリ ○           VU       

25     シマウキゴリ ○           注目       

計 7 目 11 科 25 種 20 種 9 種 0 種 0 種 0 種 18 種 19 種 9 種 0 種 0 種 

注)1.選定基準は、表 3.1-33 に対応する。 
2.種名及び種の配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和元年度版」（令和元年、国土交通省）に準拠した。 

3. *1：「スナヤツメ南方種」または「スナヤツメ北方種」の可能性がある。   

*2：「スナヤツメ南方種」が対象種。   

*3：福井県は「ニッコウイワナ」の生息分布域ではあるが「ヤマトイワナ」の可能性もある。   

*4：「ニッコウイワナ」が対象種。   

*5：「イワナ」（広義）が対象種。   

*6：「キタノメダカ」および「ミナミメダカ」が対象種。   

*7：「キタノメダカ」が対象種。  
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表 3.1-34(6) 昆虫類の重要な種(1/4) 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井 滋賀 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 トンボ目 イトトンボ科 ホソミイトトンボ ○           NT       

2     モートンイトトンボ ○ ○       NT NT NT     

3     ムスジイトトンボ ○           注目       

4   カワトンボ科 アオハダトンボ ○ ○       NT NT BI   A 

5   ムカシトンボ科 ムカシトンボ ○           注目       

6   ヤンマ科 ネアカヨシヤンマ ○         NT VU       

7     アオヤンマ ○         NT NT       

8     ルリボシヤンマ   ○           DD     

9     カトリヤンマ ○ ○         VU NT   A 

10   サナエトンボ科 キイロサナエ ○         NT NT       

11     アオサナエ   ○           OI   B 

12     ホンサナエ   ○         NT OI   A 

13     タベサナエ ○         NT NT       

14     オグマサナエ ○ ○       NT CR+EN NT   A 

15   エゾトンボ科 トラフトンボ   ○         NT OI   A 

16     エゾトンボ ○ ○         注目 DD   B 

17   トンボ科 ヨツボシトンボ   ○           OI     

18     ハッチョウトンボ ○ ○         注目 OI   B 

19     キトンボ   ○           NT     

20     マイコアカネ ○ ○         VU NT   B 

21     ミヤマアカネ ○ ○         注目 NT     

22 カワゲラ目 トワダカワゲラ科 ミネトワダカワゲラ ○           注目       

23 バッタ目 ツユムシ科 ヘリグロツユムシ   ○           DD     

24   マツムシ科 クチキコオロギ ○           注目       

25 カメムシ目 セミ科 エゾハルゼミ   ○           BI     

26     ハルゼミ   ○           OI     

27   サシガメ科 オオアシナガサシガメ ○         NT 注目       

28   アメンボ科 エサキアメンボ ○         NT NT       

29   イトアメンボ科 イトアメンボ ○ ○       VU VU DD     

30   コオイムシ科 オオコオイムシ ○           注目       

31     タガメ ○         VU CR+EN       

32   タイコウチ科 ミズカマキリ   ○           DD     

33   ナベブタムシ科 カワムラナベブタムシ ○         CR CR+EN       

34     ナベブタムシ ○           注目       

35   マルミズムシ科 ヒメマルミズムシ ○           注目       

36 トビケラ目 ナガレトビケラ科 オオナガレトビケラ   ○       NT DD DD     

37   アシエダトビケラ科 クチキトビケラ ○         NT NT       

38   カタツムリトビケラ科 カタツムリトビケラ   ○           NT     

39 チョウ目 イラガ科 アオイラガ   ○           DD     

40   セセリチョウ科 ホシチャバネセセリ ○         EN CR+EN       

41     キバネセセリ   ○           NT     

42     
スジグロチャバネセセリ 
北海道・本州・九州亜種   ○       NT NT NT     

43     ヘリグロチャバネセセリ   ○           NT     

44   シジミチョウ科 オナガシジミ   ○           BI   B 

45     ヒサマツミドリシジミ ○           NT       
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表 3.1-34(6) 昆虫類の重要な種(2/4) 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井 滋賀 1 2 3 4 5 6 7 8 

46  (チョウ目)  (シジミチョウ科) ミヤマカラスシジミ   ○           NT     

47     ムモンアカシジミ   ○         DD BI   B 

48   タテハチョウ科 ウラギンスジヒョウモン ○ ○       VU VU VU     

49     ヒメヒカゲ本州西部亜種 ○         EN EX       

50     ツマジロウラジャノメ本州亜種 ○ ○         VU DD     

51     クモガタヒョウモン   ○           NT     

52     オオミスジ   ○           BI     

53     オオムラサキ   ○       NT NT VU   B 

54   アゲハチョウ科 ギフチョウ ○ ○       VU NT CE   B 

55   シロチョウ科 スジボソヤマキチョウ   ○           NT     

56   ヤママユガ科 オナガミズアオ本土亜種 ○         NT 注目       

57   スズメガ科 スキバホウジャク ○         VU 注目       

58   ドクガ科 スゲドクガ ○         NT NT       

59   ヤガ科 キスジウスキヨトウ ○         VU NT       

60     キシタアツバ ○         NT 注目       

61 ハエ目 ヒメガガンボ科 キバラガガンボ ○           注目       

62   クサアブ科 ネグロクサアブ ○         DD 注目       

63 コウチュウ目 オサムシ科 セアカオサムシ ○         NT NT       

64     イグチケブカゴミムシ ○         NT 注目       

65   ゲンゴロウ科 ヤシャゲンゴロウ ○       国内 EN CR+EN       

66     クロゲンゴロウ ○         NT NT       

67     ゲンゴロウ ○         VU CR+EN       

68     コガタノゲンゴロウ ○         VU CR+EN       

69     キベリクロヒメゲンゴロウ ○         NT 注目       

70     シャープツブゲンゴロウ ○         NT 注目       

71   ミズスマシ科 コミズスマシ ○         EN 注目       

72     ヒメミズスマシ ○         EN 注目       

73   コガシラミズムシ科 キイロコガシラミズムシ ○         VU VU       

74     クビボソコガシラミズムシ ○         DD NT       

75     マダラコガシラミズムシ ○         VU NT       

76   ツブミズムシ科 クロサワツブミズムシ   ○           DD     

77   ガムシ科 スジヒラタガムシ ○         NT 注目       

78     ガムシ ○         NT NT       

79     シジミガムシ ○         EN 注目       

80   クワガタムシ科 マダラクワガタ ○           注目       

81   コガネムシ科 オオチャイロハナムグリ ○         NT NT       

82     ミヤマオオハナムグリ   ○           DD     

83     トラハナムグリ   ○           DD     

84   タマムシ科 アオナガタマムシ ○           注目       

85     シナノキチビタマムシ ○           注目       

86   コメツキムシ科 ムネアカツヤケシコメツキ   ○           DD     

87   テントウムシ科 ナカイケミヒメテントウ ○           VU       

88   キスイムシ科 ガマキスイ ○           NT       

89   ムキヒゲホソカタムシ科 イノウエホソカタムシ ○           注目       

90   カミキリムシ科 マツシタトラカミキリ   ○           DD     
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表 3.1-34(6) 昆虫類の重要な種(3/4) 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井 滋賀 1 2 3 4 5 6 7 8 

91  (コウチュウ目) (カミキリムシ科) ヨコヤマトラカミキリ   ○           DD     

92     スネケブカヒロコバネカミキリ ○           注目       

93     ヤツボシシロカミキリ ○           注目       

94     フタコブルリハナカミキリ   ○           DD     

95     ヨツボシカミキリ ○         EN NT       

96     ムナコブハナカミキリ ○           注目       

97     トラフカミキリ ○ ○         注目 VU     

98     ヤノトラカミキリ ○           注目       

99   ミツギリゾウムシ科 チャバネホソミツギリゾウムシ ○         DD 注目       

100     ムツモンミツギリゾウムシ   ○           DD     

101   ゾウムシ科 タカハシトゲゾウムシ ○           注目       

102 ハチ目 コンボウハバチ科 ホシアシブトハバチ ○         DD 注目       

103   シリアゲコバチ科 オキナワシリアゲコバチ ○           NT       

104   セイボウ科 オオセイボウ ○         DD         

105   アリ科 アメイロオオアリ ○           NT       

106     ケブカツヤオオアリ ○         DD VU       

107     コツノアリ ○           CR+EN       

108     トゲアリ ○         VU 注目       

109   スズメバチ科 アジアキタドロバチ ○           CR+EN       

110     ハグロフタオビドロバチ ○           VU       

111     ヒメホソアシナガバチ   ○           NT     

112     ヤマトアシナガバチ ○         DD         

113     フカイオオドロバチ本土亜種 ○           NT       

114     モンスズメバチ ○         DD         

115     チャイロスズメバチ ○           注目       

116   クモバチ科 アケボノクモバチ ○         DD CR+EN       

117     キオビクモバチ ○           注目       

118     スギハラクモバチ ○         DD 注目       

119     フタモンクモバチ ○         NT 注目       

120     ウチダハラナガツチバチ ○           注目       

121   ギングチバチ科 ガロアギングチ ○         DD 注目       

122     タケウチギングチ ○           VU       

123     ササキリギングチ ○         NT 注目       

124     アカオビケラトリバチ ○         NT NT       

125     ニトベギングチ ○         DD VU       

126     シモヤマジガバチモドキ ○           VU       

127   ドロバチモドキ科 ニッポントゲアワフキバチ ○         DD 注目       

128     ヤマトスナハキバチ本土亜種 ○         DD 注目       

129     ニッポンハナダカバチ ○         VU NT       

130     キアシハナダカバチモドキ ○         VU CR+EN       

131   アリマキバチ科 カラトイスカバチ ○         DD VU       

132   アナバチ科 フクイアナバチ ○         NT NT       

133   ミツバチ科 クロマルハナバチ ○ ○       NT 注目 NT     

134     イカズチキマダラハナバチ ○           注目       

135     ナミルリモンハナバチ ○         DD 注目       
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表 3.1-34(6) 昆虫類の重要な種(4/4) 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井 滋賀 1 2 3 4 5 6 7 8 

136  (ハチ目) ムカシハナバチ科 コムカシハナバチ ○           CR+E

 

      

137   ハキリバチ科 クズハキリバチ ○         DD 注目       

138     マイマイツツハナバチ ○         DD VU       

計 9 目 62 科 138 種 106 種 46 種 0 種 0 種 1 種 68 種 109種 46種 0 種 13 種 

注)1.選定基準は、表 3.1-33 に対応する。 

2.種名及び種の配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和元年度版」（令和元年、国土交通省）に準拠した。 

 

 

 

表 3.1-34(7) 底生動物の重要な種(1/2) 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井 滋賀 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 アマオブネガイ目 ゴマオカタニシ科 ゴマオカタニシ ○         NT 注目       

2 新生腹足目 タニシ科 マルタニシ ○         VU NT       

3     オオタニシ ○ ○       NT 注目 DD     

4   ヤマタニシ科 ムシオイガイ類   ○       
 

  DD     

5   イツマデガイ科 ニクイロシブキツボ ○ ○       NT CR+E

 

CE   A 

6     イツマデガイ ○         NT 注目       

7     ヒメオカマメタニシ ○         NT         

8 汎有肺目 モノアラガイ科 イグチモノアラガイ ○         DD         

9     モノアラガイ ○         NT NT       

10   ヒラマキガイ科 ヒラマキミズマイマイ ○         DD 注目       

11     ミズコハクガイ ○         VU VU       

12     ヒラマキガイモドキ ○         NT 注目       

13 基眼目 ケシガイ科 スジケシガイ ○           NT       

14     ケシガイ ○         NT         

15     ケシガイ類   ○       NT*1 NT DD     

16 柄眼目 オナジマイマイ科 カンムリケマイマイ ○           VU       

17     オウミケマイマイ ○         VU VU       

18     クチベニマイマイ ○           注目       

19     ハクサンマイマイ ○         VU VU       

20     ツルガマイマイ ○ ○         注目 BI     

21     コガネマイマイ   ○           BI     

22     ニシキマイマイ ○           NT       

23     ミヤマヒダリマキマイマイ ○ ○       VU   NT     

24     クロイワマイマイ   ○           BI     

25   ベッコウマイマイ科 オオヒラベッコウ ○         DD 注目       

26     ヒラベッコウ   ○       DD   DD     

27     クリイロベッコウ ○         DD 注目       

28     ハクサンベッコウ ○ ○       DD 注目 DD     

29     カンムリレンズガイ ○         VU VU       

30     ヒメハリマキビ ○         NT 注目       
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表 3.1-34(7) 底生動物の重要な種(2/2) 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井 滋賀 1 2 3 4 5 6 7 8 

31  (柄眼目)  (ベッコウマイマイ科) スジキビ ○ ○       NT 注目 NT     

32     マルシタラガイ ○           注目       

33     カサネシタラガイ   ○       NT DD NT     

34     ウメムラシタラガイ   ○       NT   NT     

35     オオウエキビ ○         DD VU       

36     タカキビ ○ ○       NT 注目 NT     

37     ヒメカサキビ ○         NT         

38   キバサナギガイ科 クチマガリスナガイ ○ ○       VU CR+E

 

NT     

39     ナタネキバサナギガイ ○         VU VU       

40   キセルガイモドキ科 クリイロキセルガイモドキ ○ ○       NT NT NT     

41   オカモノアラガイ科 ナガオカモノアラガイ ○         NT CR+E

 

      

42   ナンバンマイマイ科 ココロマイマイ ○ ○       VU VU VU     

43     コシタカコベソマイマイ ○ ○       NT 注目 NT     

44     ニッポンマイマイ類   ○           DD     

45     ヤマタカマイマイ ○ ○       NT 注目 NT     

46     エチゼンビロウドマイマイ ○         DD VU       

47     ケハダビロウドマイマイ ○         NT VU       

48     ビロウドマイマイ類   ○       
 

VU*1 DD     

49   キセルガイ科 オクガタギセル ○         NT NT       

50     トノサマギセル ○ ○       NT VU CE     

51     ホソヒメギセル   ○       VU   VU     

52     キョウトギセル ○ ○       VU CR+E

 

VU   A 

53     オオギセル ○ ○       NT NT NT     

54     コンボウギセル   ○           BI     

55     ウスベニギセル ○         DD         

56     エルベリギセル ○         DD 注目       

57   パツラマイマイ科 パツラマイマイ ○         LP         

58   ナメクジ科 イボイボナメクジ   ○       NT   NT     

59     シライボイボナメクジ ○           注目       

60   オオコウラナメクジ科 オオコウラナメクジ ○ ○       NT NT NT     

61     ヤマコウラナメクジ ○ ○       NT VU NT     

62 イシガイ目 イシガイ科 フネドブガイ ○           CR+E

 

      

63     カラスガイ ○         NT CR+E

 

      

64     ヨコハマシジラガイ ○         NT NT       

65     カタハガイ ○         VU VU       

66     マツカサガイ ○         NT VU       

67 マルスダレガイ目 シジミ科 マシジミ ○         VU VU       

68   マメシジミ科 フクイマメシジミ ○           VU       

69     マメシジミ   ○           DD     

70   ニッコウガイ科 ミクニシボリザクラ ○         NT         

計 7 目 21 科 70 種 57 種 30 種 0 種 0 種 0 種 56 種 52 種 30 種 0 種 2種 

注)1.選定基準は、表 3.1-33 に対応する。 

2.種名及び種の配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和元年度版」（令和元年、国土交通省）に準拠した。 
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(b) 動物の注目すべき生息地 

文献その他の資料調査における、動物の注目すべき生息地を、表 3.1-35及び図 3.1-12に示

す。 

対象事業実施区域及びその周囲において、動物の注目すべき生息地として、重要野鳥生息地

(IBA)1 ヶ所、生物多様性重要地域(KBA)1ヶ所を抽出した。 

なお、対象事業実施区域内には、選定した動物の注目すべき生息地は含まれていない。 

 

表 3.1-35 動物の注目すべき生息地 

No. 名称 選定根拠 

1 能郷白山・伊吹山地 「重要野鳥生息地(IBA)」重要野鳥生息地 

2 能郷白山・伊吹山 「生物多様性重要地域(KBA)」生物多様性重要地域 

出典：「福井のすぐれた自然データベース」(福井県安全環境部自然環境課 

http://www.erc.pref.fukui.jp/gbank/tokusei/index.html 令和 2年 10月 12 日閲覧) 

「ラムサール条約と条約湿地」(環境省ホームページ  

http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/index.html 令和 2年 10月 12日閲覧) 

「国土数値情報 鳥獣保護区(平成 27 年度)」(国土交通省ホームページ  

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「IMPORTANT BIRD AREAS IN JAPAN」(公益財団法人日本野鳥の会ホームページ  

https://www.wbsj.org/activity/conservation/habitat-conservation/iba/ 令和 2年 10月 12 日閲覧) 

「KBA Key Biodiversity Area」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパンホームページ 

http://kba.conservation.or.jp/index.html 令和 2年 10 月 12 日閲覧) 
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図 3.1-12 動物の重要な生息地 

出典：表 3.1-35に示す 
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(c) 鳥類の渡り経路等 

対象事業実施区域の周囲では、既存文献において鳥類の渡り経路が示されており（「日本鳥類の

生態と保護」（1951））、図 3.1-13 に示すとおりサシバ、ハチクマ、ノスリの渡り経路が記載され

ている（「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き(平成 23 年 1 月・平成 27 年 9

月修正版)」） 。また、対象事業実施区域内に位置する鉢伏山では、過去に鳥の渡りの調査が実施

されており、表 3.1-36 に示すとおりサシバやハチクマが確認されている。（「日本野鳥の会福井

県 会報つぐみ No.180(2016 年 12 月発行)」「日本野鳥の会福井県 会報つぐみ No.184(2017 年 12

月発行)」「日本野鳥の会福井県 会報つぐみ No.192(2019 年 12月発行)」） 

 

秋 

季 

 

春 

季 

 

 ●:対象事業実施区域 

出典：「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き(平成 23 年 1月・平成 27 年 9月修正版)」 

(環境省ホームページ http://www.env.go.jp/nature/yasei/sg_windplant/guide/post_91.html) 

図 3.1-13(1) サシバの渡り経路 

衛星追跡経路 
    地点間のデータが連続して 

    得られている区間 

    地点間のデータが 2日以上 

    空いている区間 

衛星追跡経路 
    地点間のデータが連続して 

    得られている区間 

    地点間のデータが 2日以上 

    空いている区間 

出現規模(出現期間中の最大羽数/日） 

    1～10 

    11～100 

    101～500 

    501～1,000 

    1,001～5,000 

    5,001～ 

出現規模(出現期間中の最大羽数/日） 

    1～10 

    11～100 

    101～500 

    501～1,000 

    1,001～5,000 

    5,001～ 

拡大図 

拡大図 

拡大図 

拡大図 
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秋 

季 

 

春 

季 

 

 ●:対象事業実施区域 

出典：「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き(平成 23 年 1月・平成 27 年 9月修正版)」 

(環境省ホームページ http://www.env.go.jp/nature/yasei/sg_windplant/guide/post_91.html) 

図 3.1-13(2) ハチクマの渡り経路 

  

衛星追跡経路 
    地点間のデータが連続して 

    得られている区間 

    地点間のデータが 2日以上 

    空いている区間 

出現規模(出現期間中の最大羽数/日） 

    1～10 

    11～100 

    101～200 

    201～500 

    501～1,000 

    1,001～ 

出現規模(出現期間中の最大羽数/日） 

    1～10 

    11～100 

    101～200 

    201～500 

    501～1,000 

    1,001～ 

衛星追跡経路 
    地点間のデータが連続して 

    得られている区間 

    地点間のデータが 2日以上 

    空いている区間 

拡大図 
拡大図 

拡大図 
拡大図 
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秋 

季 

 

春 

季 

 

●:対象事業実施区域 

出典：「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き(平成 23 年 1月・平成 27 年 9月修正版)」 

(環境省ホームページ http://www.env.go.jp/nature/yasei/sg_windplant/guide/post_91.html) 

図 3.1-13(3) ノスリの渡り経路 

 

  

衛星追跡経路 
    地点間のデータが連続して 

    得られている区間 

    地点間のデータが 2日以上 

    空いている区間 

衛星追跡経路 
    地点間のデータが連続して 

    得られている区間 

    地点間のデータが 2日以上 

    空いている区間 

出現規模(出現期間中の最大羽数/日） 

    1～10 

    11～50 

    51～100 

    101～200 

    201～500 

    501～ 

出現規模(出現期間中の最大羽数/日） 

    1～10 

    11～50 

    51～100 

    101～200 

    201～500 

    501～ 

拡大図 

拡大図 

拡大図 

拡大図 
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表 3.1-36 鉢伏山でのタカの渡り調査による鳥類確認状況 

鉢伏山(敦賀市と南越前町の境) 

調査実施日 
確認個体数 

サシバ ハチクマ その他 合計 

2016 年 

 9 月 10 日 0 6 0 6 

 9 月 11 日 0 2 0 2 

 9 月 17 日 2 4 0 6 

 9 月 19 日 0 0 0 0 

 9 月 22 日 0 2 0 2 

 9 月 24 日 10 100 11 121 

 9 月 25 日 46 383 15 444 

 9 月 27 日 9 438 8 455 

合計 67 935 34 1.036 

2017 年 

 9 月 14 日 4 14 2 20 

 9 月 16 日 0 0 0 0 

 9 月 17 日 2 20 4 26 

 9 月 19 日 12 74 2 88 

 9 月 23 日 1 23 9 33 

 9 月 24 日 13 103 16 132 

 9 月 26 日 0 4 2 6 

合計 32 238 35 315 
 

鉢伏山(365 スキー場駐車場) 

調査実施日 
確認個体数 

サシバ ハチクマ その他 合計 

2019 年 

9 月 14 日 7 326 5 338 

9 月 15 日 2 53 0 55 

9 月 16 日 118 0 0 118 

9 月 20 日 3 6 3 12 

9 月 22 日 1 38 7 46 

9 月 25 日 6 145 2 153 

9 月 26 日 24 102 8 134 

9 月 27 日 13 67 8 88 

9 月 28 日 5 13 2 20 

9 月 29 日 5 6 10 21 

合計 184 756 45 985 

出典：「日本野鳥の会福井県 会報つぐみ No.180(2016年 12月発行)」 

「日本野鳥の会福井県 会報つぐみ No.184(2017年 12 月発行)」 

「日本野鳥の会福井県 会報つぐみ No.192(2019年 12 月発行) 
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(d) センシティビティマップによる注意喚起レベル 

「風力発電立地検討のためのセンシティビティマップ」(環境省 環境アセスメントデータベー

ス(EADAS))において、鳥類の重要種や渡り鳥の集団飛来地におけるバードストライクの危険性等

を整理しており、「EADASセンシティビティマップ(注意喚起メッシュ)」によると、図 3.1-14に

示すとおり、対象事業実施区域の一部はイヌワシ、クマタカの分布域が含まれており、注意喚起

レベル A3及び注意喚起レベル Cを含んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：「環境アセスメントデータベース(EADAS)」(環境省ホームページ https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/ 

令和 2年 10月 12 日閲覧)  
「オオタカ保護指針策定調査の結果について（環境省,平成 17年） 

 

図 3.1-14(1) 重要種分布の分布 

 

  

イヌワシ クマタカ 

オオタカ 
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出典：「環境アセスメントデータベース(EADAS)」(環境省ホームページ 
https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/ 令和 2 年 10月 12日閲覧) 

図 3.1-14(2) 

EADASセンシティビティマップ 

(注意喚起メッシュ) 
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※注意喚起メッシュの作成方法 

 

【重要種】 

まずバードストライクとの関連性が高い種や生息地の改変に鋭敏な種を 10 種選定し、それぞれ程度の高い方から

3、2、1 とランク付けを行いました。 

重要種の選定は、はじめに環境省レッドリストから絶滅危惧種・野生絶滅種に記載されている 98 種(ハクガン,シ

ジュウカラガン,アカガシラ,カラスバト,オガサワラヒメミズナギドリ,クロコシジロウミツバメ,コウノトリ,チシ

マウガラス,オオヨシゴイ,トキ,ヤンバルクイナ,ヘラシギ,カラフトアオアシシギ,エトピリカ,ウミスズメ,ウミガ

ラス,カンムリワシ,キンメフクロウ,ワシミミズク,シマフクロウ,ミユビゲラ,ノグチゲラ,チゴモズ,オガサワラカ

ワラヒワ,シマアオジ,ライチョウ,カリガネ,アカオネッタイチョウ,キンバト,ヨナグニカラスバト,シラコバト,コ

アホウドリ,セグロミズナギドリ,アカアシカツオドリ,ヒメウ,サンカノゴイ,クロツラヘラサギ,シマクイナ,オオク

イナ,コシャクシギ,リュウキュウツミ,イヌワシ,オガサワラノスリ,チュウヒ,クマタカ,ブッポウソウ,ヤイロチョ

ウアカモズナミエヤマガラオーストンヤマガラハハジマメグロウチヤマセンニュウオオセッカモスケミソサザイ,ホ

ントウアカヒゲ,アカコッコ,ウズラ,トモエガモ,ヒシクイ,コクガン,ツクシガモ,アホウドリ,ヒメクロウミツバメ,

ミゾゴイ,ズグロミゾゴイ,タンチョウ,ナベヅル,マナヅル,シロチドリ,セイタカシギ,オオソリハシシギ,ホウロク

シギ,アマミヤマシギ,ツルシギ,タカブシギ,アカアシシギ,タマシギ,ツバメチドリ,ズグロカモメ,コアジサシ,オオ

アジサシ,ベニアジサシ,エリグロアジサシ,ケイマフリ,カンムリウミスズメ,サシバ,オジロワシ,オオワシ,ダイト

ウコノハズク,リュウキュウオオコノハズク,オーストンオオアカゲラ,クマゲラ,ハヤブサ,サンショウクイ,イイジ

マムシクイ,タネコマドリ,アカヒゲ,オオトラツグミ,コジュリン)を抽出しました。 

次に、生息環境と陸域風力の設置場所との関係、バードストライクの事例の有無、風車との関連性(McGuinness et 

al.2015）等から風力との関係が注目される重要種として 10 種を選定しました。このうち、「個体数が極小」、「個体

数が少なく減少傾向」、「生息地が局所的で生息地の減少の影響が大きくかつ生息環境が特殊」のいずれかに該当する

イヌワシ、シマフクロウ、チュウヒ、オオヨシゴイ、サンカノゴイをランク 3 とし、それ以外の種については、国内

でのバードストライクの事例が多いオジロワシをランク 2、事例が少ないもしくは関係が不明のクマタカ、オオワシ、

タンチョウ、コウノトリをランク 1 としました。 

最後に、重要種が分布している 10km メッシュにその重要種のランクを付け、10 種のメッシュを重ね合わせました。

同一メッシュに複数の重要種が分布する場合には、最も大きいランクをそのメッシュに付けました。 

 

【集団飛来地】 

集団飛来地については、ガン類、ハクチョウ類、カモ類、シギ・チドリ類、カモメ類、ツル類(ナベヅル・マナヅ

ル）、ウミネコの繁殖地、その他の水鳥類、海ワシ類及びその他の猛禽類を対象としました。水鳥類については、はじ

めにラムサール条約湿地に指定されている場所の個体数データ(モニタリングサイト 1000 調査）を基に、分類群ごと

に個体数の基準を 3、2、1 とランク付けました(個体数の多いものはランクが高くなります）。 

同様に、海ワシ類は「2016 年のオオワシ・オジロワシ一斉調査結果について」(オジロワシ・オオワシ合同調査グ

ループ,2016）の個体数データから、猛禽類は「平成 27 年度風力発電施設に係る渡り鳥・海ワシ類の情報整備委託業

務報告書,風力発電施設立地適正化のための手引きに関する資料」(環境省自然環境局野生生物課,2016）の個体数デ

ータから、個体数の基準をランク付けしました。 

これらの基準を用いて、現地調査結果や文献による個体数データについて 10km メッシュごとにランクを付けまし

た。 

なお、集団飛来地のヒアリング調査結果の情報があるメッシュは一律ランク 1 を、集団飛来地に関連するラムサー

ル条約湿地及び国指定鳥獣保護区は一律ランク 3 を付けています。 

【重要種と集団飛来地の重ね合わせ】 

最後に、メッシュごとに重要種と集団飛来地のランクを合計して、メッシュのランクを決定しました(図 a）。メッ

シュのランクに応じて、注意喚起レベルを決定しました(表 a）。 

 

図 a 重要種と集団飛来地のメッシュの重ね合わせ    表 a メッシュのランクと注意喚起レベル 

              
 

出典：「地理情報システム(GIS)：センシティビティマップについて」(環境省 環境アセスメントデータベース(EADAS) 

https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/Service/About?title=SensitivityMap 令和 2年 10 月 12 日閲覧) 
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(e) コウノトリの生息状況 

福井県内におけるコウノトリの野外個体の飛来確認状況を図 3.1-15に示す。 

また、福井県ではこれまでに 9羽のコウノトリを放鳥しており、そのうち 8羽の生存が現在も

確認されている。福井県での放鳥状況は表 3.1-37 に、現在も生存が確認されている放鳥個体の

位置情報は図 3.1-16 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-15 コウノトリ野外個体の飛来確認状況 

 

表 3.1-37 福井県におけるコウノトリの放鳥状況 

放鳥年月 放鳥個体の名前 放鳥場所 

2015 年 10 月 3 日 げんきくん、ゆめちゃん 越前市菖蒲谷町 

2016 年 9 月 25 日 たからくん、さきちゃん※ 越前市湯谷町 

2017 年 10 月 8 日 かけるくん、ほまれくん 越前市安養寺町 

2018 年 9 月 17 日 こころちゃん、りゅうくん、ひかりちゃん 越前市湯谷町 

※さきちゃんについては、2018年 6 月 28 日に死亡が確認された。 

出典：「放鳥個体の GPS 情報」(福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/kounotori/gpsinfo.html 令和 2年 10月 12 日閲覧) 

 

  

対象事業実施区域 

出典：「野外コウノトリの飛来が増えています」(福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/kounotoriyaseihukki/yagaikounotori.html 

令和 2 年 10 月 12 日閲覧) 
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図 3.1-16 コウノトリの放鳥個体の GPS情報(1/4) 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 

出典：「放鳥個体の GPS 情報」(福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/kounotori/gpsinfo.html 

令和 2 年 10 月 12 日閲覧) 
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図 3.1-16 コウノトリの放鳥個体の GPS情報(2/4) 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 

出典：「放鳥個体の GPS 情報」(福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/kounotori/gpsinfo.html 

令和 2 年 10 月 12 日閲覧) 
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図 3.1-16 コウノトリの放鳥個体の GPS情報(3/4) 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 

出典：「放鳥個体の GPS 情報」(福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/kounotori/gpsinfo.html 

令和 2 年 10 月 12 日閲覧) 
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図 3.1-16 コウノトリの放鳥個体の GPS情報(4/4) 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 

出典：「放鳥個体の GPS 情報」(福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/kounotori/gpsinfo.html 

令和 2 年 10 月 12 日閲覧) 
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(2) 植物の生育の状況 

1) 植物の生育状況 

対象事業実施区域及びその周囲における植物の生育状況を把握するため、表 3.1-38に示す文

献及びその他の資料を収集した。 

 

表 3.1-38 収集した既存資料一覧 

No. 文献名称他 備考 

1 

第 2 回～第 5 回植生調査(1/5万) 
「いきものログ」(環境省ホーム

ページ令和 2 年 4 月閲覧) 
2 次メッシュの生育情報 絶滅危惧種(植物Ⅰ維管束植物)分布調査 

いきものみっけ調査 

2 福井県の絶滅のおそれのある野生動植物(平成 28 年 福井県) 

対象事業実施区域及びその

周囲の生育情報があるもの

を抽出 

3 福井県植物誌(平成元年 渡辺定路) 

4 
福井県のすぐれた自然データベース(福井県安全環境部自然環境課ホームペ

ージ 令和 2 年 10 月閲覧) 

5 福井県の陸水生物 (福井県自然環境保全調査研究会 平成 10 年 3 月) 

6 滋賀県で大切にすべき野生生物 滋賀県レッドデータブック 2015 年版 

(滋賀県自然環境保全課、平成 28年 3 月) 

7 滋賀の山野に咲く花 700 種(平成 24 年 澁田義行・池本義雄) 

8 
国立・国定公園における植物の保護対策について(指定植物)(環境省 令和 2

年 4 月閲覧) 

 

(a) 植物相 

対象事業実施区域及びその周囲において表 3.1-38に示す文献及びその他の資料により確認し

た植物相の概況を表 3.1-39及び巻末資料編に示す。 

 

表 3.1-39 文献その他の資料による植物相の概況 

分類群名 科数 種数 主な確認種 

シダ植物 24 175 

トウゲシバ、ミズドクサ、ヒロハハナヤスリ、

ベニシダ、サンショウモ、ゼンマイ、ヒメシダ 

等 

種子 

植物 

裸子植物 4 15 イヌガヤ、スギ、クロマツ 等 

被子植物 8 26 カンアオイ、オオバクロモジ、タムシバ 等 

 

 

単子葉植物 27 349 

カキツバタ、チゴユリ、ササクサ、アギナシ、

コバギボウシ、ショウジョウバカマ、シュンラ

ン 等 

真正双子葉類 10 53 
ミツバアケビ、ハンショウヅル、トキワイカリ

ソウ 等 

 

 バラ上類 41 347 

ヤマウルシ、スダジイ、ブナ、マルバマンサ

ク、ツルシキミ、ハウチワカエデ。エゾユズリ

ハ 等 

キク上類 48 459 

ヒメアオキ、ツルアリドオシ、コシアブラ、オ

オカメノキ、ヒサカキ、アクシバ、ツリガネツ

ツジ、ヤブツバキ、リョウブ 等 

合 計 190 科 1,424 種 
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(b) 植生 

① 植生 

「第 6 回・第 7 回自然環境保全基礎調査」(環境省、平成 11～16 年度・平成 17 年度～)によ

る対象事業実施区域及びその周囲において確認された植生を表 3.1-40、現存植生図を図 

3.1-17 に示す。 

対象事業実施区域内においては、植林地・耕作地植生のスギ・ヒノキ・サワラ植林、ブナクラ

ス域代償植生のオオバクロモジ－ミズナラ群集、ユキグニミツバツツジ－コナラ群集等が多く

みられる。 

 

表 3.1-40 地域概況調査より確認された対象事業実施区域及びその周囲の植生 

No. 植生区分名 植生コード 群落名 

1 ブナクラス域自然植生 110100 チシマザサ－ブナ群団 

2  110302 エゾイタヤ－ケヤキ群集 

3  160401 チャボガヤ－ケヤキ群集 

4  200000 なだれ地自然低木群落 

5 ブナクラス域代償植生 220100 ブナ－ミズナラ群落 

6  220102 クリ－ミズナラ群集 

7  220103 オオバクロモジ－ミズナラ群集 

8  220503 ユキグニミツバツツジ－コナラ群集 

9  220700 アカシデ－イヌシデ群落（Ｖ） 

10  250200 ススキ群団（Ｖ） 

11  260000 伐採跡地群落（Ｖ） 

12 ヤブツバキクラス域自然植生 271201 ヤブコウジ－スダジイ群集 

13  300100 ケヤキ群落（ＶＩ） 

14 ヤブツバキクラス域代償植生 400100 シイ・カシ二次林 

15  410400 アカシデ－イヌシデ群落（ＶＩＩ） 

16  410700 アカメガシワ－カラスザンショウ群落 

17  410800 ケヤキ群落（ＶＩＩ） 

18  420104 ユキグニミツバツツジ－アカマツ群集 

19  440200 クズ群落 

20  450100 ススキ群団（ＶＩＩ） 

21  460000 伐採跡地群落（ＶＩＩ） 

22 植林地、耕作地植生 540100 スギ・ヒノキ・サワラ植林 

23  550000 竹林 

24  560200 牧草地 

25  570100 路傍・空地雑草群落 

26  570200 果樹園 

27  570300 畑雑草群落 

28  570400 水田雑草群落 

29  570500 放棄水田雑草群落 

30 その他 580100 市街地 

31  580101 緑の多い住宅地 

32  580400 造成地 

33  580600 開放水域 

34  580700 自然裸地 

出典：「自然環境調査 Web-GIS shapeデータダウンロード 植生調査(1/25,000縮尺)」 

(環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 令和 2年 10月 12 日閲覧) 

※植生図の作成時期は、第 6回…平成 11～16年度、第 7 回…平成 17 年度～ 
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出典： 

「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード  

植生調査(1/25,000 縮尺)」(環境省ホームページ 

http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html  

令和 2 年 10 月 12 日閲覧) 

※植生図の作成時期は、 

第 6 回…平成 11～16 年度、第 7 回…平成 17 年度～ 

図 3.1-17 現存植生図 
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② 植生自然度 

「第 6 回・第 7 回自然環境保全基礎調査」(環境省、平成 11～16 年度・平成 17 年度～)にお

ける現存植生図から作成した対象事業実施区域及びその周囲における植生自然度を図 3.1-18

に示す。 

対象事業実施区域内には、植生自然度 9(自然林)のチシマザサ－ブナ群団、チャボガヤ－ケヤ

キ群集植生自然度 8(二次林(自然林に近いもの)) のブナ－ミズナラ群落、植生自然度 7(二次

林)のクリ－ミズナラ群集、オオバクロモジ－ミズナラ群集、ユキグニミツバツツジ－コナラ群

集、アカシデ－イヌシデ群落(Ｖ)、ユキグニミツバツツジ－アカマツ群集、植生自然度 6(植林

地)のアカメガシワ－カラスザンショウ群落、スギ・ヒノキ・サワラ植林、植生自然度 5(二次草

原(背の高い草原)) のススキ群団(Ｖ)、植生自然度 4(二次草原(背の低い草原))の伐採跡地群落

(Ｖ)、路傍・空地雑草群落、植生自然度 2(外来種草原、農耕地(水田・畑))の牧草地、緑の多い

住宅地、植生自然度 1(市街地等)の市街地がみられる。 

なお、植生自然度の区分基準を表 3.1-41に示す。 

 

表 3.1-41 植生自然度区分基準 

植生 

自然度 
区分内容 区分基準 備考 

10 自然草原 
高山ハイデ、風衝草原、自然草原等、自然植生

のうち単層の植物社会を形成する地区 

河辺の植生は自然性の高い草原のみを

植生自然度 10 とする。 

9 自然林 

エゾマツ－トドマツ群集、ブナ群落等、自然植

生のうち低木林、高木林の植物社会を形成す

る地区 

自然低木林は植生自然度 9 とする。 

8 
二次林 

(自然林に近いもの) 

ブナ－ミズナラ群落、シイ・カシ二次林等、代

償植生であっても特に自然植生に近い地区 

二次林のうち、全く自然ではないが長

期間放置され大径木が多く構成種が豊

富な地区は、植生の実態を踏まえて凡

例を設定し植生自然度 8 とする。 

7 二次林 

クリ－ミズナラ群集、コナラ群落等、繰り返し

伐採されている一般に二次林と呼ばれている

代償植生地区 

- 

6 植林地 
常緑針葉樹、落葉針葉樹、常緑広葉樹等の植林

地、アカメガシワ等の低木林 
- 

5 
二次草原 

(背の高い草原) 

ササ群落、ススキ群落等の背丈の高い草原、伝

統的な管理を受けて持続している構成種の多

い草原 

都市河川のツルヨシ群集やオギ群集、

耕作放棄地のセイタカヨシ群落等の人

工的に造成された立地の群落は、植生

の実態を踏まえて凡例を設定し植生自

然度 5 にする。 

4 
二次草原 

(背の低い草原) 

シバ群落等の背丈の低い草原、伐採直後の草

原、路傍・空地雑草群落、放棄畑雑草群落 
- 

3 
外来種植林 

農耕地(樹園地) 

竹林、外来種の植林・二次林・低木林、果樹園、

茶畑、残存・植栽樹群をもった公園、墓地等 
- 

2 
外来種草原 

農耕地(水田・畑) 

外来種の草原、畑、水田等の耕作地、緑の多い

住宅地 
- 

1 市街地等 
市街地、造成地等の植生のほとんど存在しな

い地区 
- 

出典：「1/2.5万植生図の新たな植生自然度について」(平成 28年 3月 環境省自然環境局生物多様性センター) 
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図 3.1-18 植生自然度 

出典： 

「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード  

植生調査(1/25,000 縮尺)」(環境省ホームページ 

http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html  

令和 2 年 10 月 12 日閲覧) 

※植生図の作成時期は、 

第 6 回…平成 11～16 年度、第 7 回…平成 17 年度～ 
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2) 植物の重要な種及び重要な植物群落等の分布 

植物の重要な種及び重要な植物群落等は、表 3.1-42に示す法律や規制等の選定基準に基づき

選定した。 

表 3.1-42 植物の重要な種及び重要な植物群落の選定基準 

選定基準 カテゴリー 

1 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214号) 
・特別天然記念物(特天) 

・天然記念物(天) 

2 

「福井県文化財保護条例」（昭和 34 年  条例第 39 号） 

「敦賀市文化財保護条例」(昭和 45 年 条例第 27 号) 

「南越前町文化財保護条例」（平成 17年 条例第 104号） 

・福井県指定天然記念物(福県天) 

・敦賀市指定天然記念物(敦市天) 

・南越前町指定天然記念物(町天) 

3 
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する

法律」（平成 4 年 法律第 75号) 

・国内希少野生動植物種(国内) 

・緊急指定種(緊急) 

・生息地等保護区(生息) 

4 「環境省レッドリスト 2020」(環境省、令和 2年 3 月) 

・絶滅(EX) 

・野生絶滅(EW) 

・絶滅危惧 I 類(CR+EN) 

・絶滅危惧 IA 類(CR)  

・絶滅危惧 IB 類(EN) 

・絶滅危惧 II 類(VU) 

・準絶滅危惧(NT) 

・情報不足(DD) 

・絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 

5 
「福井県の絶滅のおそれのある野生動植物 2016」 

(福井県安全環境部自然環境課、平成 28 年 3月) 

・絶滅(EX) 

・絶滅危機Ⅰ類(CR+EN) 

・絶滅危惧 II 類(VU) 

・準絶滅危惧(NT) 

・要注目(DD) 

・絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 

6 

「滋賀県で大切にすべき野生生物 滋賀県レッドデータ

ブック 2015年版」（滋賀県自然環境保全課、平成 28 年 3

月） 

・絶滅種(EX) 

・絶滅危惧種(CE) 

・絶滅危機増大種(VU) 

・希少種(NT) 

・要注目種(DD) 

・分布上重要種(BI) 

・その他重要種(OI) 

7 
「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」

（平成 18年 3 月） 
・指定希少野生動植物種(指定) 

8 
「福井県のすぐれた自然（動物編）」 

（福井県県民生活部自然保護課、平成 11 年) 
植物では該当しない。 

9 「日本のラムサール条約湿地」(環境省、平成 27 年) 植物では該当しない。 

10 「鳥獣保護区」 植物では該当しない。 

11 「重要野鳥生息地(IBA)」 植物では該当しない。 

12 「生物多様性重要地域(KBA)」 植物では該当しない。 

13 
「植物群落レッドデータブック」(我が国における保護

上重要な植物種及び群落研究委員会、平成 8 年) 
・植物群落 

14 

「第 2回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」 

(環境庁、昭和 54 年) 

「第 3回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」 

(環境庁、昭和 63 年) 

「第 5回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」 

(環境庁、平成 12 年) 

・特定植物群落 
A：原生林もしくはそれに近い自然林 

B：国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落または個体群 
C：比較的普通に見られるものであっても、南限、北限、隔離分布等分布

限界になる産地に見られる植物群落または個体群 

D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩地等の特殊
な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特徴が典型的な
もの 

E：郷土景観を代表する植物群落で、特にその群落の特徴が典型的なもの 
F：過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であっても、長

期にわたって伐採等の手が入っていないもの 

G：乱獲その他の人為の影響によって、当該都道府県内で極端に少なくな
るおそれのある植物群落または個体群 

H：その他、学術上重要な植物群落または個体群 

15 

「第 4 回自然環境保全基礎調査 日本の巨樹・巨木林 

(甲信越・北陸版、近畿版)」(環境庁、平成 3 年) 

「第 6 回自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林フォロー

アップ調査報告書」 

(環境省、平成 13 年 3月) 

・巨樹・巨木林 

注)選定基準は、動物と植物で統一した。ただし、網掛けにした選定基準は植物では該当しないため対象としないこととした。 
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(a) 植物の重要な種 

文献その他の資料調査において、福井県の敦賀市と南越前町、滋賀県の長浜市（旧余呉町）で

確認された植物種のうち、表 3.1-42の選定基準に該当する 348種を重要な種として抽出した。

抽出した植物の重要な種を表 3.1-43に示す。 
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表 3.1-43 植物の重要な種(1/8) 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井

 

滋賀

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ヒカゲノカズラ目 ヒカゲノカズラ科 ミズスギ ○           注目     

2     ヤチスギラン ○           CR+EN     

3 イワヒバ目 イワヒバ科 ヒモカズラ ○           NT     

4     イワヒバ   ○           NT   

5 ミズニラ目 ミズニラ科 ミズニラ ○         NT CR+EN     

6 トクサ目 トクサ科 ミズドクサ ○           VU     

7 ハナヤスリ目 ハナヤスリ科 エゾフユノハナワラビ   ○           BI   

8     アカハナワラビ ○           注目     

9     ハマハナヤスリ ○           CR+EN     

10     ヒロハハナヤスリ ○           CR+EN     

11 コケシノブ目 コケシノブ科 ヒメコケシノブ ○           注目     

12     コケシノブ   ○           OI   

13 サンショウモ目 デンジソウ科 デンジソウ ○         VU CR+EN     

14   サンショウモ科 オオアカウキクサ ○         EN CR+EN     

15     サンショウモ ○ ○       VU CR+EN VU   

16 ウラボシ目 コバノイシカグマ科 フジシダ ○           CR+EN     

17   イノモトソウ科 ハコネシダ   ○         CR+EN NT   

18     マツサカシダ ○           注目     

19   チャセンシダ科 カミガモシダ ○           注目     

20     イワトラノオ   ○         CR+EN NT   

21   イワヤシダ科 イワヤシダ ○ ○         CR+EN CE   

22   シシガシラ科 コモチシダ ○           NT     

23   メシダ科 タカネサトメシダ ○           注目     

24     ムクゲシケシダ   ○           DD   

25     ウスバミヤマノコギリシダ ○           CR+EN     

26     シマシロヤマシダ ○           注目     

27     ミヤマノコギリシダ ○           注目     

28   オシダ科 ナガバヤブソテツ ○           注目     

29     ミサキカグマ ○           注目     

30     ナチクジャク ○           CR+EN     

31     シラネワラビ   ○           BI   

32     マルバベニシダ ○           注目     

33     ヌカイタチシダモドキ ○           VU     

34     ギフベニシダ ○           CR+EN     

35     ヒメイタチシダ ○           VU     

36     ナガバノイタチシダ ○           CR+EN     

37   シノブ科 シノブ ○           注目     

38   ウラボシ科 ナガオノキシノブ ○           注目     

39     ホテイシダ ○           注目     

40     ヒメノキシノブ ○           注目     

41     ミヤマノキシノブ ○           注目     

42     ヒメサジラン ○ ○         注目 NT   

43     カラクサシダ   ○           BI   

44     ビロードシダ ○           CR+EN     

45 ヒノキ目 ヒノキ科 ハイネズ ○           VU     
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表 3.1-43 植物の重要な種(2/8) 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井

 

滋賀

 

1 2 3 4 5 6 7 

46  (ヒノキ目)  イチイ科 キャラボク ○           NT     

47 スイレン目 ジュンサイ科 ジュンサイ ○           NT     

48   スイレン科 コウホネ ○           NT     

49     ヒツジグサ ○           NT     

50 コショウ目 ウマノスズクサ科 フタバアオイ ○           注目     

51     ウスバサイシン   ○         DD NT   

52 クスノキ目 クスノキ科 カゴノキ ○           注目     

53 ショウブ目 ショウブ科 ショウブ ○           注目     

54 オモダカ目 サトイモ科 アシウテンナンショウ ○           注目     

55     ヒロハテンナンショウ ○ ○         注目 BI   

56     ナベクラザゼンソウ ○         VU 注目     

57     ヒメザゼンソウ ○ ○         NT BI   

58     ザゼンソウ   ○           BI   

59   チシマゼキショウ科 ハナゼキショウ ○ ○         注目 VU   

60   オモダカ科 アギナシ ○         NT VU     

61   トチカガミ科 スブタ ○         VU CR+EN     

62     ヤナギスブタ ○ ○         NT NT   

63     トチカガミ ○         NT CR+EN     

64     イトトリゲモ ○         NT VU     

65     ホッスモ ○           VU     

66     ミズオオバコ ○         VU VU     

67     セキショウモ ○           CR+EN     

68   アマモ科 アマモ ○           注目     

69   ヒルムシロ科 イトモ ○         NT       

70     ヒルムシロ ○           VU     

71     センニンモ ○           VU     

72     オヒルムシロ ○ ○         VU NT   

73     ホソバミズヒキモ ○           VU     

74 ヤマノイモ目 キンコウカ科 ソクシンラン ○           NT     

75   ヒナノシャクジョウ科 ヒナノシャクジョウ ○           CR+EN     

76 タコノキ目 ホンゴウソウ科 ホンゴウソウ ○         VU CR+EN     

77     ウエマツソウ ○         VU CR+EN     

78 ユリ目 シュロソウ科 コジマエンレイソウ ○         VU       

79     ホソバシュロソウ ○           CR+EN     

80     コバイケイソウ ○           注目     

81   サルトリイバラ科 サルマメ ○           NT     

82   ユリ科 ミノコバイモ ○         VU VU     

83     キバナノアマナ ○ ○         CR+EN NT   

84     タマガワホトトギス   ○           NT   

85 クサスギカズラ目 ラン科 エビネ ○ ○       NT VU OI   

86     ナツエビネ ○ ○       VU VU OI   

87     サルメンエビネ ○ ○       VU CR+EN CE 指

 88     ギンラン ○ ○         VU NT   

89     キンラン ○ ○       VU VU NT   

90     ツチアケビ ○           注目     
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表 3.1-43 植物の重要な種(3/8) 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井

 

滋賀

 

1 2 3 4 5 6 7 

91 (クサスギカズラ目) (ラン科)  ハクサンチドリ ○           VU     

92     セッコク ○           CR+EN     

93     サワラン ○           CR+EN     

94     カキラン ○           注目     

95     クロヤツシロラン ○           VU     

96     アケボノシュスラン ○           注目     

97     ミズトンボ ○ ○       VU VU NT   

98     ホクリクムヨウラン ○           VU     

99     セイタカスズムシソウ   ○         CR+EN NT   

100     ジガバチソウ ○           CR+EN     

101     クモキリソウ ○ ○         注目 BI   

102     コクラン ○           VU     

103     フウラン ○         VU CR+EN     

104     ノビネチドリ ○           NT     

105     コケイラン ○ ○         注目 OI   

106     サギソウ ○         NT CR+EN     

107     トンボソウ ○           VU     

108     トキソウ ○         NT CR+EN     

109     ヒナチドリ   ○       VU CR+EN CE   

110     ヒトツボクロ ○           CR+EN     

111   アヤメ科 ヒオウギ ○           CR+EN     

112     ノハナショウブ ○ ○         VU BI   

113     ヒメシャガ ○         NT VU     

114     カキツバタ ○ ○       NT VU OI   

115   ススキノキ科 ゼンテイカ ○           NT     

116   ヒガンバナ科 ヒメニラ ○           VU     

117   クサスギカズラ科 オヒガンギボウシ ○           注目     

118     オモト ○           NT     

119 ツユクサ目 ミズアオイ科 ミズアオイ ○         NT CR+EN     

120 イネ目 ガマ科 ミクリ ○         NT VU     

121     ヤマトミクリ ○         NT VU     

122     タマミクリ ○         NT       

123     ナガエミクリ ○         NT NT     

124     コガマ ○           NT     

125   ホシクサ科 ホシクサ ○           NT     

126     コイヌノヒゲ ○           NT     

127     イヌノヒゲ ○           注目     

128   イグサ科 イヌイ ○           CR+EN     

129     ドロイ ○           注目     

130     セイタカヌカボシソウ ○         EN 注目     

131   カヤツリグサ科 ヒロハノオオタマツリスゲ ○           VU     

132     オオナキリスゲ ○           CR+EN     

133     マツバスゲ ○           注目     

134     ハリガネスゲ ○           NT     

135     オニスゲ ○           VU     
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表 3.1-43 植物の重要な種(4/8) 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井

 

滋賀

 

1 2 3 4 5 6 7 

136 (イネ目) (カヤツリグサ科)  コハリスゲ ○           NT     

137     タチスゲ ○           注目     

138     ヒメモエギスゲ ○           注目     

139     シラコスゲ ○           NT     

140     センダイスゲ ○           注目     

141     オオアゼスゲ ○           CR+EN     

142     オニナルコスゲ ○           NT     

143     ヒトモトススキ ○           NT     

144     ヒメアオガヤツリ ○           NT     

145     シロガヤツリ ○           NT     

146     ヒメガヤツリ ○           注目     

147     オオヌマハリイ ○           注目     

148     サギスゲ ○           CR+EN     

149     ノテンツキ ○           NT     

150     ミカヅキグサ ○           VU     

151     イトイヌノハナヒゲ ○           注目     

152     コイヌノハナヒゲ ○           VU     

153     イヌノハナヒゲ ○           注目     

154     ハタベカンガレイ ○         VU VU     

155     ミヤマホタルイ ○           注目     

156     ヒメホタルイ ○           VU     

157     ヒメカンガレイ ○         VU       

158     ツクシカンガレイ ○           CR+EN     

159     タイワンヤマイ ○           NT     

160     フトイ ○           注目     

161   イネ科 ヒメコヌカグサ ○         NT       

162     ヒナザサ ○         NT       

163     テンキグサ ○           注目     

164     ヌマガヤ ○           NT     

165     タキキビ ○           NT     

166     ヤシャダケ ○           NT     

167     ミヤマアブラススキ   ○           BI   

168 マツモ目 マツモ科 マツモ ○           VU     

169 キンポウゲ目 メギ科 オオバメギ   ○           NT   

170     サンカヨウ   ○           BI   

171   キンポウゲ科 ヒメイチゲ ○           VU     

172     アズマイチゲ   ○         DD NT   

173     リュウキンカ ○           注目     

174     コボタンヅル ○           注目     

175     トリガタハンショウヅル   ○           OI   

176     ミツバノバイカオウレン ○           VU     

177     アズマシロカネソウ   ○         NT VU   

178     サンインシロカネソウ   ○         VU BI   

179     ミスミソウ ○ ○       NT VU OI   

180     バイカモ ○           NT     
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表 3.1-43 植物の重要な種(5/8) 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井

 

滋賀

 

1 2 3 4 5 6 7 

181 (キンポウゲ目) (キンポウゲ科) カラマツソウ   ○           BI   

182     ミヤマカラマツ   ○           VU   

183     モミジカラマツ   ○           BI   

184 ツゲ目 ツゲ科 ツゲ ○           注目     

185 ユキノシタ目 ボタン科 ヤマシャクヤク   ○       NT VU NT   

186   マンサク科 ヒュウガミズキ ○           注目     

187   スグリ科 ヤシャビシャク ○ ○       NT VU CE   

188     ヤブサンザシ ○           NT     

189   ユキノシタ科 タチネコノメソウ ○           NT     

190     モミジチャルメルソウ ○         NT CR+EN     

191     タキミチャルメルソウ   ○       NT   OI   

192     ダイモンジソウ ○           NT     

193     ハルユキノシタ   ○           BI   

194   ベンケイソウ科 ミツバベンケイソウ ○           NT     

195     アオベンケイ ○           CR+EN     

196   アリノトウグサ科 フサモ ○           CR+EN     

197 マメ目 マメ科 オオバタンキリマメ ○           NT     

198 バラ目 クロウメモドキ科 ヨコグラノキ ○           注目     

199     エゾノクロウメモドキ ○           注目     

200   アサ科 カラハナソウ ○           NT     

201   クワ科 ヒメイタビ ○           注目     

202   イラクサ科 コバノイラクサ   ○           BI   

203   バラ科 ミヤマチョウジザクラ ○           注目     

204     ソメワケキンキマメザクラ ○           CR+EN     

205     クサボケ ○           CR+EN     

206     オニシモツケ   ○           BI   

207     オオダイコンソウ   ○         VU BI   

208     オオウラジロノキ ○           注目     

209     カワラサイコ ○           CR+EN     

210     エチゴキジムシロ   ○           BI   

211     エチゴツルキジムシロ   ○           BI   

212     ミチノクナシ ○         EN 注目     

213     ハマナス ○           VU     

214     コジキイチゴ ○           注目     

215     カライトソウ ○           NT     

216     ワレモコウ ○           VU     

217     シモツケ   ○           BI   

218 ブナ目 ブナ科 ツクバネガシ ○           注目     

219   カバノキ科 ミヤマハンノキ   ○           BI   

220     ミヤマカワラハンノキ   ○           BI   

221     サクラバハンノキ ○         NT VU     

222     アサダ   ○         VU NT   

223 ニシキギ目 ニシキギ科 ウメバチソウ ○ ○         VU OI   

224     クロヅル   ○           BI   

225 キントラノオ目 トウダイグサ科 ノウルシ ○         NT 注目     
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表 3.1-43 植物の重要な種(6/8) 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井

 

滋賀

 

1 2 3 4 5 6 7 

226 (キントラノオ目) (トウダイグサ科) トウダイグサ ○           NT     

227   スミレ科 オオバキスミレ   ○           BI   

228     ツルタチツボスミレ   ○           BI   

229     マルバスミレ ○           CR+EN     

230     イブキスミレ   ○           BI   

231     アカネスミレ ○           注目     

232     アケボノスミレ   ○         VU CE   

233     ヒナスミレ ○           VU     

234   オトギリソウ科 オクヤマオトギリ ○           注目     

235     ヒメオトギリ ○           VU     

236     シナノオトギリ ○           注目     

237 フウロソウ目 フウロソウ科 ビッチュウフウロ ○ ○         注目 NT   

238 フトモモ目 ミソハギ科 ミズマツバ ○         VU NT     

239     ミズキカシグサ ○         VU 注目     

240     ヒメビシ ○         VU CR+EN     

241   アカバナ科 ウスゲチョウジタデ ○         NT VU     

242     ミズユキノシタ ○           注目     

243 ムクロジ目 ムクロジ科 カラコギカエデ   ○           NT   

244   ミカン科 フユザンショウ ○           VU     

245 アオイ目 アオイ科 オオバボダイジュ ○           注目     

246   ジンチョウゲ科 カラスシキミ   ○         DD NT   

247 アブラナ目 アブラナ科 イワハタザオ ○ ○         注目 BI   

248     オオケタネツケバナ   ○           BI   

249     ミズタガラシ ○           NT     

250     イヌナズナ ○           EX     

251     オオユリワサビ ○           VU     

252     ユリワサビ ○           CR+EN     

253 ビャクダン目 ビャクダン科 ヒノキバヤドリギ ○           注目     

254   オオバヤドリギ科 マツグミ ○           VU     

255     オオバヤドリギ ○           VU     

256 ナデシコ目 タデ科 イブキトラノオ   ○           BI   

257     ヒメタデ ○         VU 注目     

258     ヤナギヌカボ ○         VU CR+EN     

259     ウナギツカミ   ○           DD   

260     ネバリタデ ○           注目     

261     ノダイオウ ○         VU CR+EN     

262     マダイオウ   ○           VU   

263   モウセンゴケ科 モウセンゴケ ○           注目     

264   ナデシコ科 ハマナデシコ ○           NT     

265   ヒユ科 ヤナギイノコヅチ ○           注目     

266     ホソバハマアカザ ○           注目     

267 ミズキ目 アジサイ科 ギンバイソウ ○           NT     

268 ツツジ目 カキノキ科 リュウキュウマメガキ ○           注目     

269   サクラソウ科 ギンレイカ ○           VU     

270     ヤナギトラノオ ○           CR+EN     
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表 3.1-43 植物の重要な種(7/8) 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井

 

滋賀

 

1 2 3 4 5 6 7 

271  (ツツジ目) (サクラソウ科)  クサレダマ ○           CR+EN     

272   ツツジ科 ベニドウダン ○           NT     

273     シャクジョウソウ ○           VU     

274     サツキ ○           NT     

275     ウラジロヨウラク ○           VU     

276     オオバツツジ ○           注目     

277     オオコメツツジ   ○           BI   

278 リンドウ目 アカネ科 オオキヌタソウ   ○         DD BI   

279   リンドウ科 リンドウ ○           NT     

280     タテヤマリンドウ ○           NT     

281   キョウチクトウ科 コイケマ ○ ○         VU DD   

282     フナバラソウ ○         VU CR+EN     

283     コカモメヅル ○           VU     

284     コバノカモメヅル ○           NT     

285     シロバナカモメヅル ○           NT     

286 ナス目 ヒルガオ科 マメダオシ ○         CR 注目     

287   ナス科 アオホオズキ ○ ○       VU CR+EN CE   

288     オオマルバノホロシ ○           NT     

289 シソ目 オオバコ科 ミズハコベ ○           VU     

290     マルバノサワトウガラシ ○         VU VU     

291     アブノメ ○           NT     

292     シソクサ ○           VU     

293     トウオオバコ ○           注目     

294     ヒヨクソウ ○           注目     

295     エチゴトラノオ ○           VU     

296     カワヂシャ ○         NT VU     

297     クガイソウ   ○           BI   

298   ゴマノハグサ科 ゴマノハグサ ○         VU       

299     ヒナノウスツボ ○           注目     

300     オオヒナノウスツボ ○           注目     

301   シソ科 シモバシラ ○           CR+EN     

302     メハジキ ○           NT     

303     トラノオジソ   ○           DD   

304     ミズネコノオ ○         NT CR+EN     

305     ミズトラノオ ○         VU CR+EN     

306     ハイタムラソウ ○ ○         CR+EN BI   

307     シソバタツナミ ○           VU     

308     デワノタツナミソウ ○           NT     

309     ヤマタツナミソウ   ○           NT   

310   ハマウツボ科 ナンバンギセル ○           注目     

311     ミヤマコゴメグサ ○           注目     

312     ハマウツボ ○         VU CR+EN     

313     シオガマギク ○           注目     

314     ヒキヨモギ ○           VU     

315     オオヒキヨモギ ○         VU VU     
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表 3.1-43 植物の重要な種(8/8) 

No. 目名 科名 種名 
確認エリア 重要な種の選定根拠 

福井 滋賀 1 2 3 4 5 6 7 

316  (シソ目) タヌキモ科 ノタヌキモ ○         VU CR+EN     

317     イヌタヌキモ ○         NT NT     

318     ミミカキグサ ○           CR+EN     

319     ホザキノミミカキグサ ○           CR+EN     

320     ムラサキミミカキグサ ○         NT CR+EN     

321 キク目 キキョウ科 シデシャジン   ○         NT NT   

322     サワギキョウ ○           VU     

323     キキョウ ○         VU CR+EN     

324   ミツガシワ科 ミツガシワ ○           NT     

325   キク科 チョウジギク   ○           BI   

326     ヒトツバヨモギ   ○           BI   

327     シオン ○         VU       

328     オケラ ○           NT     

329     ワカサハマギク ○         NT VU     

330     タチアザミ ○           VU     

331     イナベアザミ ○         VU CR+EN     

332     サワアザミ   ○           BI   

333     カセンソウ ○           NT     

334     コオニタビラコ ○           CR+EN     

335     オオニガナ   ○           BI   

336     タイミンガサ   ○           NT   

337     カシワバハグマ ○           VU     

338     ヒメヒゴタイ ○         VU CR+EN     

339 セリ目 セリ科 ドクゼリ ○           VU     

340     セリモドキ ○           NT     

341     ハマボウフウ ○           NT     

342     ヤマゼリ   ○           BI   

343     ムカゴニンジン ○           CR+EN     

344     カノツメソウ ○           NT     

345 マツムシソウ目 ガマズミ科 レンプクソウ ○           NT     

346     オトコヨウゾメ ○           NT     

347   スイカズラ科 ナベナ ○           CR+EN     

348     オミナエシ ○           CR+EN     

計 44 目 103 科 348 種 290 種 85 種 0 種 0 種 0 種 69 種 297 種 85 種 1 種 

注)1.選定基準は表 3.1-42に対応する。 

2.種名及び種の配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和元年度版」（令和元年、国土交通省）に準拠した。 
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(b) 重要な植物群落 

対象事業実施区域及びその周囲における重要な植物群落を表 3.1-44 に、特定植物群落を表 

3.1-45 に示す。また、これらの分布を図 3.1-19に示す。 

なお、対象事業実施区域内には「鉢伏山のブナ林」、「鉢伏山のミズナラ林」及び「栃ノ木峠のブナ

－オオバクロモジ群集」が含まれている。 

 

表 3.1-44 対象事業実施区域及びその周囲の重要な植物群落(植物群落レッドデータブック) 

No. 群落 群落名 所在地 ランク 

1 単一群落 スダジイ・ヤブツバキ・ベニシダ群落 敦賀市(敦賀市) 3 対策必要 

2  門ヶ崎のクロマツ林 敦賀市(敦賀市) 1 要注意 

3  ブナ・マルバマンサク・クルマバハグルマ群落 南条郡今庄町(南条郡南越前町) 2 破壊の危惧 

4  ブナ・オオバクロモジ・ツルシキミ群落 敦賀市(敦賀市) 2 破壊の危惧 

5  ブナ・オオバクロモジ・イワウチワ群落 南条郡今庄町(南条郡南越前町) 2 破壊の危惧 

6  ブナ・オオバクロモジ・ツルシキミ群落 敦賀市(敦賀市) 2 破壊の危惧 

7  ブナ・ユキツバキ・ツルアリドオシ群落 敦賀市(敦賀市) 2 破壊の危惧 

8  西方ヶ岳のブナ林 敦賀市(敦賀市) 1 要注意 

9  ミズナラ・チマキザサ・ヒメアオキ群落 敦賀市(敦賀市) 2 破壊の危惧 

10 複合群落 新羅神社の森林 南条郡今庄町(南条郡南越前町) 1 要注意 

11  池の河内湿原 敦賀市(敦賀市) 1 要注意 

出典：「植物群落レッドデータブック」(平成 8 年、我が国における保護上重要な植物種及び群落研究委員会) 

 

表 3.1-45 対象事業実施区域及びその周囲の重要な植物群落(特定植物群落) 

No. 名称 選定基準※ 相観区分 調査回 

1 栃ノ木峠のブナ－オオバクロモジ群集 G、H 冷温帯夏緑広葉高木林 第 2 回 

2 鉢伏山のブナ林 A 冷温帯夏緑広葉高木林 第 3 回 

3 鉢伏山のミズナラ林 A 冷温帯夏緑広葉高木林 第 3 回 

4 栃ノ木峠附近のブナ林 A 冷温帯夏緑広葉高木林 第 3 回 

5 栃ノ木峠のブナ林 b 冷温帯落葉広葉高木林  

※選定基準 

自然環境保全基礎調査 

A：原生林もしくはそれに近い自然林(特に照葉樹林についてはもれのないように注意すること) 

B：国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落または個体群 

C：比較的普通に見られるものであっても、南限、北限、隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落または個体群 

D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特

徴が典型的なもの(特に湿原についてはもれのないように注意すること。) 

E：郷土景観を代表する植物群落で、特にその群落の特徴が典型的なもの(武蔵野の雑木林、阿蘇の山地草原、各地の社寺林。特に

郷土景観を代表する二次林や二次草原についてはもれの無いよう注意すること) 

F：過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であっても、長期にわたって伐採等の手が入っていないもの 

G：乱獲その他の人為の影響によって、当該都道府県内で極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群 

H：その他、学術上重要な植物群落または個体群(種の多様性の高い群落、貴重種の生育地となっている群落等) 

福井県のすぐれた自然 

a：全国レベルで重要、または県レベルのうち特に重要 

b：県レベルで重要 

出典：「自然環境調査 Web-GIS shapeデータダウンロード 特定植物群落調査」(環境省ホームページ 

  http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 令和 2年 10月 12 日閲覧)  

※特定植物群落調査の調査時期は、第 2 回…S53 年度、第 3 回…S59～61 年度、第 5 回…H9～10 年度 

「環境アセスメントデータベース(EADAS)」(環境省ホームページ  

https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/ 令和 2 年 10月 12日閲覧) 

「福井のすぐれた自然データベース」(福井県安全環境部自然環境課 

http://www.erc.pref.fukui.jp/gbank/tokusei/index.html 令和 2年 10月 12 日閲覧) 
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図 3.1-19 特定植物群落 出典：「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 特定植物群落調査」 

(環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html  

令和 2 年 10 月 12 日閲覧) 

※特定植物群落調査の調査時期は、 

第 2 回…S53 年度、第 3 回…S59～61 年度、第 5 回…H9～10 年度 
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(c) 巨樹・巨木林 

対象事業実施区域及びその周囲における環境省が指定している巨樹・巨木林を表 3.1-46及び

図 3.1-20に示す。 

なお、対象事業実施区域内には巨樹・巨木林は含まれていない。 

 

表 3.1-46 対象事業実施区域及びその周囲の巨樹・巨木林(1/2) 

No. 樹種 所在地、名称等 幹周 (cm) 樹高 (m) 調査回 

1 スギ 日吉神社 302 25 第 4 回 

2 ケヤキ 小森神社 540 29 第 4 回 

3 カゴノキ 小森神社 410 14 第 4 回 

4 タブノキ 観音堂 480 12 第 4 回 

5 タブノキ 貴船神社 400 12 第 4 回 

6 スギ 神明神社 315 30 第 4 回 

7 ケヤキ 大桐（前川三左衛門） 365 25 第 4 回 

8 イチョウ 聞光寺 370 35 第 4 回 

9 ケヤキ 浄念寺 300 30 第 4 回 

10 タブノキ  － 390 20 第 6 回 

11 タブノキ  － 500 20 第 6 回 

12 スギ  － 302 25 第 6 回 

13 タブノキ  － 500 25 第 6 回 

14 スダジイ  － 300 20 第 6 回 

15 ケヤキ  － 540 29 第 6 回 

16 カゴノキ  － 410 14 第 6 回 

17 スダジイ  － 594 18 第 6 回 

18 スダジイ  － 440 5 第 6 回 

19 スダジイ  － 563 13 第 6 回 

20 タブノキ 大比田観音堂のタブノキ 480 12 第 6 回 

21 タブノキ  － 400 12 第 6 回 

22 スギ  － 337 35 第 6 回 

23 スギ  － 354 30 第 6 回 

24 スギ  － 360 35 第 6 回 

25 スギ  － 350 35 第 6 回 

26 スギ  － 340 35 第 6 回 

27 ケヤキ  － 375 25 第 6 回 

28 スギ  － 395 40 第 6 回 

29 スギ  － 325 40 第 6 回 

30 イチョウ  － 433 35 第 6 回 

31 ケヤキ  － 580 35 第 6 回 

32 スギ  － 450 40 第 6 回 

33 スギ  － 315 35 第 6 回 

34 ケヤキ  － 490 35 第 6 回 

35 ケヤキ  － 390 35 第 6 回 

36 スギ  － 390 40 第 6 回 

37 スギ  － 310 30 第 6 回 

38 ケヤキ  － 314 30 第 6 回 

39 ケヤキ  － 365 25 第 6 回 

40 イチョウ  － 370 35 第 6 回 

41 ケヤキ  － 300 30 第 6 回 

42 スギ  － 340 35 第 6 回 

43 スギ  － 445 40 第 6 回 

44 スギ  － 335 30 第 6 回 

45 スギ  － 335 30 第 6 回 
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表 3.1-46 対象事業実施区域及びその周囲の巨樹・巨木林(2/2) 

No. 樹種 所在地、名称等 幹周 (cm) 樹高 (m) 調査回 

46 タブノキ 利椋八幡神社 390 20 第 4 回 

47 タブノキ 小彦根神社 500 25 第 4 回 

48 スダジイ 田結神社 560 18 第 4 回 

49 スギ 山王神社 323 35 第 4 回 

50 スギ 奥野々（藤木太兵衛） 340 35 第 4 回 

51 スギ 総慶寺 380 40 第 4 回 

52 ケヤキ 日吉神社 580 35 第 4 回 

53 ケヤキ 鹿蒜神社 490 35 第 4 回 

54 スギ 山神神社 310 30 第 4 回 

55 スギ 白鬚神社 950 35 第 4 回 

56 タブノキ 利椋八幡神社 390 20 第 6 回 

57 タブノキ 小彦根神社 500 25 第 6 回 

58 スダジイ 田結神社 440 5 第 6 回 

59 スギ 山王神社 337 35 第 6 回 

60 ケヤキ 奥野々（藤木太兵衛） 375 25 第 6 回 

61 イチョウ 総慶寺 433 35 第 6 回 

62 ケヤキ 日吉神社 580 35 第 6 回 

63 ケヤキ 鹿蒜神社 490 35 第 6 回 

64 スギ 山神神社 390 40 第 6 回 

65 スギ 白鬚神社 335 30 第 6 回 

出典：「自然環境調査 Web-GIS shapeデータダウンロード 巨樹・巨木林調査」 

    (環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html令和 2年 10 月 12 日閲覧) 

※巨樹・巨木林調査の調査時期は、第 4 回…S63 年度、第 6 回 H11～12 年度 

 

 

 



3-90 

(110) 

  

図 3.1-20 巨樹・巨木林 
出典：「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 巨樹・巨木林調査」 

      (環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html  

令和 2 年 10 月 24 日閲覧) 

※巨樹・巨木林調査の調査時期は、第 4 回…S63 年度、第 6 回 H11～12 年度 

注：図中の番号は表 3.1-46 の No.に対応する。 
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(3) 生態系の状況 

1) 対象事業実施区域及びその周囲の自然環境の類型化 

対象事業実施区域及びその周囲の自然環境について、地形及び植生等を踏まえて表 3.1-47に

示す 19の環境類型に区分し、これをもとに作成した自然環境類型区分図を図 3.1-21に示す。 

対象事業実施区域及びその周囲においては、「山地-二次林」、「山地-植林地」が多くみられ、対

象事業実施区域内においても、「山地-二次林」、「山地-植林地」が多くみられる。 

 

表 3.1-47 自然環境類型区分一覧 

No. 環境類型区分 地形 植生等 

1 低地-自然林 

扇状地性低地 

(氾濫原性低地) 

エゾイタヤ－ケヤキ群集、チャボガヤ－ケヤキ群集、ヤブコウ

ジ－スダジイ群集、ケヤキ群落(ＶＩ)、ヤナギ高木群落(ＶＩ) 

2 低地-二次林 

オオバクロモジ－ミズナラ群集、ユキグニミツバツツジ－コナ

ラ群集、シイ・カシ二次林、ユキグニミツバツツジ－アカマツ

群集 

3 低地-草原 
クズ群落、ススキ群団(ＶＩＩ)、伐採跡地群落(ＶＩＩ)、ゴル

フ場・芝地、路傍・空地雑草群落、放棄水田雑草群落 

4 低地-植林地 
アカメガシワ－カラスザンショウ群落、スギ・ヒノキ・サワラ

植林、その他植林、竹林、果樹園 

5 低地-耕作地 牧草地、畑雑草群落、水田雑草群落、緑の多い住宅地 

6 台地・丘陵地-自然林 

－ 

－ 

7 台地・丘陵地-二次林 － 

8 台地・丘陵地-草原 － 

9 台地・丘陵地-植林地 － 

10 台地・丘陵地-耕作地 － 

11 山地-自然林 

小起伏山地、 

中起伏山地 

チシマザサ－ブナ群団、エゾイタヤ－ケヤキ群集、チャボガヤ

－ケヤキ群集、なだれ地自然低木群落、シラカシ群落、ヤブコ

ウジ－スダジイ群集、ケヤキ群落(ＶＩ) 

12 山地-二次林 

ブナ－ミズナラ群落、クリ－ミズナラ群集、オオバクロモジ－

ミズナラ群集、ユキグニミツバツツジ－コナラ群集、アカシデ

－イヌシデ群落(Ｖ)、シイ・カシ二次林、アカシデ－イヌシデ

群落(ＶＩＩ)、ケヤキ群落(ＶＩＩ)、ユキグニミツバツツジ－

アカマツ群集 

13 山地-草原 

タニウツギ－ノリウツギ群落、ススキ群団(Ｖ)、伐採跡地群落

(Ｖ)、クズ群落、ススキ群団(ＶＩＩ)、伐採跡地群落(ＶＩＩ)、

路傍・空地雑草群落、放棄水田雑草群落 

14 山地-植林地 
アカメガシワ－カラスザンショウ群落、スギ・ヒノキ・サワラ

植林、その他植林、竹林、果樹園 

15 山地-耕作地 牧草地、畑雑草群落、水田雑草群落、緑の多い住宅地 

16 自然草原 

(植生等に基づく 

類型区分) 

ツルヨシ群集 

17 市街地等 市街地、工場地帯、造成地 

18 自然裸地 自然裸地 

19 開放水域 開放水域 

出典：「自然環境調査 Web-GIS shapeデータダウンロード 植生調査(1/25,000縮尺)」 

(環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 令和 2年 10月 12 日閲覧) 

※植生図の調査時期は、第 6回…平成 11～16年度、第 7 回…平成 17 年度～ 

「20 万分の 1土地分類基本調査 地形分類図」（国土交通省ホームページ 

http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/download/index.html 令和 2 年 10月 12日閲覧) 
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図 3.1-21 自然環境類型区分 

出典：表 3.1-47に示す 
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2) 重要な自然環境のまとまりの場 

対象事業実施区域及びその周囲の自然環境について、表 3.1-48、図 3.1-22に示すとおり、重

要な自然環境のまとまりの場の抽出を行った。 

 

表 3.1-48 重要な自然環境のまとまりの場と選定根拠 

選定基準 選定根拠 重要な自然環境のまとまりの場 

自然林 

自然草原 

「自然環境保全基礎調査 植生調査 第 2 回～5回」における自然草

原、自然林(植生自然度 9又は 10の区域) 

自然林 

・ブナクラス域自然植生 
・ヤブツバキクラス域自然植生 
自然草原 

・河辺・湿原・沼沢地・砂丘植生 

特定植物群落 
「自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査 第 2、3、5 回」におけ

る特定植物群落 

・栃ノ木峠のブナ－オオバクロモジ群集 
・鉢伏山のブナ林 

・鉢伏山のミズナラ林 
・栃ノ木峠附近のブナ林 

天然保護区域 

「文化財保護法」(昭和 25年、法律第 214号)、「福井県文化財保護
条例」（昭和 34 年  条例第 39号）、「敦賀市文化財保護条例」(昭和
45 年 条例第 27号) 、「南越前町文化財保護条例」（平成 17 年 条

例第 104号）における天然保護区(天然記念物の生息地、生育地) 

該当なし 

自然公園地域 
(国立公園、国定公園、

県立自然公園等) 

「自然公園法」(昭和 32 年、法律第 161 号)、「福井県立自然公園条
例」(昭和 33 年、条例第 53 号)、における自然公園の区域 

・越前加賀海岸国定公園 

鳥獣保護区 
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成 14
年、法律第 88 号)における国指定鳥獣保護区及び県指定鳥獣保護区 

該当なし 

福井のすぐれた自然 「福井のすぐれた自然」における鳥獣の重要な生息地 
該当なし 

ラムサール条約 
登録湿地 

「ラムサール条約(特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に
関する条約)」に登録された湿地 

該当なし 

重要野鳥生息地 
(IBA) 

「鳥類を指標とした重要な自然環境」に指定された区域 
・能郷白山、伊吹山地 

生物多様性重要地域 

(KBA) 
「日本国内にある世界の生物多様性保全にとって重要な地域」 

・能郷白山、伊吹山 

保安林 「森林法」(昭和 26 年、法律第 249 号)における保安林 ・保安林 

緑の回廊 「緑の回廊」における緑の回廊 ・越美山地緑の回廊 

注)網掛けにした選定基準は、対象事業実施区域及びその周囲では該当しなかった。 

出典：「自然環境調査 Web-GIS shapeデータダウンロード 植生調査」 

(環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 令和 2年 10月 12 日閲覧) 

「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 特定植物群落調査」 

 (環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 令和 2 年 10月 12日閲覧) 

「国土数値情報 自然公園地域(平成 27 年度)」(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「各自然公園の区域図について」(福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/kouenkuikizu.html 令和 2 年 10月 12日閲覧) 

「環境アセスメントデータベース(EADAS)」(環境省ホームページ https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/ 令和 2年 10月 12 日閲覧) 

「国土数値情報 鳥獣保護区(平成 27 年度)」(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「福井のすぐれた自然データベース」(福井県安全環境部自然環境課 

http://www.erc.pref.fukui.jp/gbank/tokusei/index.html 令和 2年 12月 3 日閲覧) 

「ラムサール条約と条約湿地 -日本の条約湿地-」(環境省ホームページ 

http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/index.html 令和 2年 10月 12日閲覧) 

「IMPORTANT BIRD AREAS IN JAPAN」(公益財団法人日本野鳥の会ホームページ  

https://www.wbsj.org/activity/conservation/habitat-conservation/iba/ 令和 2年 10月 12 日閲覧) 

「KBA Key Biodiversity Area」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパンホームページ 

http://kba.conservation.or.jp/index.html 令和 2年 10 月 12 日閲覧) 

「国土数値情報 森林地域(平成 27 年度)」(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「国土数値情報 国有林野(平成 30 年度)」(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「緑の回廊」(林野庁ホームページ  

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/sizen_kankyo/corridor.html 令和 2年 12 月 3日閲覧) 
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図 3.1-22 

重要な自然環境のまとまりの場

 
出典：表 3.1-48に示す 
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3) 対象事業実施区域における食物連鎖 

対象事業実施区域及びその周囲の自然環境において、生息及び生育していると想定される代表

的な動植物を表 3.1-49、食物連鎖図を図 3.1-23に示す。 

 

表 3.1-49 基盤環境に想定される代表的な動植物 

基盤環境 植生等 植物 動物 

山地二次林、 

植林 

ブナ-ミズナラ群集 

コナラ群落  

スギ・ヒノキ・サワラ植林 等 

アカマツ、ヤマハンノキ、 

ブナ、コナラ、ミズナラ、ケヤ

キ、スギ、ヒノキ 等 

クマタカ、サシバ、タヌキ、テ

ン、カラ類、ヘビ類、カミキリ

ムシ類 等 

山地草原等 ススキ群落 

伐採跡地 等 

ススキ類、ヨモギ類、ノコンギ

ク、ヒメキンミズヒキ 等 

ノウサギ、ネズミ類、キツネ、

ノスリ、チョウ類、バッタ類 等 

 

 

図 3.1-23 対象事業実施区域及びその周囲における食物連鎖図 

  

高次 

消費者 

 

 

 

 

 

 

消費者 

 

 

 

 

 

 

低次 

消費者 

山地二次林、植林 

生産者 

基盤環境 

昆虫類 
(トンボ類・ハチ類等) 

草食性哺乳類 
(ノウサギ) 

両生類・爬虫類 
(カエル類・トカゲ類) 

森林棲小型鳥類 
(カラ類・キツツキ類) 

雑食性中型哺乳類 
(キツネ・タヌキ・テン) 

 

大型猛禽類 
(クマタカ) 

爬虫類 
(ヘビ類) 

ブナ-ミズナラ群落 

チャボガヤ-ケヤキ群集 

ススキ群落 
伐採跡地 

草地性小型鳥類 
(ホオジロ、モズ等) 

山地草地等 

草食性昆虫類(カミキリムシ類・チョウ類・バッタ類等) 

中型猛禽類 
(オオタカ・ノスリ、サシバ) 

オオバクロモ-ミズナラ群落 

ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 

スギ・ヒノキ 

・サワラ植林 

小型哺乳類 
(モグラ類・ネズミ類) 
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3.1.6 景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

(1) 景観の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における景観資源の状況は、表 3.1-50及び図 3.1-24に示すと

おり、「杉津」、「池ノ河内湿原」、「甲楽城海岸」等の 33点が分布する。 

なお、対象事業実施区域内には「木ノ芽峠」が含まれている。 

対象事業実施区域及びその周囲における主要な眺望点の状況は、表 3.1-51及び図 3.1-25に示

すとおりであり、「河野キャンプ場めだかの学校」、「水島」、「今庄 365 スキー場」、「道の駅河野」

等の 38点が存在する。 

なお、対象事業実施区域内には主要な眺望点は含まれていない。 

 

表 3.1-50 対象事業実施区域及びその周囲の景観資源 

No. 項目 名称 市町村名 

１ 河川 日野川峡谷 南越前町 

2  吉野瀬川(勝蓮華地区) 越前市 

3 湖沼 猪ヶ池 敦賀市 

4  池ノ河内湿原 敦賀市 

5  中池見湿地 敦賀市 

6 海岸 甲楽城海岸 南越前町 

7  杉津 敦賀市 

8  立石岬 敦賀市 

9  下長谷の洞窟 南越前町 

10  気比の松原 敦賀市 

11  色ヶ浜 敦賀市 

12  水島 敦賀市 

13  門ヶ埼 敦賀市 

14 道 湯尾峠 南越前町 

15  木ノ芽峠 敦賀市・南越前町 

16  越前・河野しおかぜライン 南越前町 

17  山中トンネル 敦賀市 

18  敦賀港線 敦賀市 

19  ループ線 敦賀市 

20 花 蓮田 南越前町 

21  花はす公園 南越前町 

22 建造物 アカタン砂防 南越前町 

23  気比神宮 敦賀市 

24  常宮神社 敦賀市 

25  黒河川鉄橋 敦賀市 

26  柴田氏庭園 敦賀市 

27 街並み 今庄 南越前町 

28  板取宿 南越前町 

29  

 

河野の家並み 南越前町 

30 舟溜り地区 敦賀市 

31 その他 阿曽の棚田 敦賀市 

32  元比田のミカン畑 敦賀市 

33  白山・坂口地区 越前市 

出典：「第 3回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図(福井県)」（平成元年、環境庁) 

「国土数値情報 地域資源(平成 24 年度)」(国土交通省ホームページ  

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「福井ふるさと百景」(福井県ホームページ  

http://info.pref.fukui.lg.jp/hyakkei/index.html 令和 2年 10月 13日閲覧) 
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表 3.1-51 対象事業実施区域及びその周囲の主要な眺望点(1/2) 

No. 名称 町名 概要 出典 

1 
野坂いこいの森 

キャンプ場 
敦賀市 敦賀市の西部、野坂岳(914m)の麓にある林間のキャンプ場。 1,2,3 

2 アルペンローズ 365 南越前町 
今庄 365スキー場に隣接。近くには、遊歩道、温泉施設があり、コテージ

にはバーベキュー炉が付属している。 
1,2 

3 
河野キャンプ場 

めだかの学校 
南越前町 

清らかな水を湛えた河野川のほとりには、バンガロー、バーベキュー舎が

あり、アウトドアライフを満喫することができる。 
1,2,4 

4 水島 敦賀市 
敦賀半島の先端に浮かぶ小さな無人島で、透明度の高い水質と白砂が魅力

的なビーチ。 海水浴期間中、毎日運航している渡し舟に乗って島に渡る。 
1,2,3 

5 五幡海水浴場 敦賀市 水の透明度が高く、遠浅のビーチで、車で浜辺まで入る事が出来る。 1,2,3 

6 手の浦海水浴場 敦賀市 
敦賀の中でも水がきれいで、若狭湾国定公園に指定されている。きめの細

かい白浜と海岸美が人気。 
1 

7 田結海水浴場 敦賀市 鞠山海水浴場の隣にあり、アクセスも便利。 1,2,3 

8 杉津海水浴場 敦賀市 
遠浅の海水浴場。 杉津一帯は海水浴だけでなく絶好の釣り場でもある。

（国定公園区域内） 
1,3 

9 鞠山海水浴場 敦賀市 
キャンプ場やバーベキューサイトの施設が充実しており、いろいろと満喫

できる海水浴場。 
1,2,3 

10 名子海水浴場 敦賀市 波も穏やかで、静かな海水浴場で地引網や、釣りイカダなども楽しめる。 1,2,3 

11 
気比の松原 

(海水浴場) 
敦賀市 

白砂青松の景勝地で、日本三大松原のひとつ。国の名勝にも指定されてい

る。浜茶屋、子供向けの海上遊具があり、海水浴場でもあるのでカップル

や家族連れまで、幅広い層に人気。 

1,2,3,5 

12 江良海水浴場 敦賀市 遠浅の海水浴場で、ゆっくり、のんびり泳ぎたいという方にはピッタリ。 1,3 

13 白木海水浴場 敦賀市 
静かでプライベートビーチ感覚、穴場の海水浴場。 水が大変きれいで釣り

客にも人気がある。 
1,2,3 

14 赤崎海水浴場 敦賀市 
平成 29 年リニューアルオープン。遠浅の海水浴場で、小さなお子様連れで

も安心して楽しめる海水浴場。 
3 

15 甲楽城海水浴場 南越前町 

近くには河野シーサイド温泉ゆうばえがあるほか、芝生団地もあり、開放

的な海水浴場。毎年夏には、花火大会(約 7,000 発)が行われる。（国定公園

区域内） 

1,2,4 

16 河野海水浴場 南越前町 南越前町の中で、国道 8 号からもっとも近い海水浴場。（国定公園区域内） 1,2,4 

17 糠海水浴場 南越前町 
旅館・民宿が軒を連ねる長島地区に位置する海水浴場で、宿泊に便利。 

（国定公園区域内） 
1,2,4 

18 今庄 365スキー場 南越前町 

初級者から上級者まで楽しめる、変化に富んだ 8コースが整備された理想

的なスキー場となっており、晴れた日には山頂から冬の日本海、白山連峰

が見渡せる絶好の景観がスキーヤー・スノーボーダーにとって楽しく滑れ

るコースレイアウトとなっている。 

1,2,4,5 

19 西方ヶ岳・蠑螺ヶ岳 敦賀市 

敦賀半島は、若狭湾の最も東に位置する福井県最大の半島で、西方ヶ岳は

その主峰。その稜線上の北側には蠑螺ヶ岳が連なっている。 登山道は良く

整備され、所々に標識も立っている。花崗岩の巨岩やブナ林があり山野草

も多く、その上展望も素晴らしい。 

1,3 

20 鉢伏山 敦賀市 

福井県を嶺南と嶺北に分ける分水嶺が、木ノ芽断層が横切る鉢伏山地。 そ

の主峰が、鉢伏山であり、鉢を伏せた様な円味のある形から名付けられた

といわれている。 

1,4 

21 岩籠山 敦賀市 

敦賀市の南にあり、野坂岳、西方ヶ岳と共に敦賀三山として親しまれ、県

内はもとより関西、中京方面からの登山者も多く、山頂近くのインディア

ン平原と呼ばれる笹原と巨岩が独特の雰囲気を醸し出し人気の高い山。 

1,3 

22 野坂岳 敦賀市 

敦賀市内から望める山の中でも一際目を引くのが、敦賀平野の南にそびえ

敦賀で最も高い山「野坂岳」。登山道は、登山やハイキングのために良く整

備されており、コースの途中や頂上からの展望は抜群。 

1,3,5 

23 天筒山 敦賀市 敦賀港を望める。 5 

24 蠑螺ヶ岳 敦賀市 砂の小島 2 つからなる水島を望める。 5 

25 山中峠 敦賀市 山中峠からは杉津を望める。 5 

26 藤倉山・鍋倉山 南越前町 

藤倉山は今庄の西側に位置する標高 643.5m の比較的低い山。ブナ林を抜け

てたどり着く藤倉山山頂からは日本海が眺められ、手軽に楽しめるハイキ

ングコース。 

4 

27 杣山 南越前町 
山全体が森林公園に指定され、遊歩道が整備されているので、ハイキング

に絶好。 
1 

28 ホノケ山 南越前町 
登山道も整備され，山頂からは日本海が遠望でき、3 月～4月頃の天気が良

い日には、福井市や敦賀半島が見渡せる。 
1,4 

29 野見ケ岳 南越前町 
日野山，岩谷山と連山をなす。登山・ハイキングに絶好。頂上に武周ケ池

がある。 
1 

30 日野山  南越前町 

越前市と南越前町の境に位置し、標高 795m。山頂からは天気に恵まれれ

ば、西から北の方角に日本海、遠く三国の海まで、東方は白山や御嶽山が

見える。 

2 
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表 3.1-51 対象事業実施区域及びその周囲の主要な眺望点(2/2) 

No. 名称 町名 概要 出典 

31 道の駅河野 南越前町 

越前加賀海岸国定公園の南玄関口、国道 8号沿いに位置する道の駅河野は、

若狭湾や敦賀半島を一望できる。施設の目印となる羽根の大きさ 10m の風車

がシンボル。（国定公園区域内） 

1,2 

32 
越前・河野 

しおかぜライン 
南越前町 

河野地区は福井県を代表する景勝地で国定公園に指定されている。越前海岸

に沿って整備され、越前・河野しおかぜラインから見える風景は美しい。（国

定公園区域内） 

5 

33 杉津パーキングエリア 敦賀市 北陸本線旧線の杉津駅の跡地に建設。素晴らしい景観を見ることができる。 5 

34 日野川 越前市 日野川の川岸から、日野山を望める。 5 

35 白山・坂口地区 越前市 
昔ながらの里地里山の風景が広がる。6 月になると坂口地区を流れる川の周

辺では、沢山の蛍が見られる。 
5 

36 敦賀港 敦賀市 沖合から敦賀港、気比の松原、野坂岳を見ることが出来る。 5 

37 柴田氏庭園 敦賀市 

江戸時代、小浜藩主の命を受け当地の新田開発にあたった敦賀の豪農・柴田

権右衛門の旧宅である。建物から庭を眺めると、借景に野坂山を見ることが

出来る。国の名勝に指定されている。 

5 

38 
余呉高原 

リゾート・ヤップ 
長浜市 

テクニックに合わせた 5 つのコースがあり、日本海を望む山頂からの眺めも

すばらしい。豊富な積雪とパウダースノーが魅力。冬以外では、バーベキュ

ーやバギーなどが楽しめる。 

6 

出典：令和 2年 10月 13 日閲覧 

1.「全国観るナビ」(公益社団法人日本観光振興協会ホームページ https://www.nihon-kankou.or.jp/) 

2.「ふくいドットコム」(公益社団法人 福井県観光連盟ホームページ https://www.fuku-e.com/) 

3.「敦賀観光案内サイト 漫遊敦賀」(一般社団法人 敦賀観光協会ホームページ http://www.turuga.org/) 

4.「南越前町観光情報サイト」(南越前町役場観光まちづくり課ホームページ  

http://www.minamiechizen.com/tabid/36/Default.aspx) 

5.「福井ふるさと百景」(福井県ホームページ http://info.pref.fukui.lg.jp/hyakkei/index.html) 

6.「長浜・米原を楽しむ観光情報サイト」(長浜観光協会ホームページ https://kitabiwako.jp/) 
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出典：表 3.1-50に示す。 

図 3.1-24 景観資源の状況 
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図 3.1-25 主要な眺望点の状況 

出典：表 3.1-51に示す。 
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(2) 人と自然との触れ合いの活動の場 

対象事業実施区域及びその周囲の主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況は、表 3.1-52

及び図 3.1-26 に示すとおりであり、「河野キャンプ場めだかの学校」、「水島」、「今庄 365スキー

場」、「松原公園」等の 25点が分布する。 

なお、対象事業実施区域内には人と自然との触れ合いの活動の場は含まれていない。 
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表 3.1-52 対象事業実施区域及びその周囲の主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

No. 名称 町名 概要 出典 

1 アルペンローズ 365 南越前町 
今庄 365スキー場に隣接。近くには、遊歩道、温泉施設があり、コテージにはバ

ーベキュー炉が付属している。 
1,2 

2 
河野キャンプ場 

めだかの学校 
南越前町 

清らかな水を湛えた河野川のほとりには、バンガロー、バーベキュー舎があり、

アウトドアライフを満喫することができる。 
1,2,4 

3 水島 敦賀市 
敦賀半島の先端に浮かぶ小さな無人島で、透明度の高い水質と白砂が魅力的なビ

ーチ。 海水浴期間中、毎日運航している渡し舟に乗って島に渡る。 
1,2,3 

4 五幡海水浴場 敦賀市 水の透明度が高く、遠浅のビーチで、車で浜辺まで入る事が出来る。 1,2,3 

5 手の浦海水浴場 敦賀市 
敦賀の中でも水がきれいで、若狭湾国定公園に指定されている。きめの細かい白

浜と海岸美が人気。 
1 

6 田結海水浴場 敦賀市 鞠山海水浴場の隣にあり、アクセスも便利。 1,2,3 

7 杉津海水浴場 敦賀市 
遠浅の海水浴場。 杉津一帯は海水浴だけでなく絶好の釣り場でもある。（国定公

園区域内） 
1,3 

8 鞠山海水浴場 敦賀市 
キャンプ場やバーベキューサイトの施設が充実しており、いろいろと満喫できる

海水浴場。 
1,2,3 

9 名子海水浴場 敦賀市 波も穏やかで、静かな海水浴場で地引網や、釣りイカダなども楽しめる。 1,2,3 

10 
気比の松原 

(海水浴場) 
敦賀市 

白砂青松の景勝地で、日本三大松原のひとつ。国の名勝にも指定されている。浜

茶屋、子供向けの海上遊具があり、海水浴場でもあるのでカップルや家族連れま

で、幅広い層に人気。 

1,2,3 

11 江良海水浴場 敦賀市 遠浅の海水浴場で、ゆっくり、のんびり泳ぎたいという方にはピッタリ。 1,3 

12 赤崎海水浴場 敦賀市 
平成 29 年リニューアルオープン。遠浅の海水浴場で、小さなお子様連れでも安

心して楽しめる海水浴場。 
3 

13 甲楽城海水浴場 南越前町 
近くには河野シーサイド温泉ゆうばえがあるほか、芝生団地もあり、開放的な海

水浴場。毎年夏には、花火大会(約 7,000発)が行われる。（国定公園区域内） 
1,2,4 

14 河野海水浴場 南越前町 南越前町の中で、国道 8 号からもっとも近い海水浴場。（国定公園区域内） 1,2,4 

15 今庄 365スキー場 南越前町 

初級者から上級者まで楽しめる、変化に富んだ 8コースが整備された理想的なス

キー場となっており、晴れた日には山頂から冬の日本海、白山連峰が見渡せる絶

好の景観がスキーヤー・スノーボーダーにとって楽しく滑れるコースレイアウト

となっている。 

1,2,4 

16 鉢伏山 敦賀市 

福井県を嶺南と嶺北に分ける分水嶺が、木ノ芽断層が横切る鉢伏山地。 その主

峰が、鉢伏山であり、鉢を伏せた様な円味のある形から名付けられたといわれて

いる。 

1,4 

17 藤倉山・鍋倉山 南越前町 

藤倉山は今庄の西側に位置する標高 643.5m の比較的低い山。ブナ林を抜けてた

どり着く藤倉山山頂からは日本海が眺められ、手軽に楽しめるハイキングコー

ス。 

4 

18 杣山 南越前町 
山全体が森林公園に指定され、遊歩道が整備されているので、ハイキングに絶

好。 
1 

19 ホノケ山 南越前町 
登山道も整備され，山頂からは日本海が遠望でき、3 月～4月頃の天気が良い日

には、福井市や敦賀半島が見渡せる。 
1,4 

20 松原公園 敦賀市 
気比の松原は三保の松原、虹の松原とともに日本三大松原のひとつに数えられる 

国の名勝地。青い海と白砂青松の織りなす光景は、まさに自然美の傑作。 
1 

21 鞠山海遊パーク 敦賀市 
敦賀新港に整備された親水エリア。磯遊びができるよう、大小の石が敷き詰めた

浅瀬が造られている。 
2,3 

22 金ヶ崎緑地 敦賀市 
敦賀港のシンボル緑地で、海沿いに敷設されたボードウォーク・ボードデッキか

らは敦賀港を一望することができる。 
3 

23 レインボーパーク南条 南越前町 
日野川の清流の横にある河川公園で、マレットゴルフ場や、バーベキュー等も行

なえる他、せせらぎでの水遊びや多目的広場でのレクレーションが楽しめる。 
1,4 

24 シーサイドパーク 南越前町 

いつでも日常的に利用できる公園施設。多目的広場や日本海の夕陽・漁火を眺望

できるサンセットテラス。芝生公園の中には大型遊具もあり、夜には噴水が七色

にライトアップされ、とても幻想的。 

4 

25 
余呉高原 

リゾート・ヤップ 
長浜市 

テクニックに合わせた 5 つのコースがあり、日本海を望む山頂からの眺めもすば

らしい。豊富な積雪とパウダースノーが魅力。冬以外では、バーベキューやバギ

ーなどが楽しめる。 

5 

出典：令和 2年 10月 13 日閲覧 

1.「全国観るナビ」(公益社団法人日本観光振興協会ホームページ https://www.nihon-kankou.or.jp/) 

2.「ふくいドットコム」(公益社団法人 福井県観光連盟ホームページ https://www.fuku-e.com/) 

3.「敦賀観光案内サイト 漫遊敦賀」(一般社団法人 敦賀観光協会ホームページ http://www.turuga.org/) 

4.「南越前町観光情報サイト」(南越前町役場観光まちづくり課ホームページ http://www.minamiechizen.com/tabid/36/Default.aspx)  

5.「長浜・米原を楽しむ観光情報サイト」(長浜観光協会ホームページ https://kitabiwako.jp/) 
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図 3.1-26 

主要な人と自然との触れ合いの 

活動の場 

出典：表 3.1-52に示す。 
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3.1.7 一般環境中の放射性物質の状況 

(1) 空間線量率の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における空間線量の測定結果及び調査地点は、表 3.1-53及び図 

3.1-27 に示すとおりである。 

なお、空間線量は 2019 年(平成 31 年 1 月 1 日～令和元年 12 月 31 日の平均値)の各地点の平均

値を示す。 

また、福井県における環境放射線モニタリングの調査結果及び調査地点は、表 3.1-54 及び図 

3.1-27 に示すとおりである。 

 

表 3.1-53 空間線量測定結果(令和元年) 

No. 市町村 測定機器 調査地点 平均値(μSｖ/h) 

1 敦賀市 固定型 敦賀市 敦賀 0.062 

2 敦賀市 固定型 敦賀市 浦底 0.058 

3 敦賀市 固定型 敦賀市 立石 0.059 

4 南越前町 固定型 南越前町 河野 0.046 

5 長浜市 固定型 長浜市 余呉局 0.032 

注)1. 固定型や可搬型モニタリングポストは、空気吸収線量率マイクログレイ毎時で測定しており、出典

元では、環境放射線モニタリング指針(原子力安全委員会)に基づき、１マイクログレイ毎時＝1 マ

イクロシーベルト毎時として換算し、実効線量を表示している。 

2. 可搬型モニタリングポスト及びリアルタイム線量測定システムについては、冬季期間中、天候（降

雪等）の影響により欠測する場合がある。 

出典：「放射線モニタリング情報 全国及び福島県の空間線量測定結果」 

(原子力規制委員会ホームページ https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/ 令和 2年 10月 13日閲覧) 

 

表 3.1-54 環境放射線モニタリング調査結果(平成 30年度) 

No. 市町村 調査地点 

平均値(nGy/h) 

最高値 最低値 
月間平均 

線量率 

1 敦賀市 立石 86.1 54.0 58.5 

2 敦賀市 浦底 90.4 53.7 58.1 

3 敦賀市 敦賀 109.6 54.9 62.2 

4 敦賀市 東郷 119.3 54.0 62.8 

5 敦賀市 栗野 151.7 55.8 66.9 

6 南越前町 大良  91.4 44.8 53.3 

7 南越前町 河野  77.7 43.0 47.1 

8 南越前町 板取 115.4 34.1 46.7 

9 南越前町 宇津尾 118.5 38.2 52.6 

10 南越前町 湯尾 114.3 39.7 47.1 

11 南越前町 南条  93.1 60.1 65.4 

12 南越前町 古木 103.4 42.6 59.2 

出典：「原子力発電周辺の環境放射能調査 平成 30 年度年報」 

(福井県原子力環境監視センターホームページ 

       http://www.houshasen.tsuruga.fukui.jp/ 令和 2 年 10月 13 日閲覧) 
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図 3.1-27 空間線量測定地点 
出典：「放射線モニタリング情報 全国及び福島県の空間線量測定結果」 

(原子力規制委員会ホームページ 

 https://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/ 令和 2 年 10 月 13 日閲覧)  

「原子力発電周辺の環境放射能調査 平成 30 年度年報」 

(福井県原子力環境監視センターホームページ 

 http://www.houshasen.tsuruga.fukui.jp/ 令和 2 年 10 月 13 日閲覧) 
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3.2 社会的状況 

3.2.1 人口及び産業の状況 

 (1) 人口の状況 

敦賀市、南越前町、長浜市における平成 27 年～令和元年の人口及び世帯数は表 3.2-1 に示すと

おりである。 

福井県敦賀市及び滋賀県長浜市においては、人口は減少傾向にあるが、世帯数は増加しており、

南越前町においては、人口及び世帯数ともに減少傾向にある。 

 

表 3.2-1 人口(住民基本台帳人口)及び世帯数の推移 

(各年 10月 1 日現在) 

町名 年 
人口(人) 

世帯数 
総数 男 女 

敦賀市 

平成 27 年 66,187 32,557 33,630 26,530 

平成 28 年 65,776 32,377 33,399 26,664 

平成 29 年 65,422 32,213 33,209 26,767 

平成 30 年 64,930 32,031 32,899 26,912 

令和元年 64,474 31,827 32,647 27,079 

南越前町 

平成 27 年 10,799 5,172 5,627 3,348 

平成 28 年 10,639 5,102 5,537 3,357 

平成 29 年 10,491 5,031 5,460 3,337 

平成 30 年 10,300 4,939 5,361 3,316 

令和元年 10,135 4,878 5,257 3,290 

長浜市 

平成 27 年 121,283 59,317 61,966 44,794 

平成 28 年 120,351 58,875 61,476 44,970 

平成 29 年 119,424 58,435 60,989 45,284 

平成 30 年 118,659 58,111 60,548 45,691 

令和元年 118,103 57,963 60,140 46,301 
出典：「福井県の推計人口」(福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/zinnkou/jinkou.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

「人口と世帯数」(長浜市ホームページ 

https://www.city.nagahama.lg.jp/category/5-16-6-0-0.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 
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 (2) 産業の状況 

   1) 産業構造及び産業配置 

関係市町における平成 27年の産業別就業者数は表 3.2-2に示すとおりである。 

福井県敦賀市では「卸売業、小売業」、「建設業」、「製造業」、南越前町では「製造業」、「医療、福

祉」、「卸売業、小売業」、滋賀県長浜市では「製造業」、「卸売業、小売業」、「医療、福祉」の就業人

口比率が高い。 

 

表 3.2-2 産業別就業者数(平成 27年) 

部門 大分類 
敦賀市 南越前町 長浜市 

人口(人) 

第 1 次産業 
農業、林業 533 342 1,836 

漁業 82 59 47 

第 2 次産業 

鉱業、採石業、砂利採取業 11 18 17 

建設業 4,404 492 3,434 

製造業 4,344 1,377 17,217 

第 3 次産業 

電気・ガス・熱供給・水道業 1,294 24 184 

情報通信業 352 44 387 

運輸業、郵便業 1,881 233 2,444 

卸売業、小売業 4,628 680 7,755 

金融業、保険業 578 73 986 

不動産業、物品賃貸業 362 22 450 

学術研究、専門・技術サービス業 1,766 103 1,131 

宿泊業、飲食サービス業 2,113 329 2,963 

生活関連サービス業、娯楽業 1,108 124 1,568 

教育、学習支援業 1,255 195 2,888 

医療、福祉 3,904 719 6,855 

複合サービス事業 293 106 670 

サービス業(他に分類されないもの) 2,396 316 2,865 

公務(他に分類されるものを除く) 1,027 219 1,654 

分類不能の産業 489 28 2,083 

総数 32,820 5,503 57,434 
出典：「平成 27年国勢調査 就業状態等基本集計」(総務省統計局ホームページ 

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka.htm 令和 2年 10月 14日閲覧) 

  



3-108 

(128) 

   2) 生産品目、生産量及び生産額 

  (a) 農業 

関係市町における農業産出額は表 3.2-3に示すとおりである。 

福井県敦賀市、南越前町及び滋賀県長浜市では「米」の産出額が最も多い。 

 

表 3.2-3 農業産出額(推計)(平成 30年) 

(単位：1,000 万円) 

種別 敦賀市 南越前町 長浜市 

耕種 

米 53 76 610 

麦類 - 0 4 

雑穀 0 1 1 

豆類 0 0 8 

いも類 0 0 5 

野菜 20 50 54 

果実 3 5 5 

花き 1 x 10 

工芸農作物 - - 0 

 茶 - - 0 

種苗・苗木類・その他 0 x 1 

畜産 

肉用牛 5 - 2 

乳用牛 0 1 1 

 生乳 x x x 

豚 - - - 

鶏 0 0 0 

 
鶏卵 x x x 

ブロイラー - - x 

その他畜産物(養蚕含む) - - 0 

加工農産物 - - 0 

合計 82 138 701 

注)1.「0」は単位に満たないもの、「－」は事実のないもの、「x」は非公表のものを示す。 

2. 統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致 

しない場合がある。 

出典：「平成 30年市町村別農業産出額(推計)(農林水産省ホームページ 

http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sityoson_sansyutu/index.html 

令和 2年 10月 14 日閲覧) 

 

  (b) 林業 

関係市町における平成 27年の所有形態別林野面積は表 3.2-4に示すとおりである。 

福井県敦賀市、南越前町及び滋賀県長浜市においては、「民有林」が多くを占めている。 

 

表 3.2-4 所有形態別林野面積(平成 27年) 

                                     (単位：ha) 

区分 敦賀市 南越前町 長浜市 

合 計  19,834  31,229  37,208  

国 有  4,698  6,297  3,267  

民 有 小計 15,136  24,932  33,941  

 独立行政法人等 862  974  290  

 公 有 1,850  4,594  7,323  

 私 有 12,424  19,364  26,328  
出典：「2015 年農林業センサス報告書第 1巻都道府県別統計書 (農林水産省ホームページ 

http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2015/top.html 令和 2年 10月 14 日閲覧) 
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  (c) 水産業 

関係市町における漁業種類別漁獲量は表 3.2-5に示すとおりである。 

漁獲量は福井県敦賀市が 503t、南越前町が 1,516tとなっており、滋賀県長浜市は事実不詳又は

調査を欠くものとされている。 

 

表 3.2-5 漁業種類別漁獲量(平成 30年) 

(単位：t) 

漁業種類別 敦賀市 南越前町 長浜市 

底びき網 

遠洋底びき網 - - … 

以西底びき網 - - … 

沖合底びき網 
1 そうびき - - … 

2 そうびき - - … 

小型底びき網 29 - … 

船びき網 - - … 

まき網 
大中型まき網 

1 そうまき 

遠洋かつお・まぐろ - - … 

近海かつお・まぐろ - - … 

その他 - - … 

2 そうまき網 - - … 

中・小型まき網 - - … 

刺網 

さけ・ます流し網 - - … 

かじき等流し網 - - … 

その他の刺網 9 20 … 

敷網 さんま棒受網 - - … 

定置網 

大型定置網 x 1,226 … 

さけ定置網 - - … 

小型定置網 176 251 … 

その他の網漁業 - - … 

はえ縄 
まぐろはえ縄 

遠洋まぐろはえ縄 - - … 

近海まぐろはえ縄 - - … 

沿岸まぐろはえ縄 - - … 

その他のはえ縄 22 - … 

はえ縄以外の釣 

かつお一本釣 

遠洋かつお一本釣 - - … 

近海かつお一本釣 - - … 

沿岸かつお一本釣 - - … 

いか釣 

遠洋いか釣 - - … 

近海いか釣 - - … 

沿岸いか釣 x 0 … 

ひき縄釣 - - … 

その他の釣 31 3 … 

採貝・採藻 12 8 … 

その他の漁業 22 8 … 

漁獲量計 503 1,516 … 

注)「0」は単位に満たないもの、「-」は事実のないもの、「x」は非公表のもの、「…」は事実不詳又は調査を欠くものを示す。 

出典：「海面漁業生産統計調査 平成 30年度市町村別データ」(農林水産省ホームページ 

  https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kaimen_gyosei/#c 令和 2年 10月 14 日閲覧) 
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  (d) 商業 

関係市町における平成 28年の商業の状況は、表 3.2-6に示すとおりである。 

年間商品販売額は、福井県敦賀市が 156,769 百万円、南越前町 6,548 百万円、滋賀県長浜市が

207,670 百万円であった。 

 

表 3.2-6 商業の状況(平成 28年) 

項目 敦賀市 南越前町 長浜市 

事業所数 735 81 1,170 

従業員数(人) 5,066 344 8,571 

年間商品販売額(百万円) 156,769 6,548 207,670 
出典：「平成 28年経済センサス－活動調査 産業別集計(卸売業,小売業[産業編 市区町村表])」 

(経済産業省ホームページ https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/census/hyo.html  

令和 2年 10月 14 日閲覧) 

 

  (e) 工業 

関係市町における平成 30年の工業の状況は、表 3.2-7に示すとおりである。 

製造品出荷額は、福井県敦賀市が 11,862,783 万円、南越前町が 965,758 万円、滋賀県長浜市が

63,352,439万円であった。 

 

表 3.2-7 工業の状況(平成 30年実績) 

項目 敦賀市 南越前町 長浜市 

事業所数 75 14 280 

従業員数(人) 3,507 471 15,568 

製造品出荷額(万円) 11,862,783 965,758 63,352,439 
出典：「工業統計調査 2019年(2018 年実績) 確報(地域別統計表)」 

(経済産業省ホームページ https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/result-2.html 

令和 2年 10月 14 日閲覧) 
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3.2.2 土地利用の状況 

 (1) 土地利用 

関係市町における平成 30年の土地利用の状況は、表 3.2-8に示すとおりである。 

雑種地その他を除くと、福井県敦賀市、南越前町及び滋賀県長浜市においては、「山林」が多くを

占めている。 

 

表 3.2-8 土地利用の状況(平成 30年) 

福井県 滋賀県 

項目 敦賀市 南越前町 項目 長浜市 

土地利用 単位： ha 土地利用 単位： ha 

田 1,314.8 1,003.7 田 234.0 

畑 254.4 144.4 畑 73.0 

宅地 1,362.7 279.0 宅地 127.0 

山林 4,515.5 6,114.3 湖沼 14.0 

原野 220.4 199.9 山林 4,133.0 

雑種地、その他 3,533.7 5,401.7 牧場 - 

計 11,201.5 13,143.0 原野 43.0 

   雑種地 434.0 

   その他 25,969.0 

   計 31,027.0 
出典：「福井県統計年鑑」(福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/nenkan.html 令和 2年 10月 14 日閲覧) 

「平成 30 年度(2018年度)滋賀県統計書」(滋賀県ホームページ  

https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/tokei/tokeisyo/ 令和 2 年 10 月 14 日閲覧) 

 

 (2) 土地利用計画 

   1) 都市計画法 

対象事業実施区域及びその周囲における、「都市計画法」(昭和 43 年 6 月 15 日法律第 100 号、

最終改正：令和 2年 6月 10 日法律第 43号)および「敦賀市土地利用調整条例（敦賀市）」（平成 17

年 12月 27日条例第 20号、最終改正：平成 28年 3月 22日条例第 7号）に基づく用途地域の指定

状況を図 3.2-1に示す。 

 

   2) 国土利用計画法 

対象事業実施区域及びその周囲における、「国土利用計画法」(昭和 49年 6月 25日法律第 92号、

最終改正：令和 2年 6月 10 日法律第 43号)第 9 条に基づく「土地利用基本計画」の地域の指定状

況を図 3.2-2に示す。 

対象事業実施区域には農業地域、森林地域、自然公園地域等が含まれている。 

なお、対象事業実施区域及びその周囲において自然保全地域はない。 
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図 3.2-1  

都市計画法(用途地域) 
出典：「国土数値情報 用途地域(令和元年)」 

(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

「敦賀市都市計画図（令和元年 9月 20日都市計画決定時点）」 
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都市地域 

 

 

  

図 3.2-2(1)  

国土利用計画法(都市地域) 
出典：「国土数値情報 都市地域(平成 30 年)」 

(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

「敦賀市都市計画図（令和元年 9月 20日都市計画決定時点）」 
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図 3.2-2(2)  

国土利用計画法(農業地域) 

 出典：「国土数値情報 農業地域(平成 27 年)」 

(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 
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図 3.2-2(3)  

国土利用計画法(森林地域) 
出典： 

「国土数値情報 森林地域(平成 27 年)」、「国土数値情報 国有林野(平成 30 年)」 

(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 
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図 3.2-2(4)  

国土利用計画法(自然公園地域) 

出典：「国土数値情報 自然公園地域(平成 27 年)(国土交通省ホームページ 

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

「各自然公園の区域図について」(福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/kouenkuikizu.html  

令和 2年 10月 14 日閲覧) 
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3.2.3 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 

 (1) 河川、湖沼及び海域の利用状況 

   1) 河川及び湖沼 

対象事業実施区域及びその周囲の河川、湖沼における、「漁業法(昭和 24年 12月 15日法律第 267

号、最終改正：令和元年 5月 15 日法律第 1号）」、「福井県内水面漁業調整規則」(昭和 46年福井県

規則第 8号) 及び「滋賀県漁業調整規則」(昭和 40年滋賀県規則第 6号)に基づき設定された内水

面共同漁業権等の設定状況は表 3.2-9に、位置は図 3.2-3に示すとおりである。 

 

表 3.2-9 内水面漁業権の設定状況 

都道 

府県 
免許番号 漁業の名称 所在地 漁業権の種類 

福井県 

内共第 3号 日野川漁業協同組合 越前市松森町第 33号 5 番地の 4 第五種 
あゆ、こい、ふな、 

いわな、やまめ 

内共第 7号 河野川漁業協同組合 南条郡南越前町赤萩 31号 12番地 第五種 あゆ、やまめ 

内共第 8号 敦賀河川漁業協同組合 敦賀市三島町一丁目 11番 1 号 第五種 あゆ、いわな、やまめ 

滋賀県 内共第 14 号 丹生川漁業協同組合 長浜市余呉町上丹生 2556 第五種 
あゆ、あまご、いわな、 

うなぎ 

出典：「国土数値情報 河川(平成 19 年、平成 21 年)」(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

「EADAS(環境アセスメントデータベース)」(環境省ホームページ 

https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/ 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

「福井県内における内水面に係る共同漁業権」(福井県ホームページ 

http://info.pref.fukui.jp/suisan/rlmn/umi/kenri/index.html 令和 2年 10月 14 日閲覧) 

「河川の有料釣り場について」(滋賀県ホームページ 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/suisan/18707.html 令和 2年 10 月 14 日閲覧) 

 

   2) 海域 

対象事業実施区域及びその周囲の海域における、「漁業法(昭和 24年 12 月 15 日法律第 267 号、

最終改正：令和元年 5月 15 日法律第 1号）」基づき設定された共同漁業権等の設定状況は表 3.2-10

に、位置は図 3.2-3に示すとおりである。 

 

表 3.2-10(1) 漁業権の設定状況(共同漁業権) 

免許 

番号 

漁業の種類、名称及び時期 漁業の位置 

及び 

漁場の区域 
漁業権の種類 漁業の名称 漁業の時期 

共第 

13 号 

共同 

第一種 

貝類漁業 4 件(あわび、かき、さざえ、とこぶし)、 

藻類漁業 5 件(わかめ、もずく等)、 

その他漁業 4 件(うに、なまこ、たこ、えむし) 

周年 福井県南条郡南越前町 

今泉・河野・大良・大谷 

第二種 雑魚小型定置網漁業、磯さし網漁業 周年 

共第 

15 号 

第一種 

貝類漁業 9 件(あわび、さざえ等)、 

藻類漁業 6 件(わかめ、もずく等)、 

その他漁業 4 件(うに、なまこ等) 

周年 
福井県敦賀市地先 

第二種 雑魚小型定置網漁業、磯さし網漁業 周年 

出典：「海洋状況表示システム 海しる」(海上保安庁ホームページ 

https://www.msil.go.jp/msil/Htm/TopWindow.html 令和 2年 12 月 3 日閲覧) 

 

表 3.2-10(2) 漁業権の設定状況(区画及び定置漁業権) 

免許番号 漁業権の種類 養殖業・漁業種類 操業(養殖)時期 所在地 

区第 10 号 
区画 第 1 種 

わかめ 10/1-4/30 福井県敦賀市杉津地先 

区第 11 号 たこ小割式 1/1-12/31 福井県敦賀市赤崎地先 

定第 10 号 

定置 

ぶり定置漁業 1/1-12/31 福井県南条郡南越前町河野地先 

定第 11 号 ぶり定置漁業 1/1-12/31 福井県敦賀市元町比田地先 

定第 12 号 ぶり定置漁業 1/1-12/31 福井県敦賀市五幡地先 

出典：「海洋状況表示システム 海しる」(海上保安庁ホームページ 

https://www.msil.go.jp/msil/Htm/TopWindow.html 令和 2年 12 月 3 日閲覧) 
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図 3.2-3  

漁業権の設定状況 

出典：表 3.2-9 及び表 3.2-10 に示す。 
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 (2) 地下水の利用状況 

対象事業実施区域及びその周囲において、水道の水源として地下水が利用されており、水道水源

及び施設等の位置は図 3.2-4に示すとおりである。 

「敦賀市新水道ビジョン」(敦賀市、令和元年)によると、海岸沿いは表流水を利用しており、新

保地区は湧水を水道の水源として利用している。なお、対象事業実施区域と集水域との関係から新

保地区の水源は対象事業実施区域との距離が相当あるため、濁水を含めた影響は無いと推定される。 

「南越前町水道ビジョン」(南越前町、平成 31 年)によると、堺・鹿蒜地区は広谷川砂防ダム(表

流水)を利用しており、大谷地区は宮ノ谷川水源(伏流水)を水道の水源として利用している。 

長浜市における、上水道及び簡易水道の取水状況は表 3.2-11 及び表 3.2-12 に示すとおりであ

り、水道の水源として地下水が利用されている。 

 

表 3.2-11 上水道事業及び簡易水道の取水状況(平成 30年度) 

事業種 事業主体名 名称 所在地 取水量 
地表水(千㎥) 

湖水 表流水 

上水道 長浜水道企業団 下坂浜浄水場 下坂浜町 9,705 9,705 0 

 びわ 川道水源地 川道町 887 0 0 

   錦織水源地 錦織町 497 0 0 

 浅井 内保浄水場 内保町 778 0 0 

   高山浄水場 高山町 250 0 0 

   野村浄水場 野村町 968 0 0 

 高月 高月浄水場 高月町高月 1,863 0 0 

  二俣加圧所 湖北町二俣 40 0 0 

 木之本 大音浄水場 木之本町山梨子 581 581 0 

   黒田浄水場 木之本町黒田 376 0 0 

簡易水道 湖北中部 中部浄水場 湖北町速水 469 0 0 

 湖北西部 西部浄水場 湖北町山本 452 0 0 

 小今賀 小今賀浄水場 湖北町賀 30 0 0 

 郡上 郡上浄水場 小谷郡上町 103 0 0 

 余呉木之本 金居原水源地 木之本町金居原 55 0 55 

   中央浄水場 余呉町東野 703 0 0  

   菅並浄水場 余呉町菅並 66 0 66 

   椿坂浄水場 余呉町椿坂 5 0 0  

   中河内浄水場 余呉町中河内 9 0 9 

 西浅井 永原中央浄水場 西浅井町菅浦 314 314 0  

   集福寺浄水場 西浅井町集福寺 413 0  413 

   菅浦浄水場 西浅井町菅浦 40 40 0  

   鶴ヶ岡浄水場 西浅井町沓掛 10 0  10 

出典：「滋賀県の水道(平成 30 年度)」(滋賀県ホームページ  

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/suido/16370.html 令和 2年 10月 20 日閲覧） 
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表 3.2-12 上水道事業及び簡易水道の取水状況(平成 30年度) 

事業種 事業主体名 名称 所在地 取水量 
地下水(千㎥) 

浅井戸 深井戸 伏流水 

上水道 長浜水道企業団 下坂浜浄水場 長浜市下坂浜町 9,705 0 0 0 

 びわ 川道水源地 川道町 887 652 0 235 

   錦織水源地 錦織町 497 497 0 0 

 浅井 内保浄水場 内保町 778 0 778 0 

   高山浄水場 高山町 250 250 0 0 

   野村浄水場 野村町 968 0 968 0 

 高月 高月浄水場 高月町高月 1,863 0 1,863 0 

  二俣加圧所 湖北町二俣 40 0 40 0 

 木之本 大音浄水場 木之本町山梨子 581 0 0 0 

   黒田浄水場 木之本町黒田 376 0 376 0 

簡易水道 湖北中部 中部浄水場 湖北町速水 469 469 0 0 

 湖北西部 西部浄水場 湖北町山本 452 452 0 0 

 小今賀 小今賀浄水場 湖北町賀 30 30 0 0 

 郡上 郡上浄水場 小谷郡上町 103 0 103 0 

 余呉木之本 金居原水源地 木之本町金居原 55 0 0 0 

   中央浄水場 余呉町東野 703 0 703 0 

   菅並浄水場 余呉町菅並 66 0 0 0 

   椿坂浄水場 余呉町椿坂 5 5 0 0 

   中河内浄水場 余呉町中河内 9 0 0 0 

 西浅井 永原中央浄水場 西浅井町菅浦 314 0 0 0 

   集福寺浄水場 西浅井町集福寺 413 0 0 0 

   菅浦浄水場 西浅井町菅浦 40 0 0 0 

   鶴ヶ岡浄水場 西浅井町沓掛 10 0 0 0 

出典：「滋賀県の水道(平成 30 年度)」(滋賀県ホームページ  

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/suido/16370.html 令和 2年 10月 20 日閲覧） 
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図 3.2-4  

水道水源及び施設等の位置 

出典：「敦賀市新水道ビジョン」(敦賀市、令和元年) 

「南越前町水道ビジョン」(南越前町、平成 31 年) 
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3.2.4 交通の状況 

 (1) 道路 

対象事業実施区域及びその周囲における主要な道路の状況を図 3.2-5 に示す。また平成 27 年度

道路交通センサスによる交通量の状況を表 3.2-13に示す。 

 

表 3.2-13 一般交通量調査の状況(平成 27年度)  

No. 路線名 
調査単位 

区間番号 
交通量観測地点地名 

交通量(単位：台) 

12 時間 24 時間 

1 北陸自動車道 100 一般国道 305 号今庄 IC～敦賀 IC 18,593 27,828 

2 一般国道 8 号 10120 大良 5,019 8,092 

3  10130 敦賀市赤崎 7,435 11,376 

4 一般国道 305 号 10950 - 9,305 12,283 

5 
一般国道 305 号 

(しおかぜライン) 
10980 南条郡南越前町大谷 1,338 1,632 

6 一般国道 365 号 11150 南条郡南越前町上板取 472 628 

7 
大谷杉津線 

(しおかぜライン) 
61750 - 260 330 

8 大谷杉津線 61760 - 654 791 

9 今庄杉津線 61800 - 400 508 

10 五幡新保停車場線 61840 - 643 778 

注)1. 観測地点及び交通量が明らかになっていない場合は「-」とする。 

2. 上の表中、斜体で記載した数値は推計値を示す。 

出典：「平成 27年度 全国道路・街路交通情勢調査(道路交通センサス)一般交通量調査 集計表」 

(国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/road/census/h27/ 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

「平成 27 年度 道路交通センサス 調査結果」 

(福井県ホームページ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/douken/census/h27census.html令和 2年 12 月 3日閲覧) 

 

 (2) 鉄道 

対象事業実施区域及びその周囲における鉄道の状況を図 3.2-5に示す。 

対象事業実施区域の南西側から北東側に北陸線が通過している。 

また、北陸新幹線(金沢-敦賀区間)が建設中であり、計画ルートを図 3.2-5に示す。 

なお、北陸新幹線は滋賀県内を通過しない。 
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図 3.2-5  

主要な交通の状況 

出典： 

「国土数値情報 鉄道(令和元年)」(国土交通省ホームページ 

 https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

「平成 27 年度 道路交通センサス 調査結果」(福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/douken/census/h27census.html 

令和 2 年 12 月 3 日閲覧) 

「北陸新幹線 北陸ルート図」(福井県新幹線建設推進課ホームページ  

http://info.pref.fukui.jp/sokou/s-hinkansen/2-3.html#X4  

令和 2 年 12 月 3 日閲覧) 
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3.2.5 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住居の配置の

概況 

 (1) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必

要な施設を表 3.2-14 及び図 3.2-6に示す。 

 

表 3.2-14 環境の保全についての配慮が特に必要な施設  

No. 分類 施設名 所在地 

1 小学校 東浦小学校 敦賀市杉津 19-12-1 

2  赤崎小学校 敦賀市赤崎 39-8 

3  湯尾小学校 南越前町湯尾 88-2 

4 中学校 東浦中学校 敦賀市杉津 19-12-1 

5 
保育所 湯尾保育所 南条郡南越前町湯尾 72-15 

東浦保育園（※休園中） 敦賀市大比田 34-41-12 

6 診療所 敦賀市国民健康保険疋田診療所葉原出張所 敦賀市葉原 98-21-2 

7  敦賀市国民健康保険東浦診療所 敦賀市大比田 34号 16 番地 1 

8  医療法人ありが医院 南条郡南越前町湯尾第 30号 19 番地 1 

出典：令和 2年 10月 14 日閲覧 
「福井県オープンデータライブラリ 7.学校」(福井県ホームページ 

 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/opendata/list_7.html） 
「県立高校等の所在地一覧」(福井県ホームページ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukou/zyuusyo.html） 
「学校一覧(幼稚園・小中学校)」(敦賀市ホームページ 

https://www.city.tsuruga.lg.jp/smph/about_city/cityhall-facility/gakkoichiran_yo_sho_.html） 
「教育・保育施設-地域型保育事業一覧(保育園一覧)」(敦賀市ホームページ 
 https://www.city.tsuruga.lg.jp/smph/kosodate/hoikuen_yochien/yochien_hoikuenn/hoikuen_ichiran.html） 

「子ども・教育」(南越前町ホームページ https://www.town.minamiechizen.lg.jp/sisetu/3003/index.html） 
「国土数値情報 学校(平成 25 年)」(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 
「福井県オープンデータライブラリ 10.社会福祉」(福井県ホームページ 

 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/opendata/list_10_1.html） 
「国土数値情報 福祉施設(平成 27 年)」(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 
「医療情報ネットふくい(福井県広域災害・医療情報システム)」(福井県ホームページ  

https://www.qq.pref.fukui.jp/qq18/qqport/kenmintop/） 
「国土数値情報 医療機関(平成 26 年)」(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 
「敦賀市立図書館」(敦賀市ホームページ https://lib.ton21.ne.jp/LWeb/） 

「南越前町立図書館」(南越前町ホームページ https://lib.town.minamiechizen.fukui.jp/） 
 
 

 

 (2) 住居の配置の概況 

対象事業実施区域及びその周囲における住居の分布状況を図 3.2-7に示す。 

なお、対象事業実施区域内に住居は含まれている。 
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図 3.2-6  

配慮が必要な施設の分布状況 

出典：表 3.2-14に示す。 



3-126 

(146) 

 

  

図 3.2-7  

住居等の分布状況 
出典：「国土基盤地図情報 建築物」(基盤地図情報ダウンロードサービス  

国土地理院ホームページ https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php  

令和 2年 10月 14 日閲覧)をもとに作成 

約 1.0m 

約 1.0km 
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3.2.6 下水道の整備状況 

関係市町における、平成 30年度の下水道の普及状況は表 3.2-15に示すとおりである。 

 

表 3.2-15 下水道処理人口普及率(平成 30年度末) 

市町名 総人口(人) 処理人口(人) 普及率(％) 

敦賀市 65,565 55,892 85.2 

南越前町 10,610 4,196 39.5 

長浜市 118,125 94,722 80.2 

出典：「平成 30年度末市町別汚水処理施設整備状況」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kasen/gesui/title-fukyu.html 令和 2年 10 月 14 日閲覧) 

「汚水処理施設の整備状況」(滋賀県ホームページ  

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/suido/13319.html 令和 2年 10月 14 日閲覧) 

 

3.2.7 廃棄物の状況 

 (1) 一般廃棄物 

関係市町における一般廃棄物処理事業実態調査の結果(平成 30年度実績)を表 3.2-16に示す。 

 

表 3.2-16 一般廃棄物処理事業実態調査結果(平成 30年度実績) 

市町名 総排出量（t） 
直接焼却量

（t） 

ごみ処理量

（t） 

リサイクル率

（%） 

最終処分量

（t） 

敦賀市 24,903 18,049 23,688 14.3 3,077 

南越前町 2,921 2,098 2,905 15.7 349 

長浜市 35,147 26,797 35,147 13.7 4,335 

注)1.リサイクル率（%）(合計）＝ 

（直接資源化量（合計）＋中間処理後再生利用量＋集団回収量）÷（総排出量＋直接資源化量（事業者直接再資源化）） 

出典：「一般廃棄物処理実態調査結果(平成 30 年度調査結果)(環境省ホームページ 

http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/index.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

 

 (2) 産業廃棄物 

対象事業実施区域及びその周囲における産業廃棄物の排出量及び処理・処分状況は、表 3.2-17

に、対象事業実施区域及びその周囲 50km に係る市町村別の施設数は表 3.2-18に、市町村における

産業廃棄物の中間処理施設及び最終処分場の分布状況は図 3.2-8に示すとおりである。 

福井県における産業廃棄物(平成 25年度)の最終処分量は 63千ｔ、滋賀県における産業廃棄物(平

成 30年度)の最終処分量は 10.5 千 tとなっている。 

 

表 3.2-17 産業廃棄物の排出量及び処理・処分量 

(単位：千 t)  

種類 年度 排出量 再生利用量 減量化量 最終処分量 

福井県 平成 25 年度 2,895 1,308 1,523 63 

滋賀県 平成 30 年度 3,848 1,776 1,967 10.5 

出典：「福井県産業廃棄物実態調査報告書(平成 25 年度)」(福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/junkan/h25jittaityousahoukokusho.html 令和 2年 10 月 14 日閲覧) 

「産業廃棄物処理の概況(平成 30年度実績)」(滋賀県ホームページ 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/haikibutsu/13369.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 
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表 3.2-18 市町村別の中間処理施設及び最終処分場の分布状況 

県名 
市町村名 

(所在地) 

産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 

中間処理 最終処分 中間施設 最終処分 

石川県 加賀市 10 0 0 0 

福井県 福井市 37 2 3 0 

 敦賀市 11 1 2 0 

 小浜市 5 0 0 0 

 大野市 3 0 0 0 

 勝山市 0 0 0 0 

 鯖江市 14 0 2 0 

 あわら市 12 0 0 0 

 越前市 20 0 1 0 

 坂井市 11 1 0 0 

 永平寺町 0 0 0 0 

 池田町 0 0 0 0 

 南越前町 0 0 0 0 

 越前町 5 0 0 0 

 美浜町 0 0 0 0 

 おおい町 0 0 0 0 

 若狭町 3 0 0 0 

岐阜県 大垣市 13 0 0 0 

 関市 9 0 0 0 

 山県市 1 0 0 0 

 本巣市 5 0 0 0 

 垂井町 1 0 0 0 

 関ケ原町 1 0 0 0 

 神戸町 1 0 0 0 

 揖斐川町 5 0 0 0 

 大野町 5 0 0 0 

 池田町 3 0 0 0 

滋賀県 大津市 11 2 0 0 

 彦根市 8 0 0 0 

 長浜市 9 0 0 0 

 近江八幡市 3 0 0 0 

 高島市 5 0 0 0 

 東近江市 6 3 0 0 

 米原市 8 0 0 0 

 多賀町 0 0 0 0 
出典：「国土数値情報 廃棄物処理施設(産業)(平成 24 年)」(国土交通省ホームページ  

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/)  
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図 3.2-8 

産業廃棄物処理施設 

出典：「国土数値情報 廃棄物処理施設(産業)(平成 24 年)」 

(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 
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3.2.8 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内

容その他の環境の保全に関する施策の内容 

 (1) 公害関係法令等 

   1) 環境基準 

  (a) 大気汚染 

大気の汚染に係る環境基準は、「環境基本法」(平成 5年 11月 19日法律第 91号、最終改正:平成

30年 6月 13 日法律第 50号)に基づき全国一律に定められており、その内容は表 3.2-19に示すと

おりである。また、ベンゼン等の有害大気汚染物質については表 3.2-20、微小粒子状物質につい

ては表 3.2-21、光化学オキシダントについては表 3.2-22に示す基準がそれぞれ定められている。 

なお、環境基準は工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活しない地域または場所には適用

されない。 

 

表 3.2-19 大気の汚染に係る環境基準 

物質 環境上の条件 

二酸化いおう(SO2) 1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。 

一酸化炭素(CO) 
1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm 以下

であること。 

浮遊粒子状物質(SPM) 
1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m3以下であるこ

と。 

二酸化窒素(NO2) 1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。 

光化学オキシダント

(OX) 
1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 

備考 

1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 

2.浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm 以下のものをいう。 

3.二酸化窒素について、1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあっては、原

則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるも

のとする。 

4.光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化

性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。 

 

出典：「大気の汚染に係る環境基準について」 

(昭和 48年 5月 8 日環境庁告示第 25 号 最終改正：平成 8年 10月 25 日環境庁告示第 73 号) 

「二酸化窒素に係る環境基準について」 

(昭和 53年 7月 11日環境庁告示第 38号 最終改正：平成 8 年 10月 25日環境庁告示第 74 号) 

 

表 3.2-20 有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準 

物質 環境上の条件(設定年月日等) 

ベンゼン 1 年平均値が 0.003mg/ m3以下であること。(H9.2.4 告示) 

トリクロロエチレン 1 年平均値が 0.13mg/ m3以下であること。(H30.11.19 告示) 

テトラクロロエチレン 1 年平均値が 0.2mg/ m3以下であること。(H9.2.4 告示) 

ジクロロメタン 1 年平均値が 0.15mg/ m3以下であること。(H13.4.20 告示) 

備考 

1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 

2.ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物

質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを

旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。 

 

出典：「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」 

(平成 9 年 2月 4 日環境庁告示第 4 号 最終改正：平成 30年 11月 19 日環境省告示第 100 号) 
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表 3.2-21 微小粒子状物質に係る環境基準 

物質 環境上の条件 

微小粒子状物質 １年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、１日平均値が 35μg/m3以下であること。 

備考 

1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 

2.微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μm の粒子を 50％の割合で分離できる分

粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 

 
出典：「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」(平成 21 年 9月 9 日環境省告示第 33号) 

 

表 3.2-22 光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針 

物質 光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針 

非メタン炭化水素 

光化学オキシダントの日最高 1 時間値 0.06ppm に対応する午前 6 時から 9 時までの非メタン

炭化水素の 3 時間平均値は、0.20ppmC から 0.31ppmC の範囲にある。(S51.8.13 通知) 

 

出典：「光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針について(答申)」 

(昭和 51年 8月 13日 中央公害対策審議会) 
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  (b) 騒音 

騒音に係る環境基準は、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康を保護す

るうえで維持されることが望ましい基準として、「環境基本法」(平成 5年 11月 19日法律第 91号、

最終改正:平成 30年 6月 13日法律第 50号)に基づき定められている。 

対象事業実施区域及びその周囲における騒音に係る環境基準の類型指定状況は、表 3.2-23～表 

3.2-25 及び図 3.2-9に示すとおりである。また、新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型を当ては

める地域は表 3.2-26 に示すとおりである。 

なお、対象事業実施区域及びその周囲に、航空機騒音に係る環境基準の指定地域はない。 

 

表 3.2-23騒音に係る環境基準(一般地域) 

地域の 

類型 

基準値 
該当地域 

※地域類型の区分はおおむね下記のとおりである。 
昼間 

(6:00-22:00) 

夜間 

(22:00-6:00) 

AA 50dB 以下 40dB 以下 
療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に

静穏を要する地域 

A 及び B 55dB 以下 45dB 以下 

第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、田園住居

地域、第 1 種中高層住居専用地域および第 2 種中高層住居専用

地域 

第 1 種住居地域、第 2 種住居地域および準住居地域 

C 60dB 以下 50dB 以下 近隣商業地域、商業地域、準工業地域および工業地域 
出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

「滋賀の環境 2019(令和元年版環境白書)資料編」(滋賀県ホームページ  

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/kankyou/11319.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年 9月 30 日 環境庁告示第 64号、最終改正：平成 24年 3月 30日 環境省告示第 54号） 

 

表 3.2-24 騒音に係る環境基準(道路に面する地域) 

地域の区分 

基準値 

昼 間 

(6:00～22:00) 

夜 間 

(22:00～6:00) 

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60dB以下 55dB以下 

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち

車線を有する道路に面する地域 
65dB以下 60dB以下 

備考 

車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として表 3.2-25の基

準値の欄に掲げるとおりとする。 

出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

「滋賀の環境 2019(令和元年版環境白書)資料編」(滋賀県ホームページ  

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/kankyou/11319.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年 9月 30 日 環境庁告示第 64号、最終改正：平成 24年 3月 30日 環境省告示第 54号） 
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表 3.2-25 騒音に係る環境基準(幹線交通を担う道路に近接する空間における特例値) 

基 準 値 

昼間(6:00～22:00) 夜間(22:00～6:00) 

70dB以下 65dB以下 

備考 

個別の住居等において騒音の影響の受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、

屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45dB以下、夜間にあっては、40dB以下)によることができる。 
出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

「滋賀の環境 2019(令和元年版環境白書)資料編」(滋賀県ホームページ  

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/kankyou/11319.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年 9月 30 日 環境庁告示第 64号、最終改正：平成 24年 3月 30日 環境省告示第 54号） 

 

表 3.2-26(1) 福井県における新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域指定について     

地域の 

類型 
基準値 地域の類型を当てはめる地域 

Ⅰ 70dB 以下 

新幹線鉄道の軌道中心から両側 300m 以内の区域(以下「沿線区域」という。)

のうち、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 8 条第 1 項第 1 号の規定に

基づく用途地域(以下「用途地域」という。)の定めのある地域については、

第１種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、田園住居地域、第 1 種

中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種

住居地域および準住居地域、用途地域の定めのない地域については主として

住居の用に供される地域 

Ⅱ 75dB 以下 

沿線区域のうち、用途地域の定めのある地域については、近隣商業地域、商

業地域、準工業地域および工業地域、用途地域の定めのない地域については、

主として商工業の用に供される地域 

出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

 

表 3.2-26(2) 滋賀県における新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域指定について     

地域の 

類型 
基準値 地域の類型を当てはめる地域 

Ⅰ 70dB 以下 Ⅰをあてはめる地域：主として住居の用に供される地域 

Ⅱ 75dB 以下 
Ⅱをあてはめる地域：商工業のように供される地域等Ⅰ以外の地域であっ

て通常の生活を保全する必要がある地域 

備考 

1.新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域指定の対象は東海道新幹線である。 
出典：「滋賀の環境 2019(令和元年版環境白書)資料編」(滋賀県ホームページ  

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/kankyou/11319.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 
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図 3.2-9 

騒音に係る環境基準の地域の 

類型指定状況 

出典： 
「国土数値情報 用途地域(令和元年)」 

(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 
「騒音に係る環境基準地域類型区分図」(敦賀市ホームページ 
https://www.city.tsuruga.lg.jp/kurashi/kankyou_kougai/kankyohozen/tok

uteisisetu.html 令和 2 年 10月 14 日閲覧) 
「環境基本法・騒音規制法関連告示」（長浜市市民生活部環境保全課資料閲覧） 
をもとに作成 
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  (c) 水質汚濁 

公共用水域と地下水の水質に係る環境基準は、「環境基本法」(平成 5年 11月 19日法律第 91号、

最終改正:平成 30年 6月 13日法律第 50号)に基づき定められている。 

環境基準のうち、「人の健康の保護に関する環境基準」は、表 3.2-27 に示すとおり全公共用水

域について一律に定められている。「生活環境の保全に関する環境基準」は、表 3.2-28 に示すと

おりである。また、対象事業実施区域及びその周囲における水質汚濁に係る環境基準の類型指定状

況を表 3.2-29及び図 3.2-10に示す。 

なお、対象事業実施区域及びその周囲においては、水生生物環境基準が適用される河川、湖沼、

海域及び湖沼環境基準が適用される湖沼はない。 

 

表 3.2-27 人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域) 

項目 水質汚濁に係る環境基準 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

PCB 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

備考 

1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

2.「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、

その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

3.海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 

4.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本工業規格 K0102(以下「規格」とい

う。)43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算

係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係

数 0.3045 を乗じたものの和とする。 
出典：「水質汚濁に係る環境基準」 (昭和 46年 12 月 28 日 環境庁告示第 59号、平成 31 年 3月 20 日 

環境省告示第 46 号)  
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表 3.2-28 生活環境の保全に関する環境基準 

河川 

ア 

  項目 

 

 

類型 

利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン 

濃度(pH) 

生物化学的 

酸素要求量 

(BOD) 

浮遊 

物質量 

(SS) 

溶存 

酸素量 

(DO) 

大腸菌 

群数 

AA 
水道 1 級、自然環境保全及び 

A 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
1mg/L 以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

50MPN/ 

100mL 以下 

A 
水道 2 級、水産 1 級、水浴 

及び B 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
2mg/L 以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

1,000MPN/ 

100mL 以下 

B 
水道 3 級、水産 2 級及び 

C 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
3mg/L 以下 

25mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 

5,000MPN/ 

100mL 以下 

C 
水産 3 級、工業用水 1 級 

及び D 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
5mg/L 以下 

50mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 
－ 

D 
工業用水 2 級、農業用水 

及び E の欄に掲げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 
8mg/L 以下 

100mg/L 

以下 

2mg/L 

以上 
－ 

E 工業用水 3 級、環境保全 
6.0 以上 

8.5 以下 
10mg/L 以下 

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと 

2mg/L 

以上 
－ 

備考 

1.基準値は、日間平均値とする(湖沼・海域もこれに準ずる)。 

2.農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする(湖沼もこれに準ずる)。 

3.水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に

記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう（湖沼海域もこれに準ずる。）。 

4.最確数による定量法とは、次のものをいう（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 

試料 10ml、1ml、0.1ml、0.01ml･･････のように連続した 4 段階（試料量が 0.1ml 以下の場合は 1ml に希釈して用

いる。）を 5 本ずつ BGLB 醗酵管に移殖し、35〜37℃、48±3 時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性

管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから 100ml 中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試

料はその最大量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移殖したものの全

部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができない時

は、冷蔵して数時間以内に試験する。 

注) 1.自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2.水道 1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

3.水産 1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

水産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産３級の水産生物用 

水産 3 級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

4.工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

工業用水 3 級：特殊の浄水操作を行うもの 

5.環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

出典：「水質汚濁に係る環境基準」(昭和 46 年 12月 28日 環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31年 3 月 20 日 環境省告示第 46 号) 
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イ 

  項目 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基 準 値 

全亜鉛 
ノニル 

フェノール 

直鎖アルキル 

ベンゼンスルホン酸 

及びその塩 

生物 A 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生

物及びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.001mg/L 

以下 

0.03mg/L 

以下 

生物特 A 

生物 A の水域のうち、生物 Aの欄に掲げる水生

生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場と

して特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.0006mg/L 

以下 

0.02mg/L 

以下 

生物 B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及び

これらの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.05mg/L 

以下 

生物特 B 

生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物 B の欄に

掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔

の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.04mg/L 

以下 

備考 

基準値は、年間平均値とする(湖沼・海域もこれに準ずる)。 
出典：「水質汚濁に係る環境基準」(昭和 46 年 12月 28日 環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31年 3 月 20 日 環境省告示第 46 号) 

 

湖沼(天然湖沼及び貯水量が 1,000 万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が 4 日間以上であ

る人工湖) 

ア 

 項目 

 

 

類型  

利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン 

濃度(pH) 

化学的酸素 

要求量 

(COD) 

浮遊 

物質量 

(SS) 

溶存 

酸素量 

(DO) 

大腸菌 

群数 

AA 

水道 1 級、水産 1 級、自

然環境保全及び A 以下の

欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

1mg/L 

以下 

1mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

50MPN/ 

100mL 以下 

A 

水道 2、3 級、水産 2 級、

水浴及び B 以下の欄に掲

げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

3mg/L 

以下 

5mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

1,000MPN/ 

100mL 以下 

B 

水産 3 級、工業用水 1 級、

農業用水及び C の欄に掲

げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

5mg/L 

以下 

15mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 
－ 

C 工業用水 2 級環境保全 
6.0 以上 

8.5 以下 

8mg/L 

以下 

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと。 

2mg/L 

以上 
－ 

備考 

水産 1 級、水産 2 級及び水産 3 級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 
注) 1.自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2.水道 1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2、3 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

3.水産 1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 

水産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産 3級の水産生物用 

水産 3 級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 

4.工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの 

5.環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

出典：「水質汚濁に係る環境基準」(昭和 46 年 12月 28日 環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31年 3 月 20 日 環境省告示第 46 号) 
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イ 

   項目 

 

類型 

利用目的の適応性 
基準値 

全窒素 全燐 

I 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 
0.1mg/L 

以下 

0.005mg/L 

以下 

Ⅱ 
水道 1、2、3 級(特殊なものを除く。)、 

水産 1 種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの 

0.2mg/L 

以下 

0.01mg/L 

以下 

Ⅲ 
水道 3 級(特殊なもの)及び 

Ⅳ以下の欄に掲げるもの 

0.4mg/L 

以下 

0.03mg/L 

以下 

Ⅳ 水産 2 種及びⅤの欄に掲げるもの 
0.6mg/L 

以下 

0.05mg/L 

以下 

Ⅴ 水産 3 種、工業用水、農業用水、環境保全 
１mg/L 

以下 

0.1mg/L 

以下 

備考 

1.基準値は年間平均値とする。 

2.水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、 

全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 

3.農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。 

注) 1.自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2.水道 1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものを

いう。) 

3.水産 1種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産 2種及び水産 3種の水産生物用 

水産 2 種：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用 

水産 3 種：コイ、フナ等の水産生物用 

4.環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

出典：「水質汚濁に係る環境基準」(昭和 46 年 12月 28日 環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31年 3 月 20 日 環境省告示第 46 号) 

 

ウ 

項目 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 
ノニル 

フェノール 

直鎖アルキル 

ベンゼンスルホン

酸及びその塩 

生物 A 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生

物及びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.001mg/L 

以下 

0.03mg/L 

以下 

生物特 A 

生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生

生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場とし

て特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.0006mg/L 

以下 

0.02mg/L 

以下 

生物 B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及び

これらの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.05mg/L 

以下 

生物特 B 

生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物 B の欄に

掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の

生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.04mg/L 

以下 

出典：「水質汚濁に係る環境基準」(昭和 46 年 12月 28日 環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31年 3 月 20 日 環境省告示第 46 号) 
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   エ 

項目 

 

 

類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基準値 

底層溶存 

酸素量 

生物 1 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再

生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生

産できる場を保全・再生する水域 

4.0mg/L 以上 

生物 2 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息で

きる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い

水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

3.0mg/Ｌ以上 

生物 3 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再

生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産で

きる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 

2.0mg/Ｌ以上 

備考 

1.基準値は年間平均値とする。 

2.底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を

用いる。 
出典：「水質汚濁に係る環境基準」(昭和 46 年 12月 28日 環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31年 3 月 20 日 

環境省告示第 46 号)    

 

海域 

ア 

項目 

 

 

類型 

利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン 

濃度 

(pH) 

化学的酸素 

要求量 

(COD) 

溶存 

酸素量 

(DO) 

大腸菌 

群数 

n-ヘキサン 

抽出物質 

(油分等) 

A 
水産 1 級 水浴自然環境保全 

及び B 以下の欄に掲げるもの 

7.8 以上 

8.3 以下 

2mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

1,000MPN/ 

100mL 以下 

検出されな

いこと。 

B 
水産 2 級 工業用水及び 

C の欄に掲げるもの 

7.8 以上 

8.3 以下 

3mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 
－ 

検出されな

いこと。 

C 環境保全 
7.0 以上 

8.3 以下 

8mg/L 

以下 

2mg/L 

以上 
－ － 

備考 

水産 1 級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100mL以下とする。 
注) 1.自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2.水産 1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産 2級の水産生物用 

水産 2 級：ボラ、ノリ等の水産生物用 

3.環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

出典：「水質汚濁に係る環境基準」(昭和 46 年 12月 28日 環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31年 3 月 20 日 環境省告示第 46 号) 
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イ 

項目 

類型 
利用目的の適応性 

基 準 値 

全窒素 全燐 

I 
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 

(水産 2 種及び 3 種を除く。) 

0.2mg/L 

以下 

0.02mg/L 

以下 

Ⅱ 
水産 1 種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの 

(水産 2 種及び 3 種を除く。) 

0.3mg/L 

以下 

0.03mg/L 

以下 

Ⅲ 
水産 2 種及びⅣの欄に掲げるもの 

(水産 3 種を除く。) 

0.6mg/L 

以下 

0.05mg/L 

以下 

Ⅳ 水産 3 種、工業用水、生物生息環境保全 
1 mg/L 

以下 

0.09mg/L 

以下 

備考 

1.基準値は、年間平均値とする。 

2.水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。 

注) 1.自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2.水産 1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される 

水産 2 種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される 

水産 3 種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 

3.生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度 

出典：「水質汚濁に係る環境基準」(昭和 46 年 12月 28日 環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31年 3 月 20 日 環境省告示第 46 号) 

 

ウ 

 項目 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 
ノニル 

フェノール 

直鎖アルキルベ

ンゼンスルホン

酸及びその塩 

生物 A 水生生物の生息する水域 
0.02mg/L 

以下 

0.001mg／L 

以下 

0.01mg/L 

以下 

生物特 A 
生物 A の水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)

又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 

0.01mg/L 

以下 

0.0007mg／ 

L 以下 

0.006mg/L 

以下 

出典：「水質汚濁に係る環境基準」(昭和 46 年 12月 28日 環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31年 3 月 20 日 環境省告示第 46 号) 

 

エ 

項目 

 

 

類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基準値 

底層溶存酸素量 

生物 1 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水

域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・

再生する水域 

4.0mg/L 以上 

生物 2 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を

保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、

水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

3.0mg/Ｌ以上 

生物 3 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水

域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再

生する水域又は無生物域を解消する水域 

2.0mg/Ｌ以上 

備考 

1.基準値は年間平均値とする。 

2.底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。 

出典：「水質汚濁に係る環境基準」(昭和 46 年 12月 28日 環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31年 3 月 20 日 環境省告示第 46 号) 
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表 3.2-29 水質汚濁に係る環境基準の類型区分 

区分 水系名 水域名 類型 
達成 

期間※ 

指定 

年月日 

河川 

笙の川および 

井の口川水域 
笙の川 A イ S48.1.31 

九頭竜川水系 日野川上流 A イ S47.3.31 

海域 

越前加賀海岸地先海域 越前加賀海岸地先海域 A イ S51.4.20 

若狭湾東部海域 若狭湾東部海域 A イ S52.3.31 

敦賀湾海域 敦賀湾海域(甲） 
A イ S51.6.15 

Ⅱ イ H10.3.6 
※達成期間の区分及び留意事項 

「イ」：直ちに達成 

「ロ」：5 年以内で可及的速やかに達成 

出典：「平成 30年度公共用水域および地下水の水質の測定結果報告書」（福井県ホームページ  

http://www.erc.pref.fukui.jp/sogo/d094/ 令和 2 年 10月 14日閲覧） 
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図 3.2-10 

水質汚濁に係る環境基準の 

類型指定状況 
出典：「国土数値情報 河川(平成 19 年、平成 21年)」(国土交通省ホームページ 

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/)をもとに作成 
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  (d) 地下水 

地下水の水質汚濁に係る環境基準は、表 3.2-30に示すとおりである。 

 

表 3.2-30 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

項 目 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

PCB 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

クロロエチレン 

(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 
0.002mg/L 以下 

1,2－ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1－ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

1,2－ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1－トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2－トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3－ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

備考 

1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

2．「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法

の定量限界を下回ることをいう。 

3. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本工業規格 (以下「規格」という。) K0102 の 43.2.1、43.2.3、

43.2.5又は 43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259を乗じたものと規格 K0102の 43.1

により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

4.1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格

K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。 
出典：「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(平成 9 年 3月 13日 環境庁告示第 10 号、最終改正：令和 2年 3月 30日 

環境省告示 35 号) 
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  (e) 土壌の汚染 

土壌汚染に係る環境基準は、「環境基本法」(平成 5年 11月 19日法律第 91号、最終改正: 平成

30年 6月 13 日法律第 50号)に基づき全国一律に定められており、その内容は表 3.2-31に示すと

おりである。 

 

表 3.2-31 土壌の汚染に係る環境基準 

項 目 環境上の条件 

カドミウム 
検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地においては、米 1 ㎏に

つき 0.4mg 以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐(りん) 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

砒素 
検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地(田に限る。)において

は、土壌 1 ㎏につき 15mg 未満であること。 

総水銀 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

PCB 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地(田に限る。)において、土壌 1 ㎏につき 125mg 未満であること。 

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

クロロエチレン(別名塩化ビニル又

は塩化ビニルモノマー) 
検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.1mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.03mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液 1L につき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,4-ジオキサン 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

備考 

1.環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて

測定を行うものとする。 

2.カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検

液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこ

れらの物質の濃度がそれぞれ地下水 1L につき 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg

及び 1mg を超えていない場合には、それぞれ検液 1L につき 0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、

0.03mg、2.4mg 及び 3mg とする。 

3.「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が

当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

4.有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN をいう。 

5. 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 より測定されたシス体の濃度

と日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

出典：「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成 3 年 8月 23 日 環境庁告示第 46号、最終改正：平成 31年 3 月 20 日 

環境省告示第 48 号) 
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  (f) ダイオキシン等 

ダイオキシン類に係る環境基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」(平成 11年 7月 16日法律

第 105号、最終改正:平成 26 年 6月 18 日法律第 72 号)に基づき全国一律に定められており、その

内容は表 3.2-32 に示すとおりである。 

 

表 3.2-32 ダイオキシン類に係る環境基準 

物質 環境上の条件 

大気 0.6pg-TEQ/m3以下 

水質(水底の底質を除く。) 1pg-TEQ/L 以下 

水底の底質 150pg-TEQ/g 以下 

土壌 1,000pg-TEQ/g 以下 

備考 

1 基準値は、2,3,7,8−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

2 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 

3 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガ

スクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマ

トグラフ三次元四重極形質量分析計により測定する方法（この表の土壌の欄に掲げる測

定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定した値（以下「簡易測定値」

という。）に 2 を乗じた値を上限、簡易測定値に 0.5 を乗じた値を下限とし、その範囲内

の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。 

4 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の

量が 250pg-TEQ/g 以上の場合 簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値

に 2 を乗じた値が 250pg-TEQ/g 以上の場合）には、必要な調査を実施することとする。 
出典：「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に 

係る環境基準」(平成 11 年 12月 27 日 環境庁告示第 68 号、最終改正：平成 21年 3月 31日 

環境省告示第 11 号) 

 

   2) 規制基準等 

  (a) 大気汚染 

いおう酸化物の排出基準は、「大気汚染防止法施行規則」(昭和 46年 6月 22日厚生省・通商産業

省令第 1 号、最終改正:令和 2年 3月 30日環境省令第 9 号)に基づき以下の式により算出したいお

う酸化物の量とされている。この式において地域ごとに定められている K 値は、福井県敦賀市で

8.0、南条郡南越前町で 17.5、滋賀県長浜市(平成 18 年 2 月 12 日現在における長浜市の区域に限

る)で 14.5となっている。 

 

q = K × 10-3He2 

 

q：いおう酸化物の許容量(N m3／h) 

He：規定する方法により補正された排出口の高さ(m) 

K：大気汚染防止法第 3条第 2項第 1号で定める地域ごとの値 

 

また、ばいじん、有害物質の一般排出基準については、「大気汚染防止法」(昭和 43年 6月 10日

法律第 97号、最終改正: 令和 2年 6月 5日法律第 39号)に基づき、発生施設の種類、規模ごとに

排出基準値が定められている。 

いおう酸化物、ばいじんおよび有害物質について、本事業ではそれらが適用されるばい煙発生施

設は設置しない。  
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  (b) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に 

関する特別措置 

対象事業実施区域及びその周囲では、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定

地域における総量の削減等に関する特別措置法」(平成 4年 6月 3 日法律第 70 号、最終改正:令和

元年 5月 24 日法律第 14号)第 6条第 1項及び第 8条第 1項に規定する規制地域の指定はない。 

 

  (c) 騒音 

騒音に関しては、「騒音規制法」(昭和 43 年 6 月 10 日法律第 98 号、最終改正：平成 26 年 6 月

18 日法律第 72 号)に基づき、特定工場騒音に関する規制基準、特定建設作業に伴って発生する騒

音に関する規制基準及び自動車騒音の要請限度が定められており、それらの基準等を表 3.2-33～

表 3.2-35に、規制区域を図 3.2-11に示す。 

 

表 3.2-33(1) 工場・事業場騒音の規制基準(福井県) 

時間区分 
区域区分 

朝 
(6:00～ 
8:00) 

昼間 
(8:00～
19:00) 

夕 
(19:00～
22:00) 

夜間 
(22:00～
6:00) 

第一種区域 

おおむね第一種低層住居専用

地域及び第二種低層住居専用

地域 

45dB 50dB 40dB 40dB 

第二種区域 

おおむね第一種中高層住居専

用地域、第二種中高層住居専用

地域、第一種住居地域、第二種

住居地域 

及び準住居地域 

50dB 60dB 50dB 45dB 

第三種区域 
おおむね近隣商業地域、商業地

域及び準工業地域 
60dB 65dB 60dB 55dB 

第四種区域 おおむね工業地域 65dB 70dB 65dB 60dB 

注) 上表に掲げる第二種区域、第三種区域、第四種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院及び患者を入院させるための施設を

有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地及びその周囲おおむね 50m の区域内における当該基準は、上表に定める値か

らそれぞれ 5 デシベルを減じた値とする。 

出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

 

表 3.2-33(2) 工場・事業場騒音の規制基準(滋賀県) 

時間区分 
区域区分 

朝 
(6:00～ 
8:00) 

昼間 
(8:00～
18:00) 

夕 
(18:00～
22:00) 

夜間 
(22:00～
6:00) 

第 1 種区域 平成 19 年長浜市告示第 96 号、 

平成 24 年長浜市告示第 2 号、 

平成 25 年長浜市告示第 54 号、 

に示す区域 

45dB 50dB 45dB 40dB 

第 2 種区域 50dB 55dB 50dB 45dB 

第 3 種区域 60dB 65dB 65dB 55dB 

第 4 種区域 65dB 70dB 70dB 60dB 

注) 上表に掲げる第 2 種区域、第 3 種区域、第 4 種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院及び患者を入院させるための施設を

有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地及びその周囲おおむね 50m の区域内における当該基準は、上表に定める値か

らそれぞれ 5 デシベルを減じた値とする。 

出典：「環境基本法・騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法関連告示」(長浜市ホームページ  

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001808.html 令和 2年 10月 14日閲覧) 
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表 3.2-34 特定建設作業に係る騒音の規制基準 

規制種別 第 1 号区域 第 2 号区域 

基準値 85dB(敷地境界線) 

作業禁止時間 19:00～7:00 22:00～6:00 

1 日当たりの作業時間 10 時間以内 14 時間以内 

作業期間 連続 6 日以内 

作業禁止日 日曜日その他の休日 

注)区域区分： 

福井県 

第 1 号区域：表 3.2-33(1)に示す区域のうち、第 1 種区域、第 2 種区域及び第 3 種区域の全区並びに第 4 種区域で学校、 

保育所、病院および患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の 

周囲おおむね 80m 以内の区域 

第 2 号区域：表 3.2-33(1)に示す区域のうち、第 4 種区域で、第 1号区域を除く区域 

滋賀県 

第 1 号区域：平成 19年長浜市告示第 96 号で指定した区域のうち、第 1 種区域、第 2種区域及び第 3 種区域の全区並びに第 4 種

区域で学校、保育所、病院および患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地

の周囲おおむね 80m 以内の区域 

第 2 号区域：第 1 号区域を除く区域 

出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

「環境基本法・騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法関連告示」(長浜市ホームページ  

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001808.html 令和 2年 10月 14日閲覧) 

 

表 3.2-35 自動車騒音の要請限度 

区域の区分 
昼間 

(6:00～22:00) 

夜間 

(22:00～6:00) 

a 区域及び b 区域のうち 1 車線を有する道路に面する区域 65dB 55dB 

a 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域 70dB 65dB 

b 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域 

及び c 区域のうち車線を有する道路に面する区域 
75dB 70dB 

近接空間の特例 75dB 70dB 

注)区域区分： 

福井県 

a 区域：おおむね都市計画法に基づく第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、お

よび第 2種中高層住居専用地域 

b 区域：おおむね都市計画法に基づく第 1種住居地域、第 2 種住居地域および準住居地域 

c 区域：おおむね都市計画法に基づく近隣商業地域、商業地域、準工業地域および工業地域 

滋賀県 

a 区域：平成 13 年滋賀県告示第 196 号のうち、A類型地域 

b 区域：平成 13 年滋賀県告示第 196 号のうち、B類型地域 

c 区域：平成 13 年滋賀県告示第 196 号のうち、C類型地域 

出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

「環境基本法・騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法関連告示」(長浜市ホームページ  

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001808.html 令和 2年 10月 14日閲覧) 
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図 3.2-11 騒音規制地域 

出典：「特定施設について(騒音規制法、振動規制法)」(敦賀市ホームページ 
https://www.city.tsuruga.lg.jp/kurashi/kankyou_kougai/kankyohozen/t
okuteisisetu.html 令和 2年 10月 14日閲覧) 
「国土数値情報 用途地域(令和元年)」(国土交通省ホームページ 
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/)  
「環境基本法・騒音規制法関連告示」（長浜市市民生活部環境保全課資料閲
覧）」をもとに作成 
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  (d) 振動 

振動に関しては、「振動規制法」(昭和 51 年 6 月 10 日法律第 64 号、最終改正：平成 26 年 6 月

18 日法律第 72 号)に基づき、特定工場振動に関する規制基準、特定建設作業に伴って発生する振

動に関する規制基準及び道路交通振動の要請限度が定められており、それらの基準等を表 3.2-36

～表 3.2-38 に、規制区域を図 3.2-12に示す。 

 

表 3.2-36(1) 工場・事業場振動の規制基準(福井県) 

時間区分 

区域区分 

昼間 

(6:00～22:00) 

夜間 

(22:00～6:00) 

第一種区域 表 3.2-33 に示す区域のうち、第 1 種区域及び第 2 種区域 60dB 55dB 

第二種区域 表 3.2-33 に示す区域のうち、第 3 種区域及び第 4 種区域 65dB 60dB 

出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

 

表 3.2-36(2) 工場・事業場振動の規制基準(滋賀県) 

時間区分 

区域区分 

昼間 

(8:00～19:00) 

夜間 

(19:00～8:00) 

第 1 種区域 
平成 19 年長浜市告示第 100 号、 

平成 24 年長浜市告示第 3 号、 

平成 25 年長浜市告示第 55 号に示す区域 

60dB 55dB 

第 2 種区域 
(Ⅰ) 65dB 60dB 

(Ⅱ) 70 dB 65dB 

出典：「環境基本法・騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法関連告示」(長浜市ホームページ  

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001808.html 令和 2年 10月 14日閲覧) 

 

表 3.2-37 特定建設作業に係る振動の規制基準 

規制種別 第 1 号区域 第 2 号区域 

基準値 75dB(敷地境界線) 

作業禁止時間 19:00～7:00 22:00～6:00 

1 日当たりの作業時間 10 時間以内 14 時間以内 

作業期間 連続 6 日以内 

作業禁止日 日曜日その他の休日 

注)区域区分：  

福井県 

第 1 号区域：表 3.2-33(1)に示す区域のうち、第 1 種区域、第 2 種区域及び第 3 種区域の全区並びに第 4 種区域で学校、

保育所、病院および患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周

囲おおむね 80m以内の区域 

第 2 号区域：表 3.2-33(1)に示す区域のうち、第 4 種区域で、第 1号区域を除く区域 

滋賀県 

第 1 号区域：表 3.2-36(2)に示す区域のうち、第 1 種区域及び第 2種区域(Ⅰ)  

第 2 号区域：第 1 号区域を除く区域のうち学校、保育所、病院および患者を入院させるための施設を有する診療所、 

図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 80m以内の区域 

 

出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

「環境基本法・騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法関連告示」(長浜市ホームページ  

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001808.html 令和 2年 10月 14日閲覧) 
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表 3.2-38(1) 道路交通振動の要請限度(福井県) 

区域の区分 
昼間 

(6:00～22:00) 

夜間 

(22:00～6:00) 

第 1 種区域 65dB 60dB 

第 2 種区域 70dB 65dB 

注)区域区分： 

第 1 種区域：表 3.2-33に示す区域のうち、第 1種区域及び第 2 種区域 

第 2 種区域：表 3.2-33に示す区域のうち、第 3種区域及び第 4 種区域 

出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

 

表 3.2-38(2) 道路交通振動の要請限度(滋賀県) 

区域の区分 
昼間 

(8:00～19:00) 

夜間 

(19:00～8:00) 

第 1 種区域 65dB 60dB 

第 2 種区域 70dB 65dB 

注)区域区分： 

第 1 種区域：平成 19 年長浜市告示 101 号に規定する第 1 種区域 

第 2 種区域：平成 19 年長浜市告示 101 号に規定する第 2 種区域(Ⅰ)及び第 2種区域(Ⅱ) 

出典：「環境基本法・騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法関連告示」(長浜市ホームページ  

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001808.html 令和 2年 10月 14日閲覧) 
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図 3.2-12 振動規制地域 

出典：「特定施設について(騒音規制法、振動規制法)」(敦賀市ホームページ 
https://www.city.tsuruga.lg.jp/kurashi/kankyou_kougai/kankyohozen/t
okuteisisetu.html 令和 2年 10月 14日閲覧) 
「国土数値情報 用途地域(令和元年)」(国土交通省ホームページ 
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/) 
「環境基本法・振動規制法関連告示」（長浜市市民生活部環境保全課資料閲覧） 
をもとに作成 
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  (e) 水質汚濁 

工場及び事業所からの排出水について、「水質汚濁防止法」(昭和 45年 12月 25日法律第 138号、

最終改正：平成 29年 6月 2日法律第 45号)に基づく全国一律の排水基準は表 3.2-39及び表 3.2-40

に示すとおりである。 

また、対象事業実施区域及びその周囲において、「湖沼水質保全特別措置法」（昭和 59年法律

第 61号、最終改正：平成 26年 6月 18日法律第 72号）に基づく指定湖沼はない。 

なお、福井県では「水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例」(昭和

47 年条例第 32 号、最終改正：平成 15 年条例第 57 号)に、滋賀県では「水質汚濁防止法第 3 条第

3項の規定に基づく排水基準を定める条例」(昭和 47年条例第 58号、最終改正：平成 20年条例第

27号)に基づき、表 3.2-41～表 3.2-42に示すとおり、上乗せ排水基準が設定されている。 

なお、本事業では全国一律の排水基準及び上乗せ排水基準について、それらが適用される施設は

設置しない。 

 

表 3.2-39 排水基準を定める省令(有害物質に係る排水基準) 

一律排水基準 
地下浸透基準 

種類又は項目 許容限度 

カドミウム及びその化合物 0.03mg/L 0.001mg/L 

シアン化合物 1mg/L 0.1mg/L 

有機燐化合物 1mg/L 0.1mg/L 

鉛及びその化合物 0.1mg/L 0.005mg/L 

六価クロム化合物 0.5mg/L 0.04mg/L 

砒素及びその化合物 0.1mg/L 0.005mg/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/L 0.0005mg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 0.0005mg/L 

ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L 0.0005mg/L 

トリクロロエチレン 0.1mg/L 0.002mg/L 

テトラクロロエチレン 0.1mg/L 0.0005mg/L 

ジクロロメタン 0.2mg/L 0.002mg/L 

四塩化炭素 0.02mg/L 0.0002mg/L 

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L 0.0004mg/L 

1,1-ジクロロエチレン 1mg/L 0.002mg/L 

1,2-ジクロロエチレン - 
シス体 0.004 mg/L 

トランス体 0.004 mg/L 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L - 

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 0.0005mg/L 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L 0.0006mg/L 

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L 0.0002mg/L 

チウラム 0.06mg/L 0.0006mg/L 

シマジン 0.03mg/L 0.0003mg/L 

チオベンカルブ 0.2mg/L 0.002mg/L 

ベンゼン 0.1mg/L 0.001mg/L 

セレン及びその化合物 0.1mg/L 0.002mg/L 

ほう素及びその化合物 
海域 230mg/L 

0.2mg/L 
その他 10mg/L 

ふっ素及びその化合物 
海域 15mg/L 

0.2mg/L 
その他 8mg/L 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

(アンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸

性窒素の合計量) 

100mg/L 

アンモニア性窒素：0.7mg/L 

亜硝酸性窒素：0.2mg/L 

硝酸性窒素：0.2mg/L 

1,4-ジオキサン 0.5mg/L 0.005mg/L 

塩化ビニルモノマー - 0.0002mg/L 

備考 

1.温泉を利用する旅館業については、一部項目について適用除外 

2.地下浸透基準は、法施行規則第 6 条の 2 に定める「地下浸透水が有害物質を含むもの」としての要件 

出典：「排水基準を定める省令」(昭和 46 年 6月 21 日、総理府令第 35 号、最終改正：令和元年 11月 18 日環境省令第 15 号)     
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表 3.2-40 排水基準を定める省令(生活環境項目に係る排水基準) 

一律排水基準 

種類又は項目 許容限度 

生
活
環
境
項
目 

水素イオン濃度(pH) 
海域 5.0～9.0 

その他 5.8～8.6 

生物化学的酸素要求量(BOD) 160(日間平均 120) 

化学的酸素要求量(COD) 160(日間平均 120) 

浮遊物質(SS) 200(日間平均 150) 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(油分) 
鉱油含有量 5 

動植物油脂類含有量 30 

フェノール類含有量 5 

銅含有量(Cu) 3 

亜鉛含有量(Zn) 2 

溶解性鉄含有量(Fe) 10 

溶解性マンガン含有量(Mn) 10 

クロム含有量(Cr) 2 

大腸菌群数 日平均 3,000 個/cm3 

窒素含有量(T-N) 120(日間平均 60) 

燐含有量(T-P) 16(日間平均 8) 

備考 

1.単位は、水素イオン濃度・大腸菌群数を除き、全て mg/Lである。 

2.生活環境項目の排出基準は、1 日当たりの平均的な排出水の量が 50m3以上である工場又は事業場に係る排出水につい

て適用する。 

3.生物化学的酸素要求量についての排出基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、

化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 

4.温泉を利用する旅館業については、一部項目について適用除外。 

5.窒素含有量・りん含有量の基準は、環境大臣が定める湖沼、海域及びこれに流入する河川に排出される排出水につい

て適用する。 

注)許容限度の数値は、水素イオン濃度については表に示した数値を含む範囲内、その他の項目については表に示した数値以下を許容限度

とする。 

出典：「排水基準を定める省令」(昭和 46 年 6月 21 日、総理府令第 35 号、最終改正：令和元年 11月 18 日環境省令第 15 号)    

 

表 3.2-41(1) 越前加賀海岸地先海域に係る上乗せ排水基準 

項目 特定事業場の種類 区分 
許容限度 

新設の場合 新設以外の場合 

生物化学的

酸素要求量 

1 食料品製造業に係る特定事業場 80(日間平均 60) 120(日間平均 100) 

2 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を

設置する特定事業場 
60(日間平均 50) 120(日間平均 90) 

3 旅館業に係る特定事業場 80(日間平均 60)  

4 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 日間平均 30  

5 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 日間平均 20  

6 1から 5までの特定事業場以外の特定事業場 40(日間平均 30) 50(日間平均 40) 

化学的酸素

要求量 

1 食料品製造業に係る特定事業場 80(日間平均 60) 120(日間平均 100) 

2 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を

設置する特定事業場 
60(日間平均 50) 120(日間平均 90) 

3 旅館業に係る特定事業場 80(日間平均 60)  

4 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 日間平均 30  

5 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 日間平均 20  

6 1から 5までの特定事業場以外の特定事業場 40(日間平均 30) 50(日間平均 40) 

浮遊物質量 

1 食料品製造業に係る特定事業場 110(日間平均 90) 150(日間平均 120) 

2 旅館業に係る特定事業場 120(日間平均 100)  

3 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場 150(日間平均 120)  

4 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 日間平均 70  

5 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 日間平均 70  

6 1から 5までの特定事業場以外の特定事業場 90(日間平均 70) 120(日間平均 100) 

出典：「水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例」(昭和 47年条例 32号、最終改正：平成 15 年条例第 57号) 
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表 3.2-41(2) 九頭竜川水域に係る上乗せ排水基準 

項目 特定事業場の種類 区分 
許容限度 

新設の場合 新設以外の場合 

生物化学的酸

素要求量 

1 食料品製造業に係る特定事業場 
排水量 3000㎥未満 80(日間平均 60) 120(日間平均 100) 

排水量 3000㎥以上 70(日間平均 50) 100(日間平均 85) 

2 繊維工業(染色整理業を含む。)に係る特

定事業場 

排水量 3000㎥未満 60(日間平均 50) 100(日間平均 80) 

排水量 3000㎥以上 50(日間平均 40) 85(日間平均 70) 

3 紙、パルプまたは

紙加工品製造業に

係る特定事業場 

① 中芯用セミケミ

カルパルプ製造業

に係る特定事業場 

排水量 3000㎥未満 120(日間平均 100) 150(日間平均 110) 

排水量 3000㎥以上 100(日間平均 85) 130(日間平均 100) 

② ①以外の特定事

業場 

排水量 3000㎥未満 70(日間平均 55) 120(日間平均 100) 

排水量 3000㎥以上 60(日間平均 45) 100(日間平均 85) 

4 化学工業に係る特

定事業場 

① 医薬品製造業に

係る特定事業場 

排水量 3000㎥未満 80(日間平均 60) 150(日間平均 120) 

排水量 3000㎥以上 70(日間平均 50) 130(日間平均 100) 

② ①以外の特定事

業場 

排水量 3000㎥未満 50(日間平均 40) 80(日間平均 60) 

排水量 3000㎥以上 45(日間平均 35) 70(日間平均 50) 

5 旅館業に係る特定事業場 80(日間平均 60)  

6 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 日間平均 30 日間平均 30 

7 下水道終末処理施設を設置する特定事業

場 

排水量 50000㎥未満 日間平均 20 日間平均 60 

排水量 50000㎥以上 日間平均 20 日間平均 40 

8 1 から 7 までの特定事業場以外の特定事

業場 

排水量 3000㎥未満 60(日間平均 50) 120(日間平均 90) 

排水量 3000㎥以上 50(日間平均 40) 100(日間平均 75) 

浮遊物質量 

1 食料品製造業に係る特定事業場 120(日間平均 100) 150(日間平均 120) 

2 紙、パルプまたは

紙加工品製造業に

係る特定事業場 

① 中芯用セミケミ

カルパルプ製造業

に係る特定事業場 

 120(日間平均 100) 160(日間平均 120） 

② ①以外の特定事

業場 
 120(日間平均 100) 150(日間平均 120） 

3 旅館業に係る特定事業場 120(日間平均 100)  

4 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場 150(日間平均 120)  

5 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 日間平均 70 日間平均 70 

6 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 日間平均 70 日間平均 120 

7 1から 6までの特定事業場以外の特定事業場 90(日間平均 70) 120(日間平均 100) 

出典：「水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例」(昭和 47年条例 32号、最終改正：平成 15 年条例第 57号) 

 

表 3.2-41(3) 笙の川および井の口川水域に係る上乗せ排水基準 

項目 特定事業場の種類 区分 
許容限度 

新設の場合 新設以外の場合 

生物化学的酸

素要求量 

1 食料品製造業に係る特定事業場 80(日間平均 60) 120(日間平均 100) 

2 繊維工業(染色整理業を含む。)に係る特定事業場 60(日間平均 50) 100(日間平均 80) 

3 紙、パルプまたは紙加工品製造業に係る特定事業場 60(日間平均 50) 100(日間平均 80) 

4 化学工業に係る特定事業場 50(日間平均 60) 80(日間平均 60) 

5 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設

置する特定事業場 
60(日間平均 50) 120(日間平均 90) 

6 旅館業に係る特定事業場 80(日間平均 60)  

7 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 日間平均 30 日間平均 30 

8 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 日間平均 20  

9 1から 8までの特定事業場以外の特定事業場 40(日間平均 30) 50(日間平均 40) 

浮遊物質量 

1 食料品製造業に係る特定事業場 110(日間平均 90) 150(日間平均 120) 

2 化学工業に係る特定事業場 60(日間平均 50) 90(日間平均 70) 

3 旅館業に係る特定事業場 120(日間平均 100)  

4 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場 150(日間平均 120)  

5 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 日間平均 70 日間平均 70 

6 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 日間平均 70  

7 1から 6までの特定事業場以外の特定事業場 90(日間平均 70) 120(日間平均 100) 

出典：「水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例」(昭和 47年条例 32号、最終改正：平成 15 年条例第 57号) 
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表 3.2-42(1) 有害物質に係る上乗せ排水基準(滋賀県) 

項目 許容限度 

カドミウムおよびその化合物 

(単位 1 リットルにつきミリグラム) 
0.01 

シアン化合物 

(単位 1 リットルにつきミリグラム) 
0.1 

有機燐化合物 

(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン) 
検出されないこと 

六価クロム化合物 

(単位 1 リットルにつきミリグラム) 
0.05 

砒素及びその化合物 

(単位 1 リットルにつきミリグラム) 
0.05 

出典：「水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づく排水基準を定める条例」 

(昭和 47年条例第 58 号、最終改正：平成 20年条例第 27 号) 

 

表 3.2-42(2) 生活環境項目(窒素及び燐を除く)に係る上乗せ排水基準(滋賀県) 

区分 

(既設の特定事業場) 

1 日の平均的な 

排出水の総量 

水
素
イ
オ
ン
濃
度 

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量 

化
学
的
酸
素
要
求
量 

浮
遊
物
質
量 

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質 

 
 
 
 
 
 
 
 

含
有
量(

鉱
油
類
含
有
量)

 

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質 

含
有
量(

動
植
物
油
脂
類
含
有
量)
 

フ
ェ
ノ
ー
ル
類
含
有
量 

銅
含
有
量 

亜
鉛
含
有
量 

溶
解
性
鉄
含
有
量 

溶

解

性

マ

ン

ガ

ン

含

有

量 

ク

ロ

ム

含

有

量 

大
腸
菌
群
数 

- mg/L 個/㎤ 

製

造

業 

   

食料品製造業 

(弁当製造業を除く。) 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 

6.0

以

上

8.5

以

下 

100 100 90 

5 20 1 1 1 10 10 0.1 3,000 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 70 70 90 

50㎥以上 1,000㎥未満 50 50 70 

1,000 ㎥以上 40 40 70 

弁当製造業  

10 ㎥以上 30 ㎥未満 90 90 90 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 70 70 90 

50㎥以上 1,000㎥未満 50 50 70 

1,000 ㎥以上 40 40 70 

繊維工業 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 80 80 90 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 60 60 90 

50㎥以上 1,000㎥未満 50 50 70 

1,000 ㎥以上 40 40 70 

化学工業 

(ゼラチン製造業を 

除く。) 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 70 70 90 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 40 40 90 

50㎥以上 1,000㎥未満 30 30 70 

1,000 ㎥以上 20 20 70 

ゼラチン製造業 

および紙製造業 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 70 70 90 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 50 50 90 

50㎥以上 1,000㎥未満 40 40 70 

1,000 ㎥以上 30 30 70 

その他の製造業 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 70 70 90 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 40 40 90 

50㎥以上 1,000㎥未満 30 30 70 

1,000 ㎥以上 20 20 70 

そ

の

他

の

業

種

等 

  

  

  

  

畜産農業または 

サービス業に係る 

豚房、牛房、馬房 

10 ㎥以上 120 120 150 

し尿処理施設 

(し尿浄化槽を除く。) 
10 ㎥以上 30 30 70 

し尿浄化槽 

(し尿浄化槽のみを 

設置する工場等に 

限る。) 

10 ㎥以上 20 20 60 

下水道終末処理施設 10 ㎥以上 20 20 70 

その他の事業場 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 90 90 90 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 70 70 90 

50㎥以上 1,000㎥未満 50 50 70 

1,000 ㎥以上 40 40 70 

出典：「水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づく排水基準を定める条例」 

(昭和 47年条例第 58 号、最終改正：平成 20年条例第 27 号) 

 



3-156 

(176) 

 

表 3.2-42(3) 生活環境項目(窒素及び燐を除く)に係る上乗せ排水基準(滋賀県) 

区分 

(新設の特定事業場) 

1 日の平均的な 

排出水の総量 

水
素
イ
オ
ン
濃
度 

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量 

化
学
的
酸
素
要
求
量 

浮
遊
物
質
量 

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質 

 
 
 
 
 
 
 
 

含
有
量(

鉱
油
類
含
有
量)

 

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質 

含
有
量(

動
植
物
油
脂
類
含
有
量)

 

フ
ェ
ノ
ー
ル
類
含
有
量 

銅
含
有
量 

亜
鉛
含
有
量 

溶
解
性
鉄
含
有
量 

溶

解

性

マ

ン

ガ

ン

含

有

量 

ク

ロ

ム

含

有

量 

大
腸
菌
群
数 

- mg/L 個/㎤ 

製

造

業 

   

食料品製造業 

(弁当製造業を除く。) 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 

6.0

以

上

8.5

以

下 

60 60 90 

5 20 1 1 1 10 10 0.1 3,000 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 50 50 90 

50㎥以上 1,000㎥未満 40 40 70 

1,000 ㎥以上 30 30 70 

弁当製造業  

10 ㎥以上 30 ㎥未満 30 30 90 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 30 30 90 

50㎥以上 1,000㎥未満 30 30 70 

1,000 ㎥以上 30 30 70 

繊維工業 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 60 60 90 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 50 50 90 

50㎥以上 1,000㎥未満 40 40 70 

1,000 ㎥以上 30 30 70 

化学工業 

(ゼラチン製造業を 

除く。) 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 40 40 90 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 30 30 90 

50㎥以上 1,000㎥未満 20 20 70 

1,000 ㎥以上 15 15 70 

ゼラチン製造業 

および紙製造業 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 40 40 90 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 40 40 90 

50㎥以上 1,000㎥未満 30 30 70 

1,000 ㎥以上 20 20 70 

その他の製造業 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 40 40 90 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 30 30 90 

50㎥以上 1,000㎥未満 20 20 70 

1,000 ㎥以上 15 15 70 

そ

の

他

の

業

種

等 

  

  

  

  

畜産農業または 

サービス業に係る 

豚房、牛房、馬房 

10 ㎥以上 120 120 150 

し尿処理施設 

(し尿浄化槽を除く。) 
10 ㎥以上 20 20 70 

し尿浄化槽 

(し尿浄化槽のみを 

設置する工場等に 

限る。) 

10 ㎥以上 20 20 60 

下水道終末処理施設 10 ㎥以上 20 20 70 

その他の事業場 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 30 30 90 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 30 30 90 

50㎥以上 1,000㎥未満 30 30 70 

1,000 ㎥以上 30 30 70 

出典：「水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づく排水基準を定める条例」 

(昭和 47年条例第 58 号、最終改正：平成 20年条例第 27 号) 
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表 3.2-42(4) 窒素及び燐に係る上乗せ排水基準(滋賀県) 

区分 
1 日の平均的な 

排出水の総量 

既設 新設 

窒素 

含有量 
燐含有量 

窒素 

含有量 
燐含有量 

製
造
業 

食料品製造業 

(弁当製造業を除く。) 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 40 8 30 2 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 25 4 20 2 

50㎥以上 1,000㎥未満 20 3 12 1.5 

1,000 ㎥以上 15 2 10 1 

弁当製造業 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 60 8 45 6 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 30 5 25 4 

50㎥以上 1,000㎥未満 25 5 20 3 

1,000 ㎥以上 20 3 20 2 

繊維工業 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 40 6 30 2 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 15 2 12 1.2 

50㎥以上 1,000㎥未満 12 1.5 8 0.8 

1,000 ㎥以上 10 1 8 0.5 

化学工業 

(ゼラチン製造業を除

く。) 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 20 5 15 2 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 12 2 10 1.2 

50㎥以上 1,000㎥未満 10 1.5 8 0.8 

1,000 ㎥以上 8 1 8 0.5 

ゼラチン製造業 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 20 5 15 2 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 20 2 15 1.2 

50㎥以上 1,000㎥未満 15 1.5 10 0.8 

1,000 ㎥以上 12 1 10 0.5 

その他の製造業 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 40 2 20 2 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 15 1.5 12 1 

50㎥以上 1,000㎥未満 12 1.2 8 0.6 

1,000 ㎥以上 8 0.8 8 0.5 

そ
の
他
の
業
種
等 

畜産農業または 

サービス業に係る 

豚房、牛房、馬房 

10 ㎥以上 50 ㎥未満 80 

25(サービス業に

係るものに 

あつては、16) 

45 15 

50 ㎥以上 80 - 45 15 

し尿処理施設 

(し尿浄化槽を除く。) 
10 ㎥以上 20 2 10 1 

し尿浄化槽 

(し尿浄化槽のみを設

置する特定事業場に

限る。) 

10 ㎥以上 20 5 20 5 

下水道終末処理施設 
10㎥以上 3,000㎥未満 20 1 20 0.5 

3,000 ㎥以上 20 1 15 0.5 

その他の事業場 

10 ㎥以上 30 ㎥未満 60 8 45 6 

30 ㎥以上 50 ㎥未満 30 5 25 4 

50㎥以上 1,000㎥未満 25 5 20 3 

1,000 ㎥以上 20 3 20 2 
出典：「水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づく排水基準を定める条例」 

(昭和 47年条例第 58 号、最終改正：平成 20年条例第 27 号) 
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  (f) 悪臭 

悪臭物質の規制基準は、「悪臭防止法」(昭和 46年 6月 1日法律第 91 号、最終改正：平成 23年

8月 30日法律第 105号)第 3条及び第 4条に基づき、都道府県知事(市の区域内の地域については、

市長)が「特定悪臭物質」の濃度又は「臭気指数」のいずれかの方法を採用し、定めるものとなっ

ている。 

対象事業実施区域が位置する福井県敦賀市及び滋賀県長浜市では、「特定悪臭物質」の濃度を採

用しており、規制基準を表 3.2-43に、規制区域を図 3.2-13に示す。なお、南越前町に規制区域

はない。 

 

表 3.2-43 特定悪臭物質を含む気体の事業場の敷地の境界線の地表における規制基準 

悪臭物質の種類 

規制基準(単位：ppm) 

敦賀市 
長浜市 

A 区域 B 区域 

アンモニア 1 2 1 

メチルメルカプタン 0.002 0.004 0.002 

硫化水素 0.02 0.06 0.02 

硫化メチル 0.01 0.05 0.01 

二硫化メチル 0.009 0.03 0.009 

トリメチルアミン 0.005 0.02 0.005 

アセトアルデヒド 0.05 0.1 0.05 

プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 0.05 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 0.009 

イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 0.02 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 0.009 

イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 0.003 

イソブタノール 0.9 4 0.9 

酢酸エチル 3 7 3 

メチルイソブチルケトン 1 3 1 

トルエン 10 30 10 

スチレン 0.4 0.8 0.4 

キシレン 1 2 1 

プロピオン酸 0.03 0.07 0.03 

ノルマル酪酸 0.001 0.002 0.001 

ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 0.0009 

イソ吉草酸 0.001 0.004 0.001 

出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

「環境基本法・騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法関連告示」(長浜市ホームページ  

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001808.html 令和 2年 10月 14日閲覧) 
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図 3.2-13 悪臭規制区域 

出典：「特定施設について(騒音規制法、振動規制法)」(敦賀市ホームページ 
https://www.city.tsuruga.lg.jp/kurashi/kankyou_kougai/kankyohozen/to
kuteisisetu.html 令和 2年 10 月 14 日閲覧) 
「国土数値情報 用途地域(令和元年)」(国土交通省ホームページ 
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/) 

「環境基本法・悪臭防止法関連告示」（長浜市市民生活部環境保全課資料閲覧） 
をもとに作成 
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  (g) 土壌汚染 

「土壌汚染対策法」(平成 14年 5月 29日法律第 53号、最終改正：平成 29年 6月 2日法律第 45

号)における指定区域の指定に係る特定有害物質とその指定基準を表 3.2-44に示す。 

対象事業実施区域及びその周囲における、土壌汚染対策法第 6条第 1項に基づく要措置区域、同

法第 11 条第 1 項に基づく形質変更時要届出区域の指定状況は敦賀市に形質変更時要届出区域が 3

件指定されている。なお、対象事業実施区域内に指定地域はない。 

 

表 3.2-44 特定有害物質及び指定区域の指定基準 

分類 特定有害物質 

地下水等の摂取 

によるリスク 

直接摂取 

によるリスク 

土壌溶出量基準 土壌含有量基準 

(mg/L 以下) (mg/kg 以下) 

第
１
種
特
定
有
害
物
質 

(

揮
発
性
有
機
化
合
物) 

クロロエチレン 0.002 － 

四塩化炭素 0.002 － 

1,2－ジクロロエタン 0.004 － 

1,1－ジクロロエチレン 0.02 － 

1,2－ジクロロエチレン 0.04 － 

1,3－ジクロロプロペン 0.002 － 

ジクロロメタン 0.02 － 

テトラクロロエチレン 0.01 － 

1,1,1－トリクロロエタン 1 － 

1,1,2－トリクロロエタン 0.006 － 

トリクロロエチレン 0.03 － 

ベンゼン 0.01 － 

第
２
種
特
定
有
害
物
質 

(

重
金
属
等) 

カドミウム及びその化合物 0.01 150 

六価クロム化合物 0.05 250 

シアン化物 不検出 50 

水銀及びその化合物 
0.0005 

(アルキル水銀不検出) 
15 

セレン及びその化合物 0.01 150 

鉛及びその化合物 0.01 150 

砒素及びその化合物 0.01 150 

ふっ素及びその化合物 0.8 4000 

ほう素及びその化合物 1 4000 

第
３
種
特
定
有

害
物
質 

(

農
薬
等) 

シマジン 0.003 － 

チオベンカルブ 0.02 － 

チウラム 0.006 － 

ポリ塩化ビフェニル(PCB) 不検出 － 

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチ

オン、メチルジメトン、EPNに限る。) 
不検出 － 

出典：「土壌汚染対策法」(平成 14年 5 月 29 日法律第 53号、最終改正：平成 29 年 6月 2 日法律第 45 号) 

 

  (h) 航空法 

対象事業実施区域及びその周囲においては、「航空法」(昭和 27年 7月 15日法律第 231号、最終

改正：令和 2年 6月 24日法律第 61 号)第 49 条の規定による空港周辺における物件の高さ制限(進

入表面・転移表面・水平表面)のある空域はない。 
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 (2) 自然関係法令等 

   1) 自然公園 

対象事業実施区域及びその周囲における「自然公園法」(昭和 32年 6月 1日法律第 161号、最終

改正：令和元年 6 月 14 日法律第 37 号)、「福井県立自然公園条例」(昭和 33 年 10 月 21 日条例第

53号、最終改正：令和元年 10月 9日条例第 11号)に基づく、自然公園の指定状況を図 3.2-14に

示す。 

 

   2) 自然環境保全地域等 

対象事業実施区域及びその周囲には、「自然環境保全法」(昭和 47年 6月 22日法律第 85号、最

終改正：平成 31年 4月 26 日法律第 20号)、「福井県自然環境保全条例」(昭和 48年 3月 26日条例

第 1号、最終改正：平成 17 年 10 月 1日条例第 65号)に基づく、自然環境保全地域、緑地環境保全

地域等の指定はない。 

 

   3) 世界の文化遺産及び自然遺産 

対象事業実施区域及びその周囲には、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(平成

4 年 9 月 28 日条約第 7 号 平成 4 年 9 月 30 日発効(平成 4 外務省告示 460))による世界遺産の指

定はない。 

 

   4) 緑地保全地域及び特別緑地保全地区 

対象事業実施区域及びその周囲には、「都市緑地法」(昭和 48 年 9 月 1 日法律第 72 号、最終改

正：令和 2年 6月 10 日法律第 43 号)に基づく緑地保全地域及び特別緑地保全地区はない。 

 

   5) 生息地等保護区 

対象事業実施区域及びその周囲には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」

(平成 4 年 6 月 5 日法律第 75 号、最終改正：令和元年 6 月 14 日法律第 37 号)の第 36 条第 1 項に

より指定された生息地等保護区はない。 

 

   6) 鳥獣保護区 

対象事業実施区域及びその周囲には、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」

(平成 14 年 7 月 12 日法律第 88 号、最終改正：平成 27 年 3 月 31 日法律第 2 号)第 28 条の規定に

より設定された「鳥獣保護区」並びに第 29 条の規定により設定された「特別保護地区」の指定は

ない。 

 

   7) ラムサール条約登録湿地 

対象事業実施区域及びその周囲には、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条

約（ラムサール条約）」(昭和 55 年 9月 22日条約第 28号)に基づく、湿地の登録はない。 
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図 3.2-14 自然公園の分布状況 

出典：「国土数値情報 自然公園地域(平成 27 年)(国土交通省ホームページ 

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

「各自然公園の区域図について」(福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/kouenkuikizu.html  

令和 2年 10月 14 日閲覧) 
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   8) 史跡・名勝・天然記念物等 

対象事業実施区域及びその周囲では、「文化財保護法」(昭和 25年 5月 30日法律第 214号、最終

改正：令和 2年 6月 10 日法律第 41号)に基づく「福井県文化財保護条例」(昭和 34年 7月 31日条

例第 39 号、最終改正：平成 17年 10月 11日条例第 65号)、「敦賀市文化財保護条例」(昭和 45年

7 月 1 日条例第 27 号、最終改正：昭和 51 年 6 月 27 日条例第 35 号)、「南越前町文化財保護条例」

(平成 17年 1月 1日条例第 104号、最終改正：平成 26年 3月 25日条例第 7号)が施行されている。 

対象事業実施区域及びその周囲における史跡・名勝・天然記念物の指定状況を表 3.2-45及び図 

3.2-15 に示す。 

対象事業実施区域内には「観音丸城跡」、「木ノ芽峠城跡」、「西光寺丸城跡」が分布している。 

また、周知の埋蔵文化財包蔵地の情報は表 3.2-46及び図 3.2-16に示すとおり、対象事業実施

区域内には「鉢伏城跡」、「木ノ芽峠城跡」、「西光寺丸城跡」が分布している。 

 

表 3.2-45 対象事業実施区域及びその周囲の史跡・名勝・天然記念物 

No. 指定 種別 名称 所在地 

1 県指定 天然記念物 休岩寺のソテツ 敦賀市大比田 

2   栃ノ木峠のトチノ木 南越前町板取 

3 市指定 史跡 武田耕雲斎本陣跡 敦賀市新保 

4 町指定  円宮寺の避難洞窟 南越前町河内 

5   観音丸城跡 南越前町二ツ屋 

6   木ノ芽峠城跡 南越前町板取 

7   西光寺丸城跡 南越前町板取 

8   たこの呼び坂 南越前町大谷 

9   鉢伏城跡 南越前町二ツ屋 

10   湯尾峠 南越前町湯尾 

11 市指定 天然記念物 鉢伏山のカツラ 敦賀市阿曽 

12   赤崎・八幡神社のカゴノキ 敦賀市赤崎 

13   小森神社のヤブニッケイ 敦賀市大比田 

14   大比田観音堂のタブノキ 敦賀市大比田 

15   小森神杜のケヤキ 敦賀市大比田 

16   貴船神社のタブノキ 敦賀市元比田 

17   田結神社のスダジイ 敦賀市田結 

18 町指定  大谷のムクロジ 南越前町大谷 

19   欅 南越前町二ツ屋 

20   藤の森の椿の群生 南越前町大谷 

備考：地域を定めず指定されている特別天然記念物及び天然記念物 

特別天然記念物：コウノトリ、タンチョウ 

天然記念物：イヌワシ、オオワシ、オジロワシ、コクガン、カラスバト、マガン、ヒシクイ 

出典：「国指定文化財等データベース」(文化庁ホームページ  

http://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index_pc.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

「福井の文化財」(福井県ホームページ   

http://info.pref.fukui.jp/bunka/bunkazai/index.html令和 2年 10 月 14 日閲覧） 

「国土数値情報 都道府県指定文化財(平成 26 年度)」(国土交通省ホームページ   

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

「文化財一覧(令和 2 年 1月 1 日現在)」敦賀市ホームページ   

https://www.city.tsuruga.lg.jp/smph/sightseeing/culture/bunkazai_ichiran/bunkazai_ichiran.html 

令和 2年 10月 14 日閲覧） 

「南越前町の指定・登録文化財一覧」(南越前町ホームページ   

https://www.town.minamiechizen.lg.jp/kurasi/103/128/p001072.html 令和 2年 10 月 14 日閲覧） 
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図 3.2-15  

史跡・名勝・天然記念物 

出典：表 3.2-46に示す。 
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表 3.2-46 対象事業実施区域及びその周囲の埋蔵文化財包蔵地 

No. 遺跡番号 名称 種別 時代 所在地 

1 06001 ウツトモ山砦跡 城跡 中世 敦賀市元比田 

2 06002 元比田遺跡 散布地 古墳～中世 敦賀市元比田 

3 06003 大比田遺跡 散布地 奈良～中世 敦賀市大比田 

4 06004 大比田立ノ下遺跡 散布地 古墳～中世 敦賀市大比田 

5 06005 横浜杉津遺跡 散布地 弥生～中世 敦賀市横浜・杉津 

6 06006 杉津遺跡 散布地 弥生～古墳 敦賀市杉津 

7 06007 岡崎山砦跡 城跡 中世 敦賀市杉津 

8 06008 杉津砦・河野九砦跡 城跡 中世 敦賀市杉津 

9 06009 阿曽遺跡 散布地 古墳～中世 敦賀市阿曽 

10 06010 鵜の屎遺跡 城跡 中世 敦賀市阿曽 

11 06011 利椋峠砦跡 城跡 中世 敦賀市挙野 

12 06012 帰山砦跡（江良首領古墳） 
城跡 

（古墳） 
古墳・中世 敦賀市江良 

13 06013 帰山砦跡（江良帰山古墳） 
城跡 

（古墳） 
古墳・中世 敦賀市江良 

14 06014 江良遺跡 散布地 弥生～平安 敦賀市江良 

15 06015 赤崎遺跡 散布地 奈良～中世 敦賀市赤崎 

16 06016 鞠山遺跡 散布地 古墳～近世 敦賀市鞠山 

17 06017 田結西遺跡 散布地 奈良～近世 敦賀市鞠山・田結 

18 06018 田結中遺跡 散布地 奈良・平安 敦賀市田結 

19 06019 田結東遺跡 散布地 中世・近世 敦賀市田結 

20 06020 葉原窯跡群 窯跡 平安 敦賀市葉原 

21 06021 葉原遺跡 散布地 平安 敦賀市葉原 

22 06022 葉原経塚 経塚 平安 敦賀市葉原 

23 06023 葉原館跡 館跡 中世 敦賀市葉原 

24 26014 茶臼山城跡 城跡 中世 南越前町上別所 

25 26015 奥野々宮ノ前遺跡 散布地 中世･近世 南越前町奥野々 

26 27001 柚尾城（湯尾峠）跡 城跡 中世 南越前町湯尾 

27 27003 孫杓子遺跡 散布地  南越前町湯尾 

28 27005 今庄奥大谷遺跡 館跡  南越前町今庄 

29 27007 燧ヶ城跡 城跡 中世 南越前町今庄 

30 27009 南今庄ゴシヲ遺跡 散布地  南越前町南今庄 

31 27010 下新道遺跡 散布地 平安･中世･近世 南越前町下新道 

32 27011 赤座久兵衛館跡 館跡 中世 南越前町上新道 

33 27017 荒井館跡 館跡 中世・近世 南越前町荒井 

34 27023 虎杖城跡 城跡 中世･近世 南越前町板取 

35 27024 鉢伏城跡 城跡 中世 南越前町二ツ屋 

36 27025 木ノ芽峠城跡 城跡 中世 南越前町二ツ屋 

37 27026 西光寺丸城跡 城跡 中世 南越前町上板取 

38 27027 湯尾城跡 城跡 中世 南越前町湯尾 

39 27029 堂谷院跡 寺院跡 中世 南越前町今庄 

40 27030 藤勝寺跡 寺院跡 中世 南越前町今庄 

41 27031 藤倉権現跡 寺院跡 中世 南越前町今庄 

42 27032 清心寺跡 寺院跡 中世 南越前町今庄 

43 27033 鍋倉院跡 寺院跡 中世 南越前町今庄 

44 28008 太良城跡 城跡 中世 南越前町太良 

45 503-084 栃ノ木砦遺跡 城跡 室町 余呉町中河内 
出典：「福井の文化財 埋蔵文化財(福井県遺跡地図)」（福井県ホームページ  

http://info.pref.fukui.jp/bunka/bunkazai/index.html 令和 2 年 10 月 14 日閲覧） 

「長浜市遺跡地図」（長浜市ホームページ  

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000000138.html 令和 2年 10月 14日閲覧） 
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出典： 

「福井の文化財 埋蔵文化財(福井県遺跡地図)」（福井県ホームページ  

http://info.pref.fukui.jp/bunka/bunkazai/index.html 

令和 2年 10月 14 日閲覧） 

「長浜市遺跡地図」（長浜市ホームページ  

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000000138.html 

令和 2年 10月 14 日閲覧） 
 

図 3.2-16 埋蔵文化財包蔵地 
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   9) 都市計画法の指定地域 

  (a) 都市計画区域 

対象事業実施区域及びその周囲における、「都市計画法」(昭和 43 年 6 月 15 日法律第 100 号、最

終改正：令和 2年 6月 10日法律第 43号)に基づく都市計画区域の指定状況を図 3.2-17に示す。 

 

  (b) 風致地区 

対象事業実施区域及びその周囲には、「都市計画法」(昭和 43年 6月 15日法律第 100号、最終改

正：令和 2年 6月 10 日法律第 43 号)に基づく風致地区の指定はない。 

 

   10) 自然再生事業実施計画・自然再生協議会 

対象事業実施区域及びその周囲には、「自然再生推進法」(平成 14年 12月 11日法律第 148号)に

基づく自然再生事業実施計画、自然再生協議会はない。 

 

   11) 景観法等の指定地域 

対象事業実施区域及びその周囲における「景観法」(平成 16年 6月 18 日法律第 110号、最終改

正：平成 30 年 6月 8日法律第 41 号)に基づく景観計画区域の指定状況を図 3.2-18に示す。 

なお、敦賀市及び南越前町は景観法に基づく景観行政団体として公示されており、「敦賀市景観

計画」（平成 26年 3月）、「南越前町景観計画」（令和 2年 3月）が策定されている。 

 

   12) 保安林 

対象事業実施区域及びその周囲における「森林法」(昭和 26年 6月 26 日法律第 249号、最終改

正：令和 2年 6月 10日法律第 41号)第 25条の規定により指定された保安林の指定状況を図 3.2-19

に示す。 

 

   13) 砂防指定地 

対象事業実施区域及びその周囲における「砂防法」（明治 30 年 3 月 30 日法律第 29 号、最終改

正：平成 25 年 11月 22日法律第 76号）に基づく砂防指定地の指定状況を図 3.2-20に示す。 

 

   14) 急傾斜地崩壊危険区域 

事業実施想定及びその周囲における「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」（昭和 44

年 7月 1日法律第 57号、最終改正：平成 17年 7月 6日法律第 82号）に基づく急傾斜地崩壊危険

区域の指定状況を図 3.2-20に示す。 

 

   15) 地すべり防止区域 

対象事業実施区域及びその周囲における「地すべり等防止法」（昭和 33 年 3 月 31 日法律第 30

号、最終改正：平成 29年 6月 2日法律第 45号）に基づく地すべり防止区域の指定状況を図 3.2-20

に示す。 
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図 3.2-17 

都市計画区域の指定状況 
出典：「国土数値情報 都市地域(平成 30 年)」 

(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

「敦賀市都市計画図（令和元年 9月 20日都市計画決定時点）」 
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出典： 
「敦賀市景観計画」(平成 26年 3月、敦賀市） 
「南越前町景観計画」(令和 2年 3 月、南越前町） 

「越前市景観計画」(平成 21年 3月、越前市） 
「長浜市景観まちづくり計画」(平成 20 年 3月、平成 26 年 4月変更、長浜市） 
「国土数値情報 景観計画区域(平成 26年)」(国土交通省ホームページ 

 https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

図 3.2-18 

景観計画区域の指定状況 
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出典： 

「国土数値情報 森林地域(平成 27 年)」、「国土数値情報 国有林野(平成 30 年)」 

(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

図 3.2-19 

保安林の指定状況 
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図 3.2-20  

砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区

域及び地すべり防止区域の指定

 

出典： 

「土地保全等関係指定区域図 福井県」（国土交通省ホームページ  

https://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspect.html 令和 2年 10月 14 日閲覧） 

「滋賀県防災情報マップ」（滋賀県ホームページ  

https://shiga-bousai.jp/dmap/top/index 令和 2年 10月 14 日閲覧） 

「福井県嶺南振興局 敦賀土木事務所管内図」 

（令和 2年 9 月、福井県嶺南振興局 敦賀土木事務所） 
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   16) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 

対象事業実施区域及びその周囲における「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律」(土砂災害防止法)(平成 12 年 5 月 8 日法律第 57 号、最終改正：平成 29 年 5 月 19

日法律第 31 号)に基づく指定区域の指定状況を図 3.2-21に示す。 

 

   17) 農用地区域・農業地域 

対象事業実施区域及びその周囲における「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和 44年 7月 1

日法律第 58 号、最終改正：令和元年 5月 24日法律第 12号)に基づく農用地区域及び農業地域の指

定状況を図 3.2-22に示す。 
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図 3.2-21 

土砂災害警戒区域等の指定状況 

出典：「国土数値情報 土砂災害警戒区域(令和元年)」 

(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 
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図 3.2-22  

農用地区域の指定状況 

出典：「国土数値情報 農業地域(平成 27 年)」 

(国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/）  
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 (3) その他環境保全計画等 

   1) 福井県環境基本計画 

福井県では、平成 7 年 3 月に制定された「福井県環境基本条例」(平成 7 年条例第 5 号)におけ

る、「豊かで美しい環境の恵沢の享受と継承」、「環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の

構築」、「地球環境保全の推進」の 3 つの基本理念の実現を目指すため、平成 9 年 3 月に福井県環

境基本計画を策定し、その後の社会・経済などの情勢の変化を受け、平成 15 年 1 月、平成 20 年

11月、平成 25年 11 月に見直しを行った。 

また、最後の見直しから 5年が経過し、環境を取り巻く情勢も変化し、これらの状況を踏まえ、

計画期間最終年度(令和 4年度)に目指す姿と、これを実現するための道筋を示すため、平成 30年

3月に福井県環境基本計画を改定した。 

福井県環境基本計画における基本的事項は表 3.2-47に示すとおりである。 

 

表 3.2-47 福井県環境基本計画の基本的事項 

基本目標 ふるさとの美しい環境を守り育て 福井の活力につなげる 

計画期間 平成 30 年度～令和 4 年度 

分野別施策 

自然と共生する社会づくりの推進 

・自然とふれあう活動の推進 

・里山里海湖の保全・再生と活用 

・生物多様性の保全 

地球温暖化対策の推進 

・緩和策の推進 

・適応策の推進 

・県の事務・事業における温室効果ガス排出削減 

循環型社会の推進 
・3R の促進 

・不適正な処理の防止 

生活環境の保全 

・水・大気環境の保全 

・化学物質対策の推進 

・放射性物質の監視等 

環境について自ら考え行動する 

人づくり 

・学校における環境教育の促進 

・地域や家庭における環境教育や環境活動の促進 

各分野に共通する施策の推進 
・環境に配慮した事業活動の推進 

・環境情報の収集・提供 

出典：「福井県環境基本計画」(福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/keikaku-sakutei.html 令和 2年 10 月 14 日閲覧) 

 

 

  



3-176 

(196) 

   2) 敦賀市環境基本計画 

敦賀市では、平成 12年 3月に環境保全の基本理念となる「敦賀市環境基本条例」を制定し、こ

の条例に基づき平成 14年 3月に「敦賀市環境基本計画」を策定し、環境政策を推進してきた。 

しかしながら、策定後 10年の間には、循環型社会実現に向けた取り組みの強化、地球温暖化へ

の対応やエネルギー問題、生物多様性の確保に向けた取り組みの推進など、環境行政をとりまく状

況が大きく変化してきたため、前計画を引継ぎつつ今日の環境問題に取り組んでいくための指針

として平成 25年（2013年）3月に「第 2次敦賀市環境基本計画」を策定した。 

また、第 2次敦賀市環境基本計画に基づき、5年間（平成 30年度～令和 4年度）にかけての「後

期 環境アクションプラン」を定め、各主体が自主的に取り組んでいく環境活動の目安とするとと

もに、他の主体の具体的な環境活動を知りお互いに連携･協働しながら環境活動に取り組んでいく

こととしている。 

第 2次敦賀市環境基本計画における施策の基本的事項は表 3.2-48に示すとおりである。 

 

表 3.2-48 第 2次敦賀市環境基本計画における施策の基本的事項 

基本目標 
さわやかな風 清らかな水 人と自然が共生し 

未来に向かって みんなが行動するまち つるが 

計画期間 平成 25 年度～令和 4 年度 

分野別施策 

自然環境と多様な生態系を守る 

・山林環境の保全と育成 

・水辺環境の保全と育成 

・里地里山環境の保全と育成 

・中池見湿地の保全 

みどりと歴史文化が調和した 

美しい都市景観をつくる 

・まちのみどりの保全と創出 

・歴史文化資産の保全 

・美しい景観の形成 

安心な生活環境をつくる 

・大気汚染や悪臭の防止 

・水質汚染や土壌汚染の防止 

・騒音や振動の低減 

・有害化学物質や放射性物質の対応 

快適な生活環境をつくる 

・近隣公害への対応 

・公共交通機関の充実 

・バリアフリー環境の整備 

・環境美化の推進 

地球温暖化対策に努める 
・省エネルギーの推進 

・エネルギーの創出と有効利用 

資源を大切にする 
・3R 活動の推進 

・ごみの適正処理の推進 

環境問題を知り考える人を育てる 

・身近な自然とのふれあい 

・環境教育・環境学習の推進 

・環境情報の収集と提供 

みんなが積極的に環境活動に取り組む 
・環境活動への参加推進と支援 

・協力体制の構築と連携強化 

出典：「第 2次敦賀市環境基本計画」「後期 環境アクションプラン」(敦賀市ホームページ 

https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/plan/sonota/2kankyokihonkeikaku.html 令和 2 年 10月 14日閲覧) 

 

  



3-177 

(197) 

   3) 南越前町環境基本計画 

南越前町では、「環境基本法」及び町の環境基本条例に基づき、平成 22 年 3 月に最初の南越前

町環境基本計画を策定し、取組みを進めてきたが、前計画の計画期間終了に伴い、令和 2年 3月に

「南越前町環境基本計画」の改定をすることとした。 

基本計画の施策の方向性のひとつである「地球にやさしい行動に取り組めるまち」の中で、地球

温暖化防止対策として再生可能エネルギー事業を項目として掲げており、環境影響評価を要する

事業が計画された際には、環境審議会に諮り、環境保全に資する検討に取り組むとしている。 

南越前町環境基本計画における施策の基本的事項は表 3.2-49に示すとおりである。 

 

表 3.2-49 南越前町環境基本計画における施策の基本的事項 

基本目標 町民の手で守り育てる山・海・里 

計画期間 平成 30 年度～令和 4 年度 

施策の方向性 

生活環境： 

いきいきと暮せる住みよいまち 

・大気環境、水環境の保全と化学物質対策の推進 

・循環型社会の促進 

自然環境： 

豊かな自然をいつまでも誇れるまち 

・山・海・里の保全 

・動植物の生育・生息環境の保全 

・地域資源の保存・継承とその活用 

地球環境： 

地球にやさしい行動に取り組めるまち 
・地球温暖化防止対策 

環境教育： 

未来の環境に向けて行動できるまち 

・環境学習の推進 

・環境活動の推進 

・環境情報の提供 

出典：「南越前町環境基本計画」(南越前町ホームページ 

https://www.town.minamiechizen.lg.jp/kurasi/101/116/p001007.html 令和 2年 10 月 14 日閲覧) 
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   4) 敦賀市景観計画 

敦賀市では、平成 18年 6月に独自の「敦賀市景観条例」を制定し、景観形成の推進を図ってき

たが、景観法に基づく計画を策定し、全市的に、より実効性を持った景観形成を進めることが必要

となり、平成 26年 10 月に「敦賀市景観条例」を改正し、平成 26年 3月に敦賀市景観計画を策定

した。 

敦賀市景観計画における基本的事項及び届出対象行為等は 

表 3.2-50に示すとおりである。 

なお、対象事業実施区域は敦賀市景観計画における、山間エリアに該当する。 

 

表 3.2-50(1) 敦賀市景観計画における基本的事項 

基本理念 港まちの風情漂う自然と調和した魅力的で美しい景観づくり 

景観形成への 

3 つの目標 

継承 敦賀の美しい自然と歴史文化を守る、次世代に受け継ぐ景観づくり 

創造 魅力的な都市の風景を創造する景観づくり 

協働 市民・事業者・行政が協働で進める景観づくり 

景観づくりの 

基本方針 

新しい敦賀の魅力となる景観づくり 

景観のネットワークづくり 

歴史と伝統を活かした景観づくり 

個性と調和バランスを考慮した景観づくり 

地域らしさを追求した景観づくり 

景観づくり意識の啓発 

官民協働による景観づくり 

出典：「敦賀市景観計画」(敦賀市ホームページ 令和 2 年 12月 23日閲覧 

https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/plan/toshi_keikaku/oshirase/tsurugashikeikan.html) 

 

表 3.2-50(2) 敦賀市景観計画における届出対象行為 

景観計画区域 敦賀市全域 

届出対象行為の種類 

建築物 

（新築、増築、改築、移転） 
・建築形態に関わらず最高の高さ 15m を超えるもの、又は、延べ面積が 500 ㎡
を超えるもの。（外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更） 

・変更に係る部分の面積が見付面積（1 つの面における垂直投影面積をいう。
以下同じ。）の 1/2 を超えるもの。 

・上記それぞれに対して、利用目的及び利用形態が一体と認められる建築物
にあっては、延べ面積の合計が 500 ㎡を超えるもの。 

工作物 

（新設、増築、改築、移転） 
・煙突、柱類、その他これらに類するもの（電柱を除く）で高さ 15m を超える
もの。 

・プラント類、その他これらに類するもので高さが 15m を超えるもの、又は、
築造面積が 500 ㎡を超えるもの。 

・垣（生垣を除く）、柵、塀、擁壁、その他これらに類するもので高さが 2m
を超え、かつ、延長が 30m を超えるもの。（外観を変更することとなる修
繕、模様替、色彩の変更） 

・変更に係る部分の面積が見付面積の 1/2 を超えるもの。 

土石の採取、鉱物の掘採、

その他の土地の形質の変更 

・当該行為に係る区域の面積が 1,000 ㎡を超えるもの。 
・当該行為に伴い高さが 3m を超え、かつ、延長が 30m を超える法面又は擁壁

を生じるもの。 

木竹の伐採 ・当該行為に係る区域の面積が 1,000 ㎡超えるもの。 

屋外における土石の堆積 
・高さが 3m を超え、かつ、当該堆積物の存する土地の区域の面積が 1,000 ㎡

を超えるもの。ただし、当該行為に係る期間が 90 日以内のものは除く。 

屋外における廃棄物 

及び再生資源の堆積 

・高さが 3m を超え、かつ、当該堆積物の存する土地の区域の面積が 500 ㎡を
超えるもの。ただし、当該行為に係る期間が 90 日以内のものは除く。 

特定照明 
・届出の対象となる建築物及び工作物の形態・意匠を演出するために、その外
観に対して行う照明。 

出典：「敦賀市景観計画」(敦賀市ホームページ 令和 2 年 12月 23日閲覧 

https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/plan/toshi_keikaku/oshirase/tsurugashikeikan.html)  
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表 3.2-50(3) 敦賀市景観計画における景観づくりの基準 

１．建築物・工作物の基準 

位置・高さ 
・海岸、河川、山林のスカイラインなどの優れた自然景観、歴史的建築物等

への眺望に配慮した位置・高さとなるように努める。 

形態・意匠 

・建築物等は、敦賀市の伝統的な様式を踏まえた形態・意匠となるように努

める。 

・まちなみ景観としての調和に配慮するとともに、地域のシンボルに配慮し

た形態・意匠となるように努める。 

色彩・素材 

・建築物等の外壁の色彩は、自然との調和に配慮し、マンセル値による彩度

6 以下とするように努める。ただし、見付面積 100 ㎡未満又は 1/10 未満

の範囲のアクセント色は除く。 

・建築物の屋根の色彩は、落ち着いた色彩を基調色とし、周辺の景観と調和

するように努める。 

・建築物の屋根や外壁などの材料は、汚れにくく、耐久性あるものを用いる

ように努める。 

緑化 ・敷地内や敷地周辺は、できる限り緑化するように努める。 

車庫・駐車場 
・車庫・駐車場は、通りからの見え方に配慮するとともに、建築物と一体的

な形態・意匠となるように努める。 

その他 
・自転車置き場、ごみ置き場や建築設備などの付属建築物は、景観に配慮し

た配置・形態・意匠とするように努める。 

2．その他の基準 

土石の採取、鉱物の掘採 

その他の土地の形質の変更 

・圧迫感のある長大な擁壁や法面が生じないよう形態や配置に努める。 

・周辺の景観や自然との調和に努める。 

・当該行為後は、周辺の景観に調和した植栽に努める。 

木竹の伐採 

・伐採される土地や伐採される範囲が広範囲にならないように努める。 

・当該行為後、地域の景観に配慮した植栽に努める。 

・地域の植生に適した種類の植栽に努める。 

屋外における土石、廃棄物 

及び再生資源の堆積 

・堆積するものが、道路などから見えにくくなるような配置、または、遮蔽

に努める。 

・敷地の周囲に設置する塀や柵は、地域の景観を阻害しないように努める。 

特定照明 

・照明の配置、形態意匠、色彩等について、周辺の良好な夜間景観との調和

に努める。 

・地域の夜間景観を損なう過度の明るさや色彩による照明の使用を避け、特

定照明による光害の防止に努める。 

出典：「敦賀市景観計画」(敦賀市ホームページ 令和 2 年 12月 23日閲覧 

https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/plan/toshi_keikaku/oshirase/tsurugashikeikan.html) 

 

 

表 3.2-50(4) 敦賀市景観計画におけるエリア別上乗せ基準(建築物・工作物の基準) 

山間エリアにおける上乗せ基準 

位置・高さ 

・山並みから突出した高さとしないように努める。 

・野坂岳周辺においては、市街地への眺望や、主要な視点場からの稜線を乱

さない高さとする。 

形態・意匠 
・集落の伝統的な様式を踏まえつつ、周囲の建築物との調和に配慮した形

態・意匠となるように努める。 

色彩・素材 

・外観色は、マンセル値による 5R～5YR～5Y の暖色系色相であって、高・中

明度の低彩度色を基本とする。 

・色数は、できる限り少なくし、建築物の全体的なバランスに配慮する。 

・素材は、山並みと調和した自然素材を使用するように努める。 

緑化 
・敷地内や敷地周辺は、積極的に緑化する。 

・周辺の植生に適した種類の植栽に努める。 

出典：「敦賀市景観計画」(敦賀市ホームページ 令和 2 年 12月 23日閲覧 

https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/plan/toshi_keikaku/oshirase/tsurugashikeikan.html) 
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   5) 南越前町景観計画 

南越前町では、令和 2年 3月に「南越前町景観条例」を制定し、良好な景観の形成などに関して

必要な事項を定め、令和 2年 3月に南越前町景観計画を策定した。 

南越前町景観計画における基本的事項及び届出対象行為等は表 3.2-51に示すとおりである。 

なお、対象事業実施区域は南越前町景観計画における、今庄地区及び河野地区に該当する。 

 

表 3.2-51(1) 南越前町景観計画における基本的事項 

基本理念 
南越前の原風景によって培われた歴史や生活文化、 

交流を育み続ける景観まちづくり 

景観まちづくり

の基本方針 

自然：景観の「地」となる自然と共生する美しいまち 

歴史・生活文化：悠久の歴史と伝統・文化を育むまち 

暮らし・町並み：地域への愛着を育む住み続けたいまち 

建築物等・公共空間：自然や歴史文化との調和を大切にするまち 

継承：南越前町らしい景観を育む人づくり 

地区別の景観 

まちづくり方針 

今庄地区：街道ロマンと伝統的な生活文化に培われた景観まちづくり 

河野地区：海の恵みが身近に感じられる潮風薫る景観まちづくり 

出典：「南越前町景観計画」(南越前町ホームページ  

https://www.town.minamiechizen.lg.jp/kurasi/101/134/p003283.html 令和 2年 12 月 23 日閲覧) 
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表 3.2-51(2) 南越前町景観計画における届出対象行為 

景観計画区域 南越前町全域 

届出対象行為の種類 届出対象行為の規模 

建築物の建築等 

(1)建築物の新築、改築若しくは移転又は増築で、次のいずれかに該当するもの 

ア、地盤面からの高さが 13mを超えるもの、又は階数が 3を超えるもの 

イ、建築物の延床面積が 500㎡を超えるもの 

(土地利用の目的及び利用形態が一体と認められる場合において 2 以上の建築

物が建築される場合は、それらの延床面積の合計) 

ウ、増築にあっては、当該増築に係る延床面積が 500 ㎡を超えるもの 

(2)上記に該当する建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え

又は色彩の変更で、当該変更に係る面積が見付面積の 1/2 を超えるもの(新

築、増築、改築、移転) 

・建築形態に関わらず最高の高さ 15m を超えるもの、又は、延べ面積が 500 ㎡

を超えるもの。(外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更) 

・変更に係る部分の面積が見付面積(1 つの面における垂直投影面積をいう。以

下同じ。)の 1/2 を超えるもの。 

・上記それぞれに対して、利用目的及び利用形態が一体と認められる建築物に

あっては、延べ面積の合計が 500 ㎡を超えるもの。 

工作物の建築等 

(1)工作物の新設、改築若しくは移転又は増築で、次のいずれかに該当するもの 

ア、当該工作物の高さが 13mを超えるもの(建築物の屋上に設置される場合は、

高さが 5m を超えるもの) 

イ、築造面積(工作物の水平投影面積)が 500 ㎡を超えるもの 

ウ、地盤面からの高さが 2m を超える、又は、水平投影面積が 500 ㎡を超える太

陽光発電設備 

エ、高さが 2m を超え、かつ、1 辺の長さが 30m を超える塀・柵 

オ、橋梁、高架鉄道の類で、高さが 5m を超え、かつ、延長が 30m を超えるもの 

(2)上記に該当する工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え

又は色彩の変更で、当該変更に係る面積が見付面積の 1/2を超えるもの 

【届出の対象とする工作物】 

①煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの 

(風力発電設備、波力発電設備を含む) 

②広告塔、記念塔その他これらに類するもの 

③高架水槽、サイロ、物見塔その他類するもの 

④太陽光発電設備 

⑤塀、柵、擁壁その他これらに類するもの(生垣は除く) 

⑥乗用エスカレーター、昇降機その他これらに類するもの 

⑦ウォーターシュート、コースター、メリーゴーランド、観覧車等遊戯施設 

その他これらに類するもの 

⑧クラッシャープラント、コンクリートプラント等の製造施設その他これら 

に類するもの 

⑨石油、ガス、LPG、穀物、飼料等の貯蔵施設その他これらに類するもの 

⑩汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するもの 

土地の開墾、土石の採取、

鉱物の掘採、その他土地の 

形質の変更 

(1)当該行為に係る区域の面積が 1,000 ㎡を超えるもの 

(2)当該行為により高さが 2mを超え、かつ延長が 30m を超える法面又は擁壁を

生じるもの 

木竹の伐採 (1)当該行為に係る区域の面積が 1,000 ㎡超えるもの。 

屋外における土石、廃棄物

及び再生資源、その他の物

件の堆積 

(1)当該行為に係る区域の面積が 1,000 ㎡超えるもの。 

出典：「南越前町景観計画」(南越前町ホームページ  

https://www.town.minamiechizen.lg.jp/kurasi/101/134/p003283.html 令和 2年 12 月 23 日閲覧) 
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表 3.2-51(3) 南越前町景観計画における景観形成基準(1/2) 

１．建築物 

基本的基準 

建築物が地域の景観・町並みを構成する重要な要素であることを理解し、自

然や歴史性など地域の景観特性を十分に踏まえた上で、デザイン（形態・意

匠、色彩、素材等）を工夫する。 

敷地内における 

位置及び外構 

・背景となる山や海などとの関係性を意識し、できるかぎり眺望を阻害しな

い配置とする。 

・前面道路の境界からできるかぎり後退し、町並みや歩行者に圧迫感を与え

ないようにする。 

・今庄宿周辺など壁面線が揃っている場所では、壁面の位置を周囲に合わせ

る、塀や植栽を設ける、空地部分の修景などにより、町並みの連続性に配

慮する。 

・前面道路との境界部分には、できるかぎり植栽等の緑化を施す。 

・植栽にあっては、四季の移ろいの演出に寄与するものが望ましい。 

高さ 

・できるかぎり周辺の景観や町並みの連続性に悪影響を与えない高さとす

るよう努める。 

・やむを得ず突出する場合は、景観への影響を最小限に留めるよう形態・意

匠を工夫する。 

形態及び意匠 

・周囲に対して威圧感や圧迫感を感じさせず、地域の景観特性を考慮した形

態・意匠とする。 

・今庄宿周辺や河野北前船主通り周辺、越前海岸の水仙、畑、周辺では、特

に地域の景観との調和に配慮する。 

・歴史的・地域の伝統的な意匠を有する建築物については、できるかぎりそ

の意匠を維持する。 

・高層の建築物は、屋根に勾配を持たせるなどして、できるかぎり山並みの

稜線や周囲の町並みとの調和に配慮する。 

壁面 

・特に大規模な建築物の場合は、無機質な壁面とならないよう、壁面に凹凸

を設けるなど工夫する。 

・広告物の表示も最低限にとどめ、派手にならないようにする。 

・原則として、壁面にはイラストを用いないようにする。 

素材、材料 

・汚れにくく、耐久性・耐色性のある素材を用いる。 

・自然景観や歴史景観、文化的景観との調和に配慮し、建築物の外観の全部

又は一部には、できるかぎり自然素材や地域の伝統的な素材を取り入れ

るよう努める。 

・光沢性のある素材や反射性の強い素材（窓を含む）の使用は最小限にとど

め、特に、今庄宿周辺や河野北前船主通りでの使用は避けることが望まし

い。 

色彩 

・建築物の外壁や屋根には、高彩度の色彩（けばけばしい色）や威圧感を与

える色彩を使用しない。 

・高彩度の色彩をアクセントカラーとして用いる場合は最低限とし、建築物

全体としてのバランスを阻害しないようにする。 

塀、柵等 
・町並みや歩行者に対して圧迫感や閉塞感を与えないよう、高さや形状、色

彩などを工夫する。 

付属建築物等 
・車庫や自転車置き場、倉庫、機械室等は、主要な通りから容易に見えない

位置に配置するか、主建築物と一体的にデザインする。 

付帯施設 

・道路等の公共空間からできるかぎり目立たない位置に設置し、やむを得な

い場合は、遮蔽を施すなどして目立たないようにする。 

・ベランダや屋外階段等も、建築物と一体のデザインとするなど工夫する。 

駐車場等 
・町並みの連続性を損ねないよう、できるかぎり植栽等によって遮蔽するこ

とが望ましい。 

照明 

・夜間における敷地内の照明や建築物への投光は、過剰な光源や点滅を避

け、周囲に配慮するとともに、光害とならないようにする。 

（ただし、イベントとして実施する場合を除く） 

出典：「南越前町景観計画」(南越前町ホームページ  

https://www.town.minamiechizen.lg.jp/kurasi/101/134/p003283.html 令和 2年 12 月 23 日閲覧) 
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表 3.2-51(3) 南越前町景観計画における景観形成基準(2/2) 

2．工作物 

基本的基準 

工作物が地域の景観・町並みを構成する重要な要素であることを理解し、 

自然や歴史性など地域の景観特性を十分に踏まえた上で、デザイン（形態・ 

意匠、色彩、素材等）を工夫する。 

敷地内における 

位置及び外構 

・背景となる山や海、農地などとの関係性、町並みや歩行者に与える圧迫感

等を考慮し、できるかぎり影響を与えない配置とする。 

・前面道路との境界部分には、できるかぎり植栽等の緑化を施す。 

・植栽にあっては、四季の移ろいの演出に寄与するものが望ましい。 

・太陽光発電設備は、周囲から容易に望見できないよう遮蔽措置に努める。 

高さ 

・できるかぎり周辺の景観や町並みの連続性に悪影響を与えない高さとす

るよう努める。 

・やむを得ず突出する場合は、景観への影響を最小限に留めるよう形態・意

匠を工夫する。 

形態及び意匠 

・周囲に対して威圧感や圧迫感を感じさせず、地域の景観特性を考慮した形

態・意匠とする。 

・今庄宿周辺や河野北前船主通り周辺、越前海岸の水仙畑周辺では、特に地

域の景観との調和に配慮する。 

・道路に面して擁壁を設ける場合は、擁壁面の緑化や擁壁面の形状に変化を

付けるなどの工夫をする。 

・橋梁は、高欄や橋脚との一体性の確保、配管や設備等の遮蔽措置に努め

る。 

素材、材料 

・汚れにくく、耐久性・耐色性のある素材を用いる。 

・自然景観や歴史景観、文化的景観との調和に配慮し、外観の全部又は一部

には、できるかぎり自然素材や地域の伝統的な素材を取り入れるよう努

める。 

・光沢性のある素材や反射性の強い素材の使用は最小限にとどめ、特に、今

庄宿周辺や河野北前船主通りでの使用は避けることが望ましい。 

色彩 

・工作物の外観に使用する色彩は、Ｒ・ＹＲ・Ｙ系はマンセル値による彩度

6 以下、それ以外の色相は彩度 4 以下、無彩色の場合は明度 2 以上とす

る。 

・今庄宿周辺や河野北前船主通り周辺、越前海岸の水仙畑周辺では、自然景

観や歴史景観、文化的景観との調和に特に配慮し、彩度 4以下とすること

が望ましい。 

・風力・波力発電設備の色彩は、白又は灰色（無彩色、明度 8 以上）を基本

とする。 

・ただし、石材、木材、土壁、レンガ、金属材、ガラス材、無釉の和瓦、銅

板によるものの色彩等によって仕上げられる部分、法令等で定められた

ものについては、この限りではない。 

・上記以外の色彩を用いる場合は、工作物の見付面積の 1/10 以下とする。 

3．その他の行為 

基本的基準 
当該行為が地域の景観・町並みに与える影響を十分に予測し、その影響を 

最小限に留めるよう工夫する。 

土地の開墾、土石の採取、

鉱物の掘採、その他土地の

形質の変更 

・当該行為に係る区域の周囲には、植栽や景観に配慮した塀を設けるなど、

道路等の公共空間からの遮蔽に努める。 

・長大で無機質な擁壁が生じないよう配慮し、やむを得ない場合は、勾配を

設ける、植栽を施すなど工夫する。 

・今庄宿周辺や河野北前船主通り周辺、越前海岸の水仙畑周辺から容易に見

える場所では、土石の採取は行わないことが望ましい。 

木竹の伐採 

・木竹の伐採後は、速やかに植栽の復旧を行う。 

・復旧に際しては、地域の植生に適したものを用いることが望ましい。 

・当該行為の区域内に、樹容や樹齢に優れるなど価値の高い樹木がある場合

は、伐採を避ける又は移植するなど、できるかぎり保存に努める。 

屋外における土石、廃棄物

及び再生資源、その他の物

件の堆積 

・当該行為に係る敷地の周囲を植栽や景観に配慮した塀で遮蔽するなど、堆

積物が通りから見えないよう工夫する。 

・堆積する高さはできるかぎり低くし、また、整然と積み上げ、周囲に対し

て圧迫感や危険性を与えないようにする。 

出典：「南越前町景観計画」(南越前町ホームページ  

https://www.town.minamiechizen.lg.jp/kurasi/101/134/p003283.html 令和 2年 12 月 23 日閲覧) 
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   6) 滋賀県環境総合計画 

滋賀県では、環境保全に関する施策の基本となる事項を定めて、環境保全に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するため、平成 8年 3月に環境基本条例を制定した。 

そして、条例第 12条に基づき、平成 9年 9月に「滋賀県環境総合計画」を策定し、環境保全に

関する施策を総合的かつ計画的に推進することとした。 

その後、法令や社会情勢の変化を踏まえながら 5年ごとの見直しを行い、平成 31年 3月に「第

五次滋賀県環境総合計画」を策定した。 

滋賀県環境総合計画における基本的事項は表 3.2-52に示すとおりである。 

 

表 3.2-52 滋賀県環境総合計画の基本的事項 

基本目標 環境と経済・社会活動をつなぐ健全な循環の構築 

計画期間 平成 31 年度～令和 12 年度 

施策の方向性 

琵琶湖をとりまく環境の保全再生と 

自然の恵みの活用 

・琵琶湖の保全再生・活用 

・生物多様性の確保・森林の多面的機能の発揮 

気候変動への対応・環境負荷の低減 

・気候変動対策 

・環境リスク低減のための取組推進 

・循環型社会への取組の強化 

持続可能な社会を支える学びと 

暮らしの定着 

・環境学習の取り組み推進 

・環境とのつながり・関わりにつながる取組みの充実 

・環境インフラ等の整備 

・調査研究・技術開発の推進と情報発信 

国際的な協調と協力 
・「琵琶湖モデル」のアジア諸国への発信 

・世界の湖沼保全への貢献と人材の育成 

出典：「滋賀県環境総合計画」(滋賀県ホームページ 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/kankyou/309153.html 令和元 2 年 10月 14日閲覧) 
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   7) 長浜市環境基本計画 

長浜市では、平成 21 年 3 月に「ながはま環境まちづくりプラン 21（長浜市環境基本計画）」を

策定し、環境保全に関する様々な施策を総合的かつ計画的に展開している。 

計画を策定して以降、資源循環や生物多様性の喪失、地球温暖化といった問題に加え、エネルギ

ーに関する問題など新たな課題も発生しており、また、長浜市環境基本計画が計画期間の満了を迎

えることから、このような環境に関する社会動向の急激な変化に加え、日常生活や事業活動から生

じる環境問題に対し、市民、市民活動団体、事業者とともに共通認識を持って対応を図っていくた

め、平成 31 年 3月に「第 2次長浜市環境基本計画」を策定した。 

第 2次長浜市環境基本計画における施策の基本的事項は表 3.2-53に示すとおりである。 

 

表 3.2-53 長浜市環境基本計画における施策の基本的事項 

環境像 みんなで育む 水とみどりにつつまれたまち ながはま 

計画期間 平成 31 年度～令和 10 年度 

分野別施策 

良好な自然環境の 

保全・再生 

・自然環境の保全・再生推進 

・生物多様性の保全・再生推進 

・自然の恵みの持続的な活用推進全 

ひとの健康と安全を守る 

生活環境の保全 

・環境公害防止に向けた継続的な監視 

・公害の未然防止 

心豊かな暮らしと文化を 

育む快適環境づくり 

・水とみどりの保全・再生推進 

・歴史・文化の保存・活用推進 

・景観の保全・創造推進 

もの・水・エネルギーの 

循環の創出 

・3R の推進 

・水循環の保全・再生推進 

・エネルギーの効率的・有効活用の推進 

地球環境保全への貢献 
・地球温暖化緩和策の推進 

・地球温暖化適応策の推進 

行動と連携による 

長浜エコ人づくりの推進 

・環境教育・学習の推進 

・環境保全を担う⼈材や団体の育成・支援の推進 

・協力体制づくりの推進 

・環境情報の収集・発信 

出典：「第 2次長浜市環境基本計画」(長浜市ホームページ 

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000006392.html 令和元 2年 10月 14日閲覧) 
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 (4) 関係法令等による規制状況のまとめ 

関係法令等による規制状況のまとめを表 3.2-54に示す。 

表 3.2-54 関係法令等による規制状況のまとめ 

区
分 

法令等 地域地区等の名称 

指定の有無 

対象事業 
実施区域 

対象事業 
実施区域 
の周囲 

敦賀市 南越前町 長浜市 

土地 国土利用計画法 

都市地域 - - - - - 

農業地域 ○ ○ ○ ○ ○ 

森林地域 ○ ○ ○ ○ ○ 

公害

防止 

環境基本法 騒音類型指定 - - ○ - - 

騒音規制法 規制地域 - - ○ - - 

振動規制法 規制地域 - - ○ - - 

水質汚濁防止法 指定地域 - - ○ ○ - 

湖沼水質保全特別措置法 指定地域 - - - - - 

悪臭防止法 規制地域 - - ○ - - 

土壌汚染対策法 指定地域 - - ○ - - 

自
然
保
護 

自然公園法 
国立公園 - - - - - 

国定公園 ○ ○ ○ ○ ○ 

県立自然公園条例 県立自然公園 - - - - - 

自然環境保全法 
原生自然環境保全地域 - - - - - 

自然環境保全地域 - - - - - 

県自然環境等保全条例 
県自然環境保全地域 - - ○ - - 

緑地環境保全地域 - - - - ○ 

世界の文化遺産及び自然遺産の
保護に関する条約 

世界文化遺産 - - - - - 

世界自然遺産 - - - - - 

都市緑地法 
緑地保全地区・ 
特別緑地保全地区 

- - - - - 

絶滅のおそれのある野生動植物
の種の保存に関する法律 

生息地等保護区 - - - - - 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律 

鳥獣保護区 - - ○ ○ ○ 

特に水鳥の生息地として国際的
に重要な湿地に関する条約（ラ
ムサール条約） 

ラムサール条約 
登録湿地 

- - ○ - ○ 

自然再生推進法 
自然再生事業実施計画 - - - - - 

自然再生協議会 - - - - - 

文
化
財 

文化財保護法 

国指定史跡・名勝・ 
天然記念物 

- - ○ ○ ○ 

県指定史跡・名勝・ 
天然記念物 

- ○ ○ ○ ○ 

市町村指定史跡・名勝・ 
天然記念物 

○ ○ ○ ○ ○ 

周知の埋蔵文化財包蔵地 ○ ○ ○ ○ ○ 

景
観 

都市計画法 
都市計画区域 - ○ ○ - ○ 

風致地区 - - - - ○ 

景観法 
景観計画区域 ○ ○ ○ ○ ○ 

景観行政団体 ○ ○ ○ ○ ○ 

国
土
防
災 

森林法 保安林 ○ ○ ○ ○ - 

砂防法 砂防指定地 ○ ○ ○ ○ ○ 

急傾斜地の崩壊による 
災害の防止に関する法律 

急傾斜地崩壊危険区域 - ○ ○ ○ ○ 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 - ○ ○ ○ - 

土砂災害警戒区域等における土
砂災害防止対策の推進に関する
法律 

土砂災害警戒区域・ 
土砂災害特別警戒区域 

○ ○ ○ ○ ○ 

農業振興地域の整備に関する法
律 

農用地区域 - ○ ○ ○ ○ 

農業地域 ○ ○ ○ ○ ○ 

注）1.対象事業実施区域の周辺とは 7 万 5千分の 1 地形図に示す範囲としている 
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